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浪江町告示第１２７号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０１条第１項の規定によ

り、令和７年浪江町議会定例会を、次のとおり招集する。 

 

 

   令和７年８月７日 

 

 

浪江町長  吉 田 栄 光 

 

 

 １ 日  時  令和７年９月９日（火） 午前９時 

 

 

 ２ 場  所  浪江町議会議事堂 
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      ○応招・不応招議員 

 

応招議員（１２名） 

  １番  横 字 史 年 君    ２番  佐 藤 勝 伸 君 

  ３番  鈴 木 幸 治 君    ４番  山 本 幸一郎 君 

  ５番  紺 野   豊 君    ６番  武 藤 晴 男 君 

  ７番  紺 野 則 夫 君    ８番  佐々木   茂 君 

  ９番  佐々木 勇 治 君   １０番  半 谷 正 夫 君 

 １１番  松 田 孝 司 君   １２番  平 本 佳 司 君 

不応招議員（なし） 

 



９ 月 定 例 町 議 会  

（ 第 １ 号 ）  
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令和７年浪江町議会９月定例会 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

令和７年９月９日（火曜日）午前９時開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告 

日程第 ５ 認定第 １号 決算の認定について 

日程第 ６ 認定第 ２号 浪江町水道事業会計決算の認定について 

日程第 ７ 認定第 ３号 浪江町公共下水道事業会計決算の認定につ 

             いて 

日程第 ８ 議案第６０号 双葉地方広域市町村圏組合規約の一部改正 

             について 

日程第 ９ 議案第６１号 浪江町帰還・移住等環境整備交付金基金条 

             例の一部改正について 

日程第１０ 議案第６２号 浪江町税特別措置条例の一部改正について 

日程第１１ 議案第６３号 浪江町特定復興産業集積区域における町税 

             の課税免除に関する条例の一部改正につい 

             て 

日程第１２ 議案第６４号 工事請負契約の締結について（産学官連携 

             施設建築工事） 

日程第１３ 議案第６５号 工事請負契約の締結について（産学官連携 

             施設電気設備工事） 

日程第１４ 議案第６６号 工事請負契約の締結について（産学官連携 

             施設機械設備工事） 

日程第１５ 議案第６７号 工事請負契約の締結について（さけ採捕施 

             設整備工事） 

日程第１６ 議案第６８号 工事請負契約の締結について（野菜等集出 

             荷貯蔵施設等敷地造成工事） 

日程第１７ 議案第６９号 物品購入契約の締結について（復興海浜緑 

             地（多目的広場）什器備品購入） 

日程第１８ 議案第７０号 自動車事故に伴う損害賠償額の決定及び和 

             解について（追認） 

日程第１９ 議案第７１号 損害賠償額の決定及び和解について（追認） 

日程第２０ 議案第７２号 調停の申立てについて 
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日程第２１ 議案第７３号 令和７年度浪江町一般会計補正予算（第３ 

             号） 

日程第２２ 議案第７４号 令和７年度浪江町国民健康保険事業特別会 

             計補正予算（第１号） 

日程第２３ 議案第７５号 令和７年度浪江町国民健康保険直営診療施 

             設事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２４ 議案第７６号 令和７年度浪江町介護保険事業特別会計補 

             正予算（第１号） 

日程第２５ 議案第７７号 令和７年度浪江町後期高齢者医療特別会計 

             補正予算（第１号） 

日程第２６ 議案第７８号 令和７年度浪江町公共下水道事業会計補正 

             予算（第１号） 

日程第２７ 諮問第 ２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めるこ 

             とについて 

日程第２８ 同意第 ６号 特別功労者の決定について 

日程第２９ 報告第 ５号 令和６年度浪江町一般会計継続費精算報告 

             書について 

日程第３０ 報告第 ６号 令和６年度浪江町水道事業会計継続費精算 

             報告書について 

日程第３１ 報告第 ７号 一般財団法人福島なみえ勤労福祉事業団の 

             経営状況報告について 

日程第３２ 報告第 ８号 一般社団法人まちづくりなみえの経営状況 

             報告について 
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出席議員（１２名） 

  １番  横 字 史 年 君    ２番  佐 藤 勝 伸 君 

  ３番  鈴 木 幸 治 君    ４番  山 本 幸一郎 君 

  ５番  紺 野   豊 君    ６番  武 藤 晴 男 君 

  ７番  紺 野 則 夫 君    ８番  佐々木   茂 君 

  ９番  佐々木 勇 治 君   １０番  半 谷 正 夫 君 

 １１番  松 田 孝 司 君   １２番  平 本 佳 司 君 

欠席議員（なし） 

───────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 

副 町 長 
山 本 邦 一 君  

副 町 長 
成 井   祥 君 

教 育 長 
横 山 浩 志 君  

代 表 監 査 委 員 
宮 口 勝 美 君 

総 務 課 長 兼 
選挙管理委員会書記長 

戸 浪 義 勝 君  
企 画 財 政 課 長 

吉 田 厚 志 君 

住 民 課 長 
柴 野 一 志 君  

産 業 振 興 課 長 
蒲 原 文 崇 君 

農 林 水 産 課 長 兼 
農業委員会事務局長 

大 浦 龍 爾 君  
住 宅 水 道 課 長 

金 山 信 一 君 

建 設 課 長 
宮 林   薫 君  

市 街 地 整 備 課 長 
今 野 裕 仁 君 

健 康 保 険 課 長 
松 本 幸 夫 君  

浪江診療所事務長兼 
仮設津島診療所事務長 

中 野 隆 幸 君 

介 護 福 祉 課 長 
木 村 順 一 君  

会 計 管 理 者 兼 
出 納 室 長 兼 
津 島 支 所 長 

西   健 一 君 

教 育 総 務 課 長 
鈴 木 清 水 君  

生 涯 学 習 課 長 兼 
浪 江 町 公 民 館 長 兼 
浪 江 町 図 書 館 長 

長 岡 秀 樹 君 

───────────────────────────────── 

職務のため出席した者の職氏名 
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事 務 局 長 
中 野 タ華子 君  

次 長 
今 野 雄 一 君 

書 記 

岡 本 ち り 君   
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───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） おはようございます。 

   会議前ではございますが、議会だよりに掲載するため、事務局で

会議中の様子を写真撮影しますので、ご了承ください。 

   傍聴する方に申し上げます。 

   携帯電話をお持ちの方は、電源を切るかマナーモードにするよう

お願いいたします。 

───────────────────────────────── 

◎開会の宣告 

○議長（山本幸一郎君） ただいまの出席議員数は12人であります。 

   定足数に達しておりますので、令和７年浪江町議会９月定例会を

開会します。 

（午前 ９時００分） 

───────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（山本幸一郎君） 直ちに本日の会議を開きます。 

───────────────────────────────── 

◎議事日程の報告 

○議長（山本幸一郎君） 本日の議事日程は、タブレット端末の格納の

とおりです。 

───────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（山本幸一郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   会議規則第127条の規定により会議録署名議員に、８番、佐々木

茂君、10番、半谷正夫君を指名します。 

───────────────────────────────── 

◎会期の決定 

○議長（山本幸一郎君） 日程第２、会期の決定を議題にします。 

   お諮りします。今期定例会の会期は、タブレット端末の格納のと

おり、本日から17日までの９日間としたいと思います。ご異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 異議なしと認めます。 

   よって、会期は本日から17日までの９日間とします。 

   会期中の会議についてお諮りします。９日、10日、17日を本会議

とし、11日から16日までは委員会等のため休会としたいと思います。

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（山本幸一郎君） 異議なしと認めます。 

   よって、会期中の会議はこのとおりと決定しました。 

───────────────────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（山本幸一郎君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

   議長としての報告事項は、タブレット端末に格納したとおりです

ので、ご了承ください。 

   なお、町長には諸般の報告のとおり出席要求をしましたが、体調

不良により欠席する旨の報告がありましたので、ご了承願います。 

───────────────────────────────── 

◎行政報告 

○議長（山本幸一郎君） 日程第４、行政報告を行います。 

   行政報告は、山本副町長からお願いいたします。 

   山本副町長。 

［副町長 山本邦一君登壇］ 

○副町長（山本邦一君） おはようございます。 

   議長から報告があったとおりですが、本日、町長が出席できませ

んので、代わって行政報告をさせていただきます。 

   本日ここに令和７年浪江町議会９月定例会を招集しましたところ、

議員各位におかれましては、ご多用の折にもかかわらずご参集を賜

り、誠にありがとうございます。 

   行政報告に先立ち、改めて東日本大震災によりお亡くなりになら

れた方々、過酷な避難生活の中で命を落とされた方々のご冥福をお

祈り申し上げますとともに、ご遺族に対し深く哀悼の意を表します。 

   それでは、６月定例会以降の行政執行の主なものについてご報告

いたします。 

   初めに、当町における学校給食の異物混入についてでございます。 

   児童生徒、保護者の皆様を含む関係者の皆様には、ご不安とご心

配をおかけし、心より深くお詫び申し上げます。 

   このたびのことは、学校給食の安心・安全を損なう深刻な事態で

あると認識しております。現在、町の再発防止の取組として、相双

保健福祉事務所をはじめとした複数の関係機関による衛生点検・衛

生研修を実施するとともに、継続して衛生環境が維持できるよう、

食品衛生、保健衛生の資格を持った町職員による定期点検を実施し

ているところであります。 

   また、委託業者側としても調理従事者を増員し、複数人での衛生

管理チェックや食品衛生に関する研修を実施し、日々の調理業務が

円滑、安全となるよう職場環境の維持にも努めております。 
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   今後、このようなことが起こることのないよう、関係機関と連携

を図りながら、安心・安全な給食の提供に努めてまいります。 

   次に、第27回参議院議員通常選挙についてご報告いたします。 

   ７月３日公示、７月20日投開票で行われました当選挙においては、

適正な事務執行に努めたところであります。 

   今回の選挙では、期日前投票所８か所、当日投票所５か所を設置

し、また、選挙公報及び選挙のお知らせを全有権者に発送し、投票

所の場所や受付時間の周知を図るとともに、町公式ＳＮＳを活用し

て幅広い年代に選挙の啓発をしたところでございます。町内におい

ては、広報車及び防災無線を利用した周知のほか、町内で事業再開

している事業者を対象に郵送物による投票の呼びかけを行いました。 

   結果でございますが、当日有権者は１万3,088名、投票者数は

6,452名、投票率 が 49.30％となり 、前回令和４年 度 の投票率

48.85％に比べ、0.45ポイント上回ったところです。 

   今回の選挙においても、期日前投票者数及び不在者投票者数が全

体の６割弱を占めており、選挙のお知らせ等による事前の情報提供

が今後ますます重要になるものと考えております。 

   今後も引き続き、なお一層の有権者への周知・啓発を行い、投票

率の向上に取り組んでまいります。 

   次に、カムチャツカ半島沖地震に伴う津波警報の対応についてご

報告いたします。 

   ７月30日８時37分、福島県沿岸にも津波注意報が発令されました。

当町が警戒本部を設置し、９時40分に津波注意報が警報に切り替わ

ったため災害対策本部を設置、避難指示を棚塩、請戸、中浜、両竹、

幾世橋地区に発令しました。３度、災害対策会議を開き、本庁舎を

含む４施設の避難所を開設、巡視警戒を行いました。 

   各避難所における避難者状況につきましては、浪江町防災交流セ

ンター119人、浪江防災コミュニティセンター３人、幾世橋防災コ

ミュニティセンター35人、本庁舎はありませんでした。 

   同日20時45分、津波警報から注意報に切り替わり、21時15分、避

難指示の解除を発令しました。翌日早朝、町による沿岸部のパトロ

ールを行い、漁港内、河川、震災遺構請戸小学校等、異常がないこ

とを確認。また、住家被害・人身被害についても被害はありません

でした。 

   今後も地震・津波等、災害が懸念されますので、関係機関と連携

を取りながら、さらなる災害対策に努めてまいります。 

   次に、町の魅力発信事業についてご報告いたします。 

   ８月７日、東京ドームで行われたプロ野球公式戦、巨人対ヤクル
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ト戦におきまして、町の魅力発信と風評払拭を目的とした「浪江町

コラボイベント」を開催いたしました。 

   本年も、浪江町ふるさと応援大使の「ＬｕｍｉＵｎｉｏｎ」（旧

浪江女子発組合）に登場いただき、佐々木彩夏さんの始球式の後、

浪江産のお米を記念品として両球団に贈呈いたしました。 

   本イベントは、事前に首都圏で販売された読売新聞への広告掲載

を行ったほか、当日の会場入場口では、イベント専用うちわをはじ

め、観光紹介パンフレットなど１万5,000部を配布し、町の認知度

向上を図りました。 

   また、このイベントに合わせて８月８日と９日の２日間、日本橋

ふくしま館ミデッテにおきまして「浪江フェア」を開催し、特設ブ

ースにおいて、大堀相馬焼となみえ焼そば、地酒の磐城壽のＰＲ販

売を行い、多くの方々にご来訪いただき、町の魅力を発信いたしま

した。 

   今後も、首都圏や大都市でのＰＲイベントに積極的に参加し、町

の魅力発信と認知度向上、風評払拭に取り組んでまいります。 

   次に、東北大学ＦＵＫＵＳＨＩＭＡサイエンスパーク構想に係る

共同記者会見についてご報告いたします。 

   東北大学と浪江町は、令和５年に包括連携協定を締結し、福島イ

ノベーション・コースト構想の推進をはじめ、産学官連携による地

域経済の復興・再生、復興まちづくり及び人材育成などを連携して

取り組むこととしており、これまでも町内で復興知事業による実証

や防災人材の育成など、様々な取組を進めていただいております。 

   こういった中、東北大学が進めるＦＵＫＵＳＨＩＭＡサイエンス

パーク構想の核となる施設を浪江町内に設置いただくこととなり、

７月10日に東北大学と共同で記者会見を開催いたしました。 

   この施設は、現在町が整備を進めている産学官連携施設内に、東

北大学の研究活動拠点機能を設けるとともに、産学官連携施設と同

一敷地内に東北大学独自に研修施設を整備し、学生活動等の支援機

能を設け、「東北大学ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ浜通り拠点」として、新

産業の創出や創造的復興へ貢献いただくものであります。 

   町といたしましても、本拠点が整備されることにより、当町の交

流人口拡大につながることはもとより、浜通り・相双地域の人材育

成、産学官連携による産業創出など、地域全体の復興へ相乗効果を

発揮するとともに、社会の課題解決の一助となることを期待してお

り、引き続き、東北大学と連携しながら拠点の整備を進めてまいり

ます。 

   次に、企業誘致の取組についてご報告いたします。 
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   ９月１日、帝国ホテル東京で開催された福島県企業立地セミナー

に出展し、浪江町の産業団地や立地に係る支援制度などをＰＲいた

しました。セミナーには100社を超える企業が参加し、県内の他市

町村とともに、各企業の担当者と名刺交換や情報交換を行いました。 

   当日は、浪江町のＰＲブースを設けたほか、私もステージへ登壇

し、浪江町を紹介してまいりました。セミナー後には、町担当者が

名刺交換を行った企業への訪問や町内の見学を提案するなど、早速、

セミナーをきっかけとした誘致活動を進めております。 

   引き続き、町内での魅力ある雇用の創出と民間投資の活性化に向

け、私自身もトップセールスに出向きながら、産業団地などへの企

業誘致に取り組んでまいります。 

   次に、請戸川さけ放流施設の指定管理者の選定についてご報告い

たします。 

   地域の水産業振興とさけ資源増大、さけふ化等技術の次世代への

継承及び地域活性化を目的に設置いたしました請戸川さけ放流施設

について、民間活力等を活用して効果的・効率的に施設運営を行っ

ていただくために、泉田川漁業協同組合を指定管理者として選定し

ました。 

   今シーズンの秋から冬にかけて本格的なさけふ化事業を開始して

いく予定となっており、指定管理者と連携しながら、町の重要な地

域資源である、サケ漁及び内水面漁業再興に向けて、引き続き尽力

してまいります。 

   次に、鮎特別採捕モニタリング調査についてご報告いたします。 

   ７月５日から８月31日にかけて、高瀬川及び請戸川において、鮎

の特別採捕モニタリング調査が実施されました。 

   同河川で採捕した鮎から放射線量を調査するため実施したもので

すが、町内のみならず避難先からも調査に参加し、震災前と変わら

ない釣果を楽しんでおられました。モニタリング調査の継続や河川

環境の回復は、遊漁の再開に向けて非常に重要なものであり、引き

続き支援を継続してまいります。 

   次に、農林水産物の魅力発信の取組についてご報告いたします。 

   風評払拭等を目的として継続的に実施しております、浪江町農林

水産物等情報発信事業において、９月２日、３日に台湾及びタイの

インフルエンサーをお招きして産地訪問ツアーを行いました。農業

関係者、漁業関係者、酒造、窯元など、浪江の特産品の生産現場な

どを訪問し、浪江の特産品の品質の高さや安全・安心を守る取組、

生産者の思いなどに触れていただき、国内外に広く発信いただきま

した。 
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   今後、同事業において浪江の農林水産物を活用した首都圏での会

食イベントやフェア、メディアと連携したプロモーション活動を予

定しており、風評払拭及び地域ブランドの確立に向けて、引き続き

取り組んでまいります。 

   次に、エフレイに関する取組についてご報告いたします。 

   ７月11日、Ｆ―ＲＥＩ座談会がいわき市で開催され、エフレイの

エネルギー分野に関する講演や、パネルディスカッションが行われ

ました。この分野は、水素社会実現とゼロカーボンシティ達成を目

指す町の取組と関係しますので、まちづくりの視点と合わせて、連

携して進めてまいります。 

   ７月28日、エフレイ主催の第４回新産業創出等研究開発協議会が

南相馬市で開催されました。エフレイより活動報告や施設整備状況

などの説明があり、その後、関係機関との意見交換が行われました。 

   今後も、エフレイが立地する当町の役割として、エフレイや関係

団体と共に効果的な広域連携の方策の検討を進めてまいります。 

   次に、浪江駅西側地区の公民連携まちづくりに関する取組につい

てご報告いたします。 

   ７月17日、會澤高圧コンクリート株式会社福島ＲＤＭセンターに

おいて、浪江駅西側地区共創会議の第１回コミュニティ部会を開催

しました。部会には、現地とオンライン合わせて61団体99名が参加

し、浪江駅西側地区でどのような事業が展開できるか、ディスカッ

ションなどを通して相互理解を深めました。 

   また、８月９日には、浪江駅西側地区において、「浪江駅西側地

区まちづくり美化フェス」が開催されました。 

   今後開発が予定される西側地区のことを考えるきっかけとして、

町民発意で実施された取組であり、地元行政区の住民、町やエフレ

イの職員など、約40名により美化活動が行われました。このような

取組は、町が進める共創のまちづくりの機運が高まってきている一

つの現れであると考えており、今後とも町民や民間企業などの様々

な方々と共創しながら、駅西側地区が魅力的な空間となるよう、共

創の取組を推進してまいります。 

   次に、社会福祉法人博文会、社会福祉法人浪江町社会福祉協議会

との包括連携協定の締結についてご報告いたします。 

   ９月３日、社会福祉法人博文会及び社会福祉法人浪江町社会福祉

協議会と地域活性化及び住民サービスの向上を図り、相互の連携を

強化するために、包括連携協定を締結いたしました。さらに、社会

福祉法人博文会から、町内への施設整備を最終目標としながら、幾

つかの事業提案を受けております。 
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   今後は、医療・福祉・介護において、三者が相互かつ連携を図り

ながら継続的に町民の皆様へ支援できるよう、各種事業の実施に取

り組んでまいります。 

   次に、教育行政関連についてご報告いたします。 

   ７月28日に、株式会社イオンファンタジーと「こどものえがお」

のための連携協定を締結いたしました。 

   協定に基づき、「こどものえがお」を中心とした、エデュケーシ

ョンとエンターテイメントの二つを掛け合わせたエデュテイメント

タウンを目指したまちづくりを実施し、浪江町こども計画における

子育て施策として、学習と遊びを融合させたイベントの創出や、既

存施設の活用、地域交流などの取組を進めてまいります。 

   ８月６日から８日にかけて、なみえ創成中学校の生徒を対象にグ

ローバル人材育成事業を実施し、全校生徒数の約７割となる16名が

参加いたしました。 

   東京都の体験型英語学習施設であるＴＯＫＹＯ ＧＬＯＢＡＬ 

ＧＡＴＥＷＥＹを会場に、空港や飛行機内、レストランでの英語で

の注文等、実際と同じような環境の中、英語でのコミュニケーショ

ンや多文化理解等について楽しみながら学習をしました。 

   参加した生徒からは、「様々なシチュエーションに合わせた体験

授業がとても面白かった。２日間の班行動で仲間との絆が深まった。

またＴＧＧに来たい。」などの意見があり、人材育成につながる良

い学びとなりました。 

   また、東京消防庁池袋防災館では、地震体験、煙体験、ＶＲ映像

を使った模擬防災体験等を通じて、防災に対する正しい知識を学ぶ

貴重な体験となりました。 

   次に、生涯学習関連についてご報告いたします。 

   ７月５日、双葉郡スポーツ交流大会が富岡町・楢葉町で開催され、

浪江町は、野球、バスケットボール、ソフトテニス、剣道、グラウ

ンドゴルフに参加し、各競技において、猛暑に負けない熱戦を繰り

広げ、交流を深めました。町内外から参集された選手の皆様に深く

感謝申し上げます。 

   ７月26日、ふれあい交流センターにおいて、25歳から45歳の独身

の方を対象とした婚活イベントを開催しました。「なみえの夏祭り

で出会おう。楽しもう。」をコンセプトに、夏祭りの受付や露店で

のお手伝いなどの体験を通して、出会いのきっかけをつかんでいた

だく内容となっており、参加された男女各７名の計14名の方々は、

同時開催の夏祭りを楽しみながら交流を深めておりました。 

   今後も、他自治体や民間企業との連携による多様な出会いの場の
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提供により、結婚支援や定住促進につながるよう取り組んでまいり

ます。 

   以上、６月定例会以降、現在までの取組についてご報告させてい

ただきました。 

   なお、今期定例会にご提案申し上げる案件は、決算の認定案件

３件、規約及び条例改正案件４件、契約の締結案件６件、損害賠償

額の決定及び和解案件２件、調停の申立て案件１件、令和７年度の

補正予算案件６件、諮問案件１件、同意案件１件、報告案件４件で

あります。 

   詳細につきましては、提案の都度ご説明申し上げますので、よろ

しくご審議、ご承認いただきますようお願い申し上げ、行政報告と

させていただきます。 

   令和７年９月９日。浪江町長、吉田栄光。 

   以上でございます。 

○議長（山本幸一郎君） 以上で行政報告は終わりました。 

───────────────────────────────── 

◎認定第１号から報告第８号の一括上程、説明 

○議長（山本幸一郎君） お諮りいたします。日程第５、認定第１号 

決算の認定についてから日程第32、報告第８号 一般社団法人まち

づくりなみえの経営状況報告についてまでを一括議題としたいと思

います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 異議なしと認めます。 

   よって、日程第５、認定第１号から日程第32、報告第８号までを

一括議題とします。 

   日程第５、認定第１号 決算の認定についてを議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 認定第１号 決算の認定についてご説明いた

します。 

   本案は、令和６年度浪江町一般会計をはじめ７つの特別会計の予

算執行結果を報告し、認定を求めるものです。 

   令和６年度も不安定な世界情勢に伴うエネルギー価格の高騰や建

築資材高騰などによる影響が依然として大きく、国・県等の財源を

最大限に活用しましたが、厳しい財政運営となりました。 

   このような状況でありましたが、町の復興の歩みを着実に進める

ため、主な取組として、さけふ化施設及び採捕施設建設工事や復興

海浜緑地（多目的広場）建築工事に着工しました。 
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   また、浪江小学校跡地に整備する産学官連携施設の基本設計及び

実施設計や、浪江にじいろこども園の増築に係る基本設計及び実施

設計を行ったほか、マイナンバーカードを利用し各種証明書をコン

ビニ等で取得できるよう各種整備を行いました。 

   さらに、浪江駅周辺を核とした中心市街地整備への取組として、

10月に起工式が行われ基盤整備が本格的に始まったほか、福島国際

研究教育機構（Ｆ－ＲＥＩ）の立地を踏まえたまちづくりへの取組

として、令和５年度に策定した浪江国際研究学園都市構想を踏まえ、

浪江駅西側地区の市街地拠点形成に向けた調査を実施いたしました。 

   これらの結果、一般会計における決算額は、歳入総額322億9,835

万3,000円、前年度比5.0％の増、歳出総額303億6,937万8,000円、

前年度比9.6％の増となり、引き続き大規模な決算となりました。 

   町の復興・再生には多くの課題が山積しておりますが、引き続き

自主財源の確保に努めつつ、復興財源を最大限に活用し、「夢と希

望があふれ 住んでいたいまち 住んでみたいまち」の実現に向け、

全力で取り組んでまいります。 

   決算に関連して、財政健全化判断比率である、実質赤字比率、連

結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の４指標につきま

しては、昨年度同様、全てにおいて早期健全化基準未満となりまし

た。 

   その他７つの特別会計においても、全て実質収支の黒字を確保い

たしております。 

   なお、決算の認定を求めるに当たり、監査委員の審査を受けまし

たので、その意見書及び関係書類を併せて提出しております。 

   詳細につきましては、それぞれ担当課長に説明させます。 

○議長（山本幸一郎君） 詳細説明は会計ごとに行います。 

   企画財政課長。 

○企画財政課長（吉田厚志君） それでは、令和６年度浪江町一般会計

歳入歳出決算についてご説明をいたします。 

   令和６年度主要な施策の成果によりご説明をさせていただきます。 

   まず、６ページをお開きください。 

   令和６年度の歳入決算額は322億9,835万3,000円、対前年度比

5.0％の増、歳出決算額は303億6,937万8,000円、対前年度比9.6％

の増となりました。これは、歳入においては、県支出金において畜

産施設整備事業に対する福島再生加速化交付金の交付があったこと

など、また、歳出においては、さけふ化施設及び採捕施設整備事業

の進捗に伴い事業費が増加したことなどにより、歳入歳出とも前年

度を上回る決算額となりました。 
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   歳入歳出差引額19億2,897万5,000円から翌年度へ繰り越すべき財

源10億9,030万8,000円を差し引いた実質収支は８億3,866万7,000円

の黒字、前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は7,653万2,000

円の黒字、これに財政調整基金への積立て及び取崩し、繰上償還金

などを加えた実質単年度収支は２億3,244万6,000円の赤字となって

おります。 

   続きまして、歳入の状況でございます。 

   ８ページ、第２表歳入の状況をご覧ください。 

   町税につきましては13億9,770万8,000円、構成比4.3％、対前年

度比3.4％の減となっております。 

   次に、地方交付税は71億9,252万1,000円、構成比22.3％、対前年

度比14.3％の減で、震災復興特別交付税において畜産施設整備事業

分が事業進捗により減となったことなどによるものでございます。 

   次に、国庫支出金は78億5,241万8,000円、構成比24.3％、対前年

度比26.3％の増で、駅前の一団地事業など基金型事業の進捗状況に

伴う交付金の増などによるものとなっております。 

   次に、県支出金は46億5,291万7,000円、構成比14.4％、対前年度

比219.9％の増で、畜産施設整備事業に対する福島再生加速化交付

金の増などによるものとなっております。 

   次に、繰入金は63億9,781万7,000円、構成比19.8％、対前年度比

39.1％の減で、畜産施設整備事業において事業進捗により繰入額が

減少したことなどによるものとなっております。 

   次に、諸収入は６億1,734万7,000円、構成比1.9％、対前年度比

46.3％の増で、文化財発掘調査受託事業収入の増などによるものと

なっております。 

   続きまして、９ページ、第３表財源の構成でございます。 

   まず、一般財源と特定財源の比較でございますが、町税や地方交

付税等の一般財源は124億6,829万8,000円、構成比38.6％、対前年

度比18.2％の減、国県支出金や基金繰入金等の特定財源は198億

3,005万5,000円、構成比61.4％、対前年度比27.8％の増となってお

ります。前年度と比較しますと、一般財源において地方交付税及び

繰入金が大きく減少しましたが、一方で特定財源において繰入金が

大きく減少しておりますが、国県支出金などが大きく増加しており、

全体としては5.0％の増となっております。 

   次に、自主財源と国県依存財源との比較でございますが、自主財

源は118億3,139万円、構成比36.5％、対前年度比15.6％の減、国県

依存財源は 204億 6,696万 3,000円、構成比 63.5％、対前年度比

22.2％の増となっております。自主財源、国県依存財源、それぞれ



- 17 - 

の構成比としては、自主財源36.5％、国県依存財源63.5％となって

おりますが、自主財源の大部分を占める繰入金のうち、浪江町帰

還・移住等環境整備交付金基金や浪江町復旧・復興基金など事業の

財源を積み立てる基金については、実質的には依存財源と考えられ、

これらの繰入金を依存財源に分類すると、自主財源が19.2％、依存

財源が80.8％の構成比となり、引き続き国・県に大きく依存した財

源構成となっております。 

   続きまして、10ページ、第４表町税の状況でございます。 

   町民税につきましては７億711万8,000円、対前年度比3.6％の減、

固定資産税は６億1,584万9,000円、対前年度比3.4％の減となって

おり、町税全体の決算額は13億9,770万8,000円、対前年度比3.4％

の減となっております。 

   続きまして、歳出の状況について、11ページ、第５表目的別歳出

の状況をご覧ください。 

   主なものを申し上げますと、総務費が110億5,752万2,000円、構

成比36.4％、対前年度比6.6％の増で、福島再生加速化交付金にお

ける基金型事業の進捗状況に伴い、基金への積立てが増加したこと

などが主な理由となっております。 

   次に、衛生費が30億4,945万1,000円、構成比10.1％、対前年度比

61.2％の増で、こちらは小野田取水場及び配水場建設工事などによ

る増となっております。 

   次に、農林水産業費は65億8,193万4,000円、構成比21.7％、対前

年度比38.0％の増で、さけふ化施設及び採捕施設整備事業などによ

る増となっております。 

   次に、土木費は31億 9,590万円、構成比10.5％、対前年度比

23.3％の増で、駅前一団地事業による増となっております。 

   次に、消防費は７億5,957万4,000円、構成比2.5％、対前年度比

56.3％の減で、防災交流センター整備事業の完了による減となって

おります。 

   続きまして、13ページ、第６表性質別歳出の状況（その１）をご

覧ください。 

   義務的経費につきましては28億84万1,000円、構成比9.2％、対前

年度比5.4％の増で、福島県人事委員会勧告に伴い給料や期末・勤

勉手当が増加したことにより、人件費が増加したことなどによるも

のとなっております。 

   次に、投資的経費は94億8,074万8,000円、構成比31.2％、対前年

度比10.9％の増で、さけふ化及び採捕施設の整備事業などの事業費

が増加したことによるものとなっております。 
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   次に、その他の経費は180億8,778万9,000円、構成比59.6％、対

前年度比9.6％の増で、小野田取水場及び配水場の建設工事の事業

費が増加したことや、南部衛生センター焼却施設更新工事に伴う双

葉地方広域市町村圏組合負担金の増加などによるものとなっており

ます。 

   続きまして、19ページ、第８－１表財政構造に係る指数等の状況

をご覧ください。 

   まず、財政構造の弾力性を判断する指標であります経常収支比率

は83.9％で、前年度より1.5ポイント減少しております。これは、

地方公務員の給与改定などに係る普通交付税の増などによるものと

なっております。 

   次に、財政力指数は0.41で、前年度より0.1ポイント減少してお

ります。 

   次に、財政調整基金現在高は33億2,684万7,000円で、前年度より

３億897万8,000円減少しております。 

   次に、翌年度財政負担額は18億9,307万円で、償還が進んだこと

などにより、前年と比較して１億3,263万6,000円減少しております。 

   次に、実質公債費比率は0.9％で、前年度より0.9ポイント減少し

ておりますが、こちらも地方債の償還が進んだことによるものでご

ざいます。 

   続きまして、17ページ、第８－２表健全化判断比率の状況でござ

います。 

   実質公債費比率については先ほどご説明したとおりですが、他の

健全化判断比率並びに公営企業資金不足比率につきましては、昨年

度同様、算出されておりません。 

   18ページをご覧ください。 

   第９表は地方債種別ごとの現在高一覧、そして、19ページ、こち

ら第10表は地方債の借入先別及び利率別現在高の状況となっており

ます。 

   続きまして、20ページをご覧ください。 

   第11表は双葉地方広域市町村圏組合負担金の状況ですが、令和

６年度決算額は10億9,295万 4,000円で、前年度と比較して４億

5,448万5,000円の増となっており、これにつきましては、南部衛生

センター焼却施設更新工事に伴います負担金の増などによるものと

なっております。 

   続きまして、22ページ、第12表基金の状況をご覧ください。 

   積立基金は、一般会計で17基金、特別会計で３基金、計20基金設

置しており、令和６年度末現在高は461億7,450万8,000円で、こち
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らは畜産施設整備事業の進捗などによりまして、浪江町復旧・復興

基金の取崩し額が減少したことなどによりまして、前年度に比べ25

億9,227万6,000円増加をしております。また、定額運用基金も２基

金設置しており、令和６年度末現在高は４億9,505万2,000円となっ

ております。 

   一般会計の決算についてのご説明は以上となります。ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 次に、令和６年度浪江町文化及びスポーツ振

興育成事業特別会計歳入歳出決算についてを議題とします。 

   生涯学習課長。 

○生涯学習課長（長岡秀樹君） それでは、令和６年度浪江町文化及び

スポーツ振興育成事業特別会計歳入歳出決算につきまして、主要な

施策の成果でご説明いたします。 

   112ページをお開きください。 

   令和６年度文化及びスポーツ振興育成事業特別会計決算額におき

ましては、歳入93万9,000円、歳出が50万5,000円となりました。 

   歳出としましては、負担金補助及び交付金30万円で、前年度と比

較して14万円の減、31.8％の減となったものでございます。積立金

が20万5,000円で、前年度と比較して13万9,987円の増、215.3％の

増となります。 

   113ページになります。 

   助成内容が記載されております。スポーツ事業で計16件の助成と

なっております。 

   説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 次に、令和６年度浪江町国民健康保険事業特

別会計歳入歳出決算についてを議題とします。 

   健康保険課長。 

○健康保険課長（松本幸夫君） 主要な施策の成果によりご説明いたし

ます。 

   114ページをお開きください。 

   初めに、令和６年度国民健康保険加入状況でございますが、まず

上の表は世帯数となっておりますが、令和６年度加入世帯につきま

しては3,063世帯、前年度比4.7％の減。下の表の加入者数につきま

しては加入者数4,903人、前年度比6.3％の減となっております。 

   次に、115ページをお開きください。 

   歳入歳出の状況でございますが、まず歳入でございますが、歳入

の主なものは、上から４つ目、県支出金28億1,190万1,380円、前年

度比11.2％の減、歳入合計は35億5,088万1,263円、前年度比6.4％
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の減となっております。 

   次に、歳出でございますが、歳出の主なものは、保険給付費が24

億9,335万6,082円で前年度比8.7％の減。なお、１人当たりの保険

給付費につきましては50万8,537円で、前年度と比較いたしますと

2.6％の減となっております。歳出合計は33億4,414万1,034円、前

年度比6.1％の減となっております。 

   なお、令和６年度につきましても、国保税及び医療費の一部負担

金につきましては、避難指示解除区域の上位所得世帯等を除きまし

て、国の財政支援により減免を実施したところでございます。 

   次に、116ページをお開きください。 

   医療費適正化事業でございますが、これはレセプト点検でござい

ます。事業費110万5,515円、査定の結果は、１点当たり10円として、

169万3,320円の医療費が適正化されております。 

   次に、医療給付等の状況でございますが、117ページをご覧くだ

さい。 

   医療給付の合計は一番下になりますが、24億8,225万641円、前年

度比8.4％の減となっております。 

   次に、118ページをお開きください。 

   高額療養費の状況につきましては、合計391万5,551円、前年度比

60.7％の減となっております。 

   次に、その他の保険給付費についてでございますが、出産育児諸

費につきましては、支給額が498万8,000円、これは９件分となって

おります。また、葬祭費につきましては、支給額が220万円となっ

ておりまして、こちらは44件分となっております。 

   次に、119ページをお開きください。 

   国民健康保険事業費納付金につきましては、総額で６億721万702

円となっておりまして、この納付金を納めることにより、保険給付

費等の対象経費の全額を県から保険給付費等交付金として交付され

るものでございます。 

   最後に、特定健康診査等事業につきましては、事業費2,973万

9,636円で、対象者は40歳から74歳までの4,277人、受診者数は

2,008人、受診率は46.9％となっております。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 次に、令和６年度浪江町国民健康保険直営診

療施設事業特別会計歳入歳出決算についてを議題とします。 

   浪江診療所事務長。 

○浪江診療所事務長（中野隆幸君） それでは、主要な施策の成果によ

りご説明させていただきます。 
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   120ページをお開きいただきたいと思います。 

   まず、浪江診療所につきましては、平成29年３月27日に開所いた

しまして、本田所長ほか県内外の非常勤医師５名、それから東北大

学病院整形外科の医師の協力の下で地域医療を提供しております。

１日当たりの受診者数は29人で、年々増加傾向にございます。患者

につきましては、高齢者の割合が多く、受診が困難で医師が必要と

認めた方を対象とし、訪問診療も行っております。また、エフレイ

や新たな産業などに携わる移住者などの受診者も増えてきており、

小児科、整形外科の専門科目の設置や地域医療機関との連携を図り

ながら、安定的な医療を提供しております。 

   次に、仮設津島診療所につきましては、平成29年３月24日から、

二本松市油井石倉団地敷地内に開所いたしまして、関根所長ほか浪

江町内で開業されていた医師２名及び県内外の非常勤医師３名の協

力の下で、町民に寄り添った医療を提供しております。１日当たり

の受診者数は17.4人で、年々減少傾向にございます。 

   次に、121ページをお開きいただきたいと思います。 

   令和６年度の決算の歳入につきましては合計３億3,847万4,630円、

対前年度比6.1％の減、歳出は合計３億1,185万9,068円、対前年度

比6.4％の減となっております。 

   次に、122ページをお開きいただきたいと思います。 

   仮設津島診療所の診療状況につきましては、外来、計、実人数が

671人、延べ人数4,082人、診療収入3,474万5,777円となっておりま

す。 

   次に、123ページをお開きください。 

   浪江診療所の診療状況につきましては、外来、計、実人数が

2,201人、延べ人数6,547人、診療収入3,258万1,228円となっており

ます。 

   説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 次に、令和６年度浪江町工業団地造成事業特

別会計歳入歳出決算についてを議題とします。 

   産業振興課長。 

○産業振興課長（蒲原文崇君） それでは、主要な施策の成果でご説明

申し上げます。 

   ５ページにお戻りいただいてご覧いただければと思います。 

   区分の事業会計３段目になります工業団地造成事業特別会計でご

ざいますが、歳入が603万9,000円、歳出が０円、歳入歳出差引残額

が603万9,000円となります。 

   説明は以上です。よろしくお願いいたします。 
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○議長（山本幸一郎君） 次に、令和６年度浪江町介護保険事業特別会

計歳入歳出決算についてを議題とします。 

   介護福祉課長。 

○介護福祉課長（木村順一君） 主要な施策の成果124ページをお開き

ください。 

   令和６年度介護保険事業特別会計決算歳入歳出の状況は、歳入総

額28億4,659万1,075円、歳出総額26億9,595万2,701円で、前年度と

比較して歳入が１億1,435万6,396円、3.9％の減、歳出が4,800万41

円、1.8％の減となっております。 

   介護保険料及び介護保険サービスの利用者負担については、上位

所得者層を除き免除となっており、特例補助金により諸支出金とし

て負担しております。 

   125ページをお開きください。 

   介護認定審査会、事業費1,351万4,234円、双葉地方広域市町村圏

組合介護認定審査会において、双葉郡８町村の審査判定業務を行っ

ております。令和６年度新規認定及び更新認定の審査会は77回開催

され、2,234件の審査判定を行い、そのうち浪江町分は466件となっ

ております。県外等の避難者については、原発避難者特例法により

避難先の市町村で認定業務を行っております。 

   次に、認定状況ですが、令和６年度末の要介護・要支援認定者数

は1,356名で、前年度と比較しまして12件の増となっております。 

   126ページをお開きください。 

   介護保険給付事業、事業費20億7,567万5,095円です。 

   被保険者の状況は、令和６年度の第１号被保険者は6,153名、前

年度と比較して59名の減となっております。 

   次に、サービス給付者の状況は、令和６年度の要介護・要支援サ

ービス給付者は1,182名、47名の減となっております。 

   127ページをお開きください。 

   介護サービス別保険給付の状況です。介護給付費合計は20億

7,567万5,095円で、前年度と比較して4,775万2,470円、2.2％の減

となっております。 

   128ページをお開きください。 

   地域支援事業で、事業費は１億446万265円です。総合事業受給者

の状況については、介護予防ケアマネジメント1,395名、109名の増、

訪問型サービス843名、80名の増、通所型サービス1,665名、20名の

増となっております。 

   一般介護予防事業と包括的支援事業・任意事業には、町と地域包

括支援センターが記載してあります各事業を実施しまして、高齢者
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の心身の健康の保持と生活の安定のため、地域包括ケアシステム体

制を確立し、適切な介護・医療サービスが提供されるよう、包括的

に支援をしております。 

   説明は以上です。よろしくお願いします。 

○議長（山本幸一郎君） 次に、令和６年度浪江町財産区管理事業特別

会計歳入歳出決算についてを議題とします。 

   総務課長。 

○総務課長（戸浪義勝君） それでは、主要な施策の成果により説明を

させていただきます。 

   ５ページにお戻りください。 

   下から３段目が本特別会計でございます。 

   歳入決算額224万6,000円については、全額繰越金です。 

   歳出決算額28万4,000円については、主に財産区管理会の報酬並

びに旅費等であります。 

   歳入歳出差引残高は196万2,000円です。 

   説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（山本幸一郎君） 次に、令和６年度浪江町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算についてを議題とします。 

   健康保険課長。 

○健康保険課長（松本幸夫君） 主要な施策の成果によりご説明いたし

ます。 

   129ページをお開きください。 

   後期高齢者医療特別会計につきましては、国民健康保険事業特別

会計と同様に、保険料及び医療費の窓口での一部負担金につきまし

ては、解除区域の上位所得層等を除き減免となっております。 

   歳入歳出の状況でございますが、歳入合計は１億1,673万5,970円、

前年度比6.3％の増となっております。歳入の主なものは、保険料、

繰入金及び繰越金でございます。 

   次に、歳出合計は9,733万8,161円、前年度比7.6％の増となって

おります。歳出の主なものは、後期高齢者医療制度の保険者である

福島県後期高齢者医療広域連合への納付金でございます。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第６、認定第２号 浪江町水道事業会計

決算の認定についてを議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 認定第２号 浪江町水道事業会計決算の認定

についてご説明いたします。 
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   本案は、令和６年度浪江町水道事業会計で、収益勘定では税抜き

で総収益22億2,710万8,000円、総費用12億3,585万5,000円となり、

当年度においては９億9,125万3,000円の利益となりました。 

   次に、資本勘定では、税込みで収入総額18億3,716万4,000円、支

出総額20億3,759万9,000円、２億43万5,000円の不足額が生じまし

たが、当年度損益勘定留保資金等により補塡したところです。 

   詳細については、住宅水道課長に説明させます。 

○議長（山本幸一郎君） 住宅水道課長。 

○住宅水道課長（金山信一君） 決算書によりご説明いたします。 

   14ページをご覧ください。 

   令和６年度水道事業報告書でございます。  

   １、概況の（１）総括事項、２段落目をご覧ください。 

   現在、東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故の影響によ

る人口減少、産業団地整備等の復興事業等により、水需要が大きく

変化する中、昭和49年の第１次拡張時に整備した施設等の集中的な

更新時期を迎え、適切に更新していく必要があります。こうした状

況を踏まえ、令和２年度から進めてきた小野田取水場建設工事及び

小野田配水場建設工事、小野田送水管布設替工事が令和７年３月末

で完了しました。 

   持続可能な水道事業を目指し、令和５年度から６年度にかけて策

定に取り組んでいたアセットマネジメント計画が完成しました。そ

の策定作業における過年度資産の確認の際に誤謬を発見したため、

令和６年度において減価償却や長期前受金の修正を行いました。今

後は、本計画に基づく維持管理と設備更新を適切に実施し、安定的

な水道事業経営に取り組んでまいります。 

   主な３つの取組についてご報告いたします。 

   ①安定給水については、放射性物質24時間モニタリング検査、福

島県による水道水放射性物質モニタリング検査、水道法に基づく水

資検査、ＰＦＡＳ等の全項目において基準値内となっております。

安全でおいしい、高品質な水道水を実感していただくため、町内外

で開催されるイベントに参加し、ナミエウォーターの販売促進とイ

メージアップ活動を行いました。 

   ②人材育成については、施設の耐震化や管路の更新を着実に進め

るとともに、日常の施設管理を適切に行い、施設の長寿命化を図る

ため、専門分野に携わる技術職員の確保と、公営企業会計の適切な

事務処理に必要な研修、外部支援体制との連携強化に努めておりま

す。 

   ③財政基盤については、前年度に比べ町内で民間アパートの建
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設・入居が進み、給水量が増えたことから営業収益も増加しており

ますが、福島第一原子力発電所事故の影響によって、震災前の料金

収入から大幅な減収となっており、国県補助金の活用や経費削減に

向けた経営努力を行うとともに、施設の統廃合に向けた企業債の適

切な発行により安定的な財政運営に努めました。 

   また、福島第一原子力発電所の事故に伴う令和５年度給水収益の

減収分２億2,129万8,656円について、東京電力ホールディングス株

式会社と合意し、令和６年度の水道事業の収入としております。 

   次のページをご覧ください。 

   （ア）給水状況については、事業再開等により、給水件数は

2,562件で、前年度より115件の増加、有収水量は36万7,969立方メ

ートル、前年度に比べ１万2,417立方メートル増加しました。 

   （イ）施設整備事業については、安全・安心な水道水を供給する

ことを目指し、復興事業、老朽管更新、耐震化事業を計画どおり実

施していますが、これまで以上に効率的・効果的に水道整備事業を

推進するとともに、将来の水需要に応えるため、令和５年度から管

網モデルに基づく基幹管路更新工事を実施しております。 

   16ページ、（エ）財政状況をご覧ください。 

   収益的収支です。収益的収支とは、１事業年度における企業の営

業活動に伴い発生する収入と支出をいいます。税抜きで収入は、営

業収入が１億1,785万5,507円、前年度から1,488万4,599円増加しま

した。営業外収益は３億8,268万601円、前年度から2,265万468円の

減少となりました。 

   支出は、営業費用４億7,242万9,195円、１億6,295万8,515円の増

加、営業外費用2,053万4,125円、388万7,992円の増加となりました。 

   なお、長期前受金の修正により特別利益は17億2,657万2,683円、

減価償却の修正による特別損失は７億4,289万2,227円となり、当年

度純利益は９億9,125万3,244円となりました。 

   次に、資本的収支です。資本的収支とは、将来の営業活動を行う

ための町施設の建設・更新をするための費用、企業債の元金償還な

どの支出とその財源となる収入となります。税込みで収入総額18億

3,716万4,000円、支出総額20億3,759万9,132円で、差引き２億43万

5,132円の不足が生じましたが、その全額を損益勘定留保資金等で

補塡したところでございます。 

   次に、６ページの損益計算書をお開きください。 

   ７ページ、下から４行目、当年度純利益をご覧ください。 

   当年度は、収益から費用を差し引いた結果、９億9,125万3,244円

の利益となりました。 
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   次に、８ページの下段にあります、剰余金処分計算書（案）をご

覧ください。 

   一番右の列、未処分利益剰余金の当年度末残高９億9,125万3,244

円につきましては、資本金の組入れ１億236万6,203円、減債積立金

に２億3,888万7,041円、建設改良積立金に４億2,000万円、利益積

立金に２億3,000万円を積み立てるものです。 

   次に、10ページ、貸借対照表をお開きください。 

   令和７年３月31日時点における資産の状況及び負債、資本の状況

を記載しておりますので、後ほどご確認ください。 

   続きまして、22ページをお開きください。 

   ４、会計、（１）重要契約の要旨には、契約額が2,000万円以上

の契約について記載しております。 

   続きまして、（２）企業債及び一時借入金の概況につきましては、

企業債について記載しております。 

   一番下の計をご覧ください。 

   前年度末残高11億2,474万8,540円、本年度借入額５億円、本年度

償還額4,051万966円、本年度末残高15億8,423万7,574円です。 

   参考資料といたしまして、25ページに水道事業会計キャッシュフ

ロー計算書、26から28ページに収益費用明細書、29ページに資本的

収支明細書、30、31ページに固定資産明細書、32、33ページに企業

債明細書がございますので、後ほどご確認ください。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第７、認定第３号 浪江町公共下水道事

業会計決算の認定についてを議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 認定第３号 浪江町公共下水道事業会計決算

の認定についてご説明いたします。 

   本案は、公営企業会計の適用後初となる浪江町公共下水道事業会

計決算です。 

   令和６年度の収益勘定では、税抜きで総収益４億4,785万6,000円、

総費用４億3,740万8,000円となり、当年度においては1,044万8,000

円の利益となりました。 

   次に、資本勘定では、税込みで収入総額１億2,481万2,000円、支

出総額２億4,000万8,000円、１億1,519万6,000円の不足額が生じま

したが、当年度損益勘定留保資金等により補塡したところです。 

   詳細については、住宅水道課長に説明させます。 

○議長（山本幸一郎君） 住宅水道課長。 
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○住宅水道課長（金山信一君） 決算書によりご説明いたします。 

   14ページをご覧ください。 

   令和６年度公共下水道事業報告書でございます。 

   １、概況の（１）総括事項、下水道事業は、町内の公衆衛生の向

上、公共用水域の水質保全、雨水等からの浸水を防除することを大

きな目的とし、ライフラインとしての機能向上を図るため、事業を

実施してきました。 

   また、令和６年度から農業集落排水区域だった高瀬処理区を下水

道処理区に統合し、より効率的に汚水処理を行うことができるよう

になっております。 

   あわせて、令和６年４月１日から地方公営企業法を適用し、発生

主義に基づく複式簿記での経理を行い、財務諸表等を作成すること

で、財政状況や経営状況を的確に把握することができるようになっ

ております。 

   令和６年度は、下水道事業の計画的な点検、修繕、更新を実施し

ていくため、浪江町公共下水道ストックマネジメント計画方針を改

定しました。全国的に老朽化した下水道による事故が増加しており

ますが、事故の未然防止のため、適切な維持管理、修繕、更新に努

めてまいります。 

   令和６年度の主な２つの取組についてご報告します。 

   ①人材育成については、施設の設備等の老朽化に伴い、多額の更

新費用を要することから、施設整備等の更新を着実に進めるととも

に、日常の施設管理を適切に行い、施設の長寿命化を図るため、専

門分野に携わる技術職員の確保と公営企業会計の適切な事務処理に

必要な研修、アドバイザリー業務の活用等の外部支援体制の強化に

努めております。 

   ②財政基盤については、排水区域内の民間アパート等の建設が増

えたことにより、下水道事業収益が増加しておりますが、福島第一

原子力発電所の事故の影響によって震災前の下水道使用料収益には

達していないため、国県補助金の活用や経費削減等の経営努力を行

い、安定的な財政運営に努めました。 

   また、福島第一原子力発電所の事故に伴う令和５年度下水道使用

料収益の減収分6,511万613円について、東京電力ホールディングス

株式会社と合意し、令和６年度の下水道事業の収入としております。 

   （ア）排水状況については、アパート等の入居等により排水件数

は1,741件で、前年度より121件増加しました。有収水量は23万

8,582立方メートルと、前年度と比べ１万3,003立方メートル増加し

ました。 
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   （イ）３町共同発注については、汚水処理施設の維持管理を浪江

町・富岡町・双葉町の３町共同で、令和６年度から８年度の３年間

の長期契約を行っております。施設の維持管理のほか、緊急時対応、

水質管理等を民間業者へ委託し、効率的な維持管理を行っておりま

す。また、これまで町が行っていた小修繕等も包括民間委託とする

ことで、安定的な事業運営とコストの削減をしております。 

   （ウ）令和７年３月31日時点の施設の現況については、旧農業集

落排水区域の統合により、処理場は浪江浄化センター１か所となっ

ております。 

   （エ）財政状況については、収益的収支は、税抜きで総収益４億

4,785万6,736円、総費用４億3,740万8,053円で、差引き当年度純利

益は1,044万8,683円となりました。 

   資本的収支は、税込みで収入は１億2,481万2,400円、支出は２億

4,000万7,858円で、差引き１億1,519万5,458円の不足が生じました

が、その全額を損益勘定留保資金等で補塡したところでございます。 

   次に、６ページ、損益計算書をお開きください。 

   ７ページ、下から４行目、当年度純利益をご覧ください。 

   当年度は、収益から費用を差し引いた結果、1,044万8,683円の利

益となりました。 

   次に、８ページの下段にあります剰余金処分計算書（案）をご覧

ください。 

   一番右の列、未処分利益剰余金の当年度末残高1,044万8,683円に

つきましては、そのまま翌年度に繰り越すものです。 

   次に、10ページ、貸借対照表をお開きください。 

   資産の状況及び負債、資本の状況を記載しておりますので、後ほ

どご確認ください。 

   続いて、21ページをお開きください。 

   ４、会計、（１）重要事項の要旨には、契約額が1,000万円以上

の契約について記載しております。 

   続きまして、（２）企業債及び一時借入金の概況には、企業債に

ついて記載しております。 

   一番下の計をご覧ください。 

   前年度末残高12億2,558万5,738円、本年度借入額480万円、本年

度償還額１億7,569万8,558円、本年度末残高10億5,468万7,180円で

す。 

   参考資料といたしまして、25ページに下水道事業会計キャッシュ

フロー計算書、26から28ページに収益費用明細書、29ページに資本

的収支明細書、30、31ページに固定資産明細書、32から35ページに
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企業債明細書がございますので、後ほどご確認ください。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） ここで、10時30分まで休議といたします。 

（午前１０時１３分） 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） 再開します。 

（午前１０時３０分） 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） ここで、浪江町から決算審査等の結果に関す

る意見をお願いします。 

   代表監査委員。 

○代表監査委員（宮口勝美君） では、意見書を申し上げます。 

   ７浪監第８号、令和７年８月12日、浪江町長吉田栄光様。 

   浪江町監査委員宮口勝美、同紺野豊。 

   令和６年度浪江町歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書並び

に健全化判断比率審査意見書について。 

   地方自治法第233条第２項の規定により、令和６年度浪江町歳入

歳出決算、証書類、その他政令で定める書類、同法第241条第５項

の規定により、令和６年度基金運用状況、地方公共団体の財政の健

全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和６年度健全化判

断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査

をしたので、その結果について次のとおり意見を提出します。 

   令和６年度浪江町歳入歳出決算審査意見書。 

   １、審査の対象。浪江町一般会計歳入歳出決算書、浪江町文化及

びスポーツ振興育成事業特別会計歳入歳出決算書、浪江町国民健康

保険事業特別会計歳入歳出決算書、浪江町国民健康保険直営診療施

設事業特別会計歳入歳出決算書、浪江町工業団地造成事業特別会計

歳入歳出決算書、浪江町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書、浪

江町財産区管理事業特別会計歳入歳出決算書、浪江町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算書。 

   附属書類。浪江町各会計歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に

関する調書、財産に関する調書。 

   ２、審査の期間。令和７年７月11日から令和７年７月25日まで。 

   ３、審査の方法。審査に付された決算書等に基づき、各課により

整理された関係書類の提出を求めるとともに、必要に応じて関係職

員の説明を聴取し、例月出納検査結果を参考としながら計数の確認

照合を行い、かつ、予算の執行状況について審査を行った。 
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   ４、審査の結果。一般会計及び特別会計の審査に付された決算書

等は、関係法令等に準拠して作成され、掲げられている計数は関係

書類といずれも符合し、正確なことが認められた。 

   次に、決算から見た予算執行の状況について、以下、各会計ごと

にその意見を記述するとする。 

   総括、１、財政収支の状況。一般会計と特別会計を合わせた決算

額は、歳入総額391億6,026万1,000円、前年度比101％、歳出総額

368億1,946万円、前年度比106％で、形式収支は23億4,080万1,000

円の黒字決算となった。 

   各会計の形式収支は、一般会計では19億2,897万5,000円、特別会

計である文化及びスポーツ振興育成事業会計ほか６会計の合計は

４億1,182万6,000円となり、各会計とも黒字決算となった。 

   また、一般会計では、形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源を

差し引いた実質収支８億3,866万7,000円から前年度実質収支を差し

引いた額に、黒字要素である財政調整基金積立金を加えて積立金取

崩額を差し引いた実質単年度収支は、２億3,244万7,000円の赤字決

算となった。 

   一方、特別会計全体では、実質収支４億1,182万6,000円から前年

度実質収支を差し引いた単年度収支は４億9,536万3,000円の赤字と

なった。その内訳は次表のとおりでございます。 

   次に、一般会計について申し上げます。 

   １、総括、予算決算の概要。 

   最終予算現額は、当初予算額318億2,600万円から補正予算額17億

75万5,000円を減額し、前年度からの継続費及び繰越事業費、繰越

財源充当額39億7,643万4,000円を合わせ、341億167万9,000円とな

った。 

   決算収支は、歳入歳出差引額が19億1,897万5,000円となったが、

翌年度へ繰り越すべき財源10億9,030万8,000円を差し引いた実質収

支額は８億3,866万7,000円となった。 

   ２、次に、財政構造を分析した指標は、次表のとおりとなってい

ます。 

   経常収支比率83.9％、1.5％の減、財政力指数が0.41、前年度比

0.01％の減、実質収支比率15.9％、1.3％の増、実質公債費比率

0.9％、0.9％の減となっています。 

   財政構造に関する指数等の状況を見ると、財政構造の弾力性を示

す指標である経常収支比率は1.5ポイントの減となりました。震災

以降、町税等の経常一般財源が確保できない状況が続き、数値は依

然として高い推移となっています。 
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   実質公債比率については、前年度より0.9ポイント減少しました。

今年度も地方債の発行許可の基準である18.0％を下回っており、健

全な傾向であります。これは震災に伴い発生した特殊な状況による

ものであることを再認識し、今後は町税を中心とした自主財源がま

すます減少していくことが想定されるため、町財政運営が停滞する

ことのないよう、将来を見据えた具体的な計画を立て、健全な状況

を保たれたい。 

   歳入について、１、一般会計の歳入決算額は322億9,835万3,854

円であり、前年度決算額に比較して15億3,685万8,032円、5.0％増

加しています。主なものは、国庫支出金、地方交付税、繰入金、県

支出金、繰越金、町税、諸収入、地方消費税交付金などがあります。 

   調定額に対する収入率は97.6％で、昨年度と同率となりました。 

   ３、収入未済額は７億8,725万1,547円で、前年度収入未済額７億

4,170万2,045円と比較して4,554万9,502円、6.1％増加をしており

ます。収入未済額の主な理由として、翌年度繰越事業の特定財源が

未収入のほか、町税及び災害援護資金回収金、保育料助成金返還金

の未回収によるものがありました。 

   不納欠損額は21万2,224円で、前年度不能欠損額90万6,864円に比

較して69万4,640円、76.6％減少しています。不能欠損額の内訳は、

町税で19万2,624円、使用料及び手数料で１万9,600円となっていま

す。 

   なお、各款ごとの内容については、資料を確認お願いしたいと思

います。 

   次に、歳出について申し上げます。 

   一般会計の歳出決算額は303億6,937万8,920円であり、前年度決

算額に比較して26億5,206万1,623円、9.6％増加しています。増加

率の高いもの、主なものは、労働費、衛生費、農林水産業費であり

ます。一方、減少率の高い主なものは、災害復旧費、消防費、教育

費などでありました。目的別歳出決算額の構成比で高いものは、総

務費、農林水産業費、土木費、衛生費などでありました。 

   今年度決算における翌年度繰越額は28億1,536万6,000円となって

います。これは、各事業が継続、繰越明許事業として翌年度へ繰越

しとなったことによるものであります。 

   継続事業の主なものは畜産施設建設工事で、繰越明許事業の主な

ものは一団地整備事業となっています。 

   次に、不用額は９億1,693万4,080円で、予算現額に対する割合は

2.7％と、前年度を0.5％上回りました。 

   なお、予算執行率は89.1％と、前年度を3.6ポイント上回ってい
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ます。 

   以上が歳出の概況でありますが、各款別の内容については資料を

ご参考いただきたいと思います。 

   次に、特別会計について申し上げます。 

   こちらは、先ほど申し上げましたとおり、浪江町文化及びスポー

ツ振興育成事業特別会計ほか６会計の内容についてであります。主

なものについて申し上げます。 

   国民健康保険事業特別会計につきましては、国民健康保険税の収

入済額が5,288万1,850円となり、前年度より1,610万8,681円増加し

ました。令和６年度においても、国の財政支援により、原発事故に

伴う国保税及び医療費の一部負担金の免除措置は、平成28年度に避

難指示が解除された区域の上位所得者世帯以外は継続となっていま

す。 

   収入未済額は783万49円で、前年度より27万3,860円減少しました。

滞納繰越分も含めた国保税全体の収納率は87.0％と、前年度より

5.2ポイント上回っています。 

   今後も、税負担の公平性と財源確保、納税の義務の観点から、不

能欠損額を最小限にとどめるよう、より効果的な収納業務を調査研

究し、滞納の原因を十分に把握した上で滞納整理を進めるとともに、

収入未済額についても発生の防止に努め、早期に対応策を講じ、徴

収不能とならないよう、さらなる向上を図られたい。 

   なお、当会計においては、前年度歳計剰余金が２億3,316万7,528

円収入されています。来るべき減免措置の終了を待たず、負担軽減

措置の検討も進めていただきたいと思います。 

   あと、飛びまして、浪江町介護保険事業特別会計について申し上

げます。 

   令和６年度においても国の財政支援により、原発事故に伴う介護

保険料と介護保険サービスの利用者負担の減免、免除措置は、平成

28年度に避難指示解除された区域の上位所得者等以外は継続となっ

ています。 

   当会計においては、前年度会計剰余金２億1,619万4,729円が収入

されました。こちらも来るべき減免措置の終了を待たずに負担軽減

措置の検討も進めていただきたいと思います。 

   後期高齢者医療特別会計についても、こちらも減免措置が継続さ

れておりますけれども、収入未済額が123万3,800円出ております。 

   次に、財産に関する調書でありますが、こちらも一覧表に記載を

しております各会計ごとに今年度の異動についても記載をしており

ますので、ご確認をいただきたいと思います。 
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   基金運用状況の審査意見書については、審査対象が財政調整基金

以下21の基金について審査を行いました。こちらも一般会計特別会

計審査と同様に、かつ、同様な方法で、同時に、かつ、同様な方法

で実施をいたしました。 

   検査の結果は、基金運用状況報告書に掲げられている計数は、関

係帳簿といずれも符合し、誤りのないことを確認しております。 

   なお、こちらの基金残高の確認については、５月30日現在の現在

額で通帳と合わせておりますので、ご確認いただきたいと思います。 

   次に、令和６年度健全化判断比率等審査意見書について申し上げ

ます。 

   審査の概要、この審査は町長から提出された健全化判断比率及び

その算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されている

かどうかを主眼として実施をいたしました。 

   審査の結果、１、総合意見、審査に付された健全化判断比率及び

その算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成

されているものと認められました。 

   ２、個別意見、実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率

については、数字が生じませんでした。実質公債費比率については、

令和６年度の実質公債費比率は0.9％となっており、長期健全化基

準の25％と比較すると、これを下回っております。是正、改善を要

する事項については、特別指摘する事項はございません。 

   次に、公営企業会計について申し上げます。 

   ７浪監第９号 令和７年８月12日、浪江町長吉田栄光様。 

   浪江町監査委員宮口勝美、同紺野豊。 

   令和６年度浪江町公営企業会計決算審査意見書及び資金不足比率

審査意見書について。 

   地方公営企業法第30条第２項の規定により、令和６年度浪江町公

営企業会計決算、証書類、事業報告書及び政令で定めるその他の書

類、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定

により、令和６年度資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を

記載した書類について審査したので、その結果について次のとおり

意見を提出します。 

   令和６年度浪江町公営企業会計決算審査意見書。 

   １、審査の対象。浪江町水道事業会計決算書、浪江町公共下水道

事業会計決算書。 

   附属書類。浪江町水道事業報告書、浪江町水道事業会計決算参考

書、浪江町公共下水道事業報告書、浪江町公共下水道事業会計決算

参考書。 
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   ２、審査の期間。令和７年７月25日。 

   審査の方法。審査に付された決算書等に基づき、住宅水道課によ

り整理された関係帳簿と例月出納検査の結果を照合調査するととも

に、細部については関係職員の説明を聴取しながら各計数が正確で

あるか等について審査を実施した。 

   ４、審査の結果。審査に付された決算書等は、関係法令等に準拠

して作成され、掲げられている計数は関係帳簿といずれも符合し、

正確なことが認められた。 

   なお、各事業会計の内容については、次のとおりであります。 

   水道事業会計。 

   事業の概要については、給水状況について、給水件数は2,562件

で、昨年度より115件増加しています。年間排水量は98万8,454立方

メートルで、前年度より２万366立方メートル増加しました。また、

有収水量は36万7,969立方メートルと、前年度に比べ１万2,417立方

メートル増加しました。 

   水質の安全・安心については、放射性物質24時間モニタリング検

査及び福島県による水道水放射性物質モニタリング検査、水道法に

基づく水質検査において、いずれの項目も基準値以内となっていま

す。 

   また、安全でおいしい高品質な水道水を実感していただくために、

町内外で開催されるイベントに参加し、NAMIE WATERの販売促進と

イメージアップの活動を行いました。 

   イ、施設整備事業。急増する復興事業及び老朽管更新、耐震化事

業を計画どおり実施していますが、これまで以上に効率的、効果的

に水道整備事業を推進し、将来の水需要に応えるため、令和５年度

から管網モデルに基づく基幹管路更新工事を実施しています。 

   ウ、収納状況。本年度の給水収益は8,586万890円で、収納率は

97.78％となりました。 

   次に、予算の執行状況でありますが、今年度は営業外収益、それ

から特別利益、特別損失といった項目が大きな構成比を占めており

ます。これは令和５年度から策定されて作成に取り組んできたアセ

ットマネジメント計画が令和６年度に完成したでありますが、その

際に、過年度試算の誤謬を発見したため、令和６年度において減価

償却及び長期前受金の修正を行ったために出たものであります。 

   次に、公共下水道事業会計について報告します。 

   事業の概要。 

   ア、排水状況であります。令和６年度末の排水件数は1,741件で、

昨年度より121件増加しました。年間処理水量は39万3,950立方メー
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トルで、前年度より１万2,483立方メートル増加しました。また、

有収水量は23万8,582立方メートルと、前年度に比べ１万3,003立方

メートル増加しました。 

   イ、３町共同発注。汚水処理施設の維持管理については、当町を

含む近隣の３町、浪江町、富岡町、双葉町で共同発注し、令和６年

度から８年度の３年間で長期にわたる契約を行いました。施設の維

持管理のほか緊急時の対応、施設管理等を民間業者に委託し、効率

的な維持管理を行っております。なおかつ、民間委託とすることで、

これまで町が行っていた修繕等も業務委託し、安定的な事業運営と

コストの削減につながっています。 

   収納状況は、今年度の下水道の使用料は5,541万7,100円で、収納

率は97.36％となっております。 

   令和６年度浪江町公営企業会計基金不足比率審査意見書、水道事

業会計、公共下水道事業会計について。 

   審査の概要は、この審査は、町長から提出された資金不足比率及

びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されてい

るかどうかを主眼に実施をしました。 

   ２、審査の結果。総合意見、水道事業会計、公共下水道事業会計

ともに、審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認めら

れました。 

   個別意見としては、資金不足比率については、水道事業会計、公

共下水道事業会計ともに令和６年度の資金不足比率は生じませんで

した。したがって、特に指摘する事項はありません。 

   むすび。 

   町の財政状況は、健全化判断比率及び公営企業会計における資金

不足比率がいずれの数値も国が定める長期健全化基準、または経営

健全化基準を下回り、収支均衡の取れた財政運営が図られているも

のと評価しますが、依然として震災による特殊な状況が続いていま

す。 

   決算状況を見ると、一般会計と特別会計を合わせた決算額は、前

年度に比べ歳入が1.0％の増加、歳出が5.8％の増加となり、復興関

連事業が本格化した状況が続いています。執行率は89.9％で、実質

収支は黒字決算でありました。 

   歳入では、国庫支出金、地方交付金、交付税、繰入金、県支出金

の合計が全体の８割以上を占め、依然として実質的な自主財源の確

保が厳しく、震災復興に関連する震災復興特別交付税や国庫補助金

等への依存が高い状況にあります。 
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   歳出では、町内の生活環境の充実や帰還促進のための事業、産業

の再生や雇用の場の創出に向けた事業、町民の安全・安心の確保に

努めるとともに、町民同士のつながりの維持や再生、震災の経験を

後世に残すための事業が展開されました。 

   今回の決算審査では、おおむね適正に処理されていると認められ

ましたが、以下、何点か意見としてまとめましたので申し上げます。 

   １、歳入について。 

   雑入の歳入未済額は保育料助成金の返還金の未納が350万円弱、

農業担い手確保補助金返還金で10万円弱などが主なものでありまし

た。辛抱強く回収に努めていただきたいと思います。 

   ２、歳出について。 

   予算の流用は５件ほどありましたが、そのうち３件は自動車重量

税に係るもので、予算要求の段階で確認しておくべき事項であり、

対応を検討していただきたいと思います。 

   介護保険特別会計では、利用者負担軽減支援事業費において、

３月補正で減額した後に予備費を充当して支払いをするという事象

がありました。通常では考えられないことでありますが、担当者の

異動により慣れていなかったこともあり起こった事象であったとい

う説明でありました。これに限らず、全課において担当者任せにせ

ず、しっかりと伝票のチェックをし、過ちをなくすよう努めていた

だきたいと思います。 

   また、出納閉鎖期間内に支払いができず過年度支出となった案件

が１件発生しました。完全なケアレスミスと思われますが、相手が

あることであり、迷惑甚だしい内容であります。二度と起こさない

よう注意を喚起しておきます。 

   ３、財産に関することについて。 

   財産台帳については、年度内の土地、建物の増減が各課ごとに分

かりやすくなり、非常に見やすくなりました。 

   ４、随意契約入札について。 

   随意契約台帳に記入漏れが多く、監査当日、差替えが多数ありま

した。監査委員へ提出する前にしっかりとチェックした上で提出を

お願いしたいと思います。 

   入札台帳では、計画策定業務委託、庁舎測量設計業務委託等で落

札率が５割を切るような案件が見られました。適切な入札の結果と

はいうものの、多少の違和感を感じる内容でありました。 

   随意契約に関しましては、特に契約変更の理由と時期、契約金額

に注目をしました。議会の議決を必要としない委託契約において、

工期の完了間際に契約額の増額が行われる事例が数件見られました。
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内容的に見て、契約変更せずに事業を遂行し、精算的に契約変更し

ているような印象を持ってしまいます。もう少し余裕をもって契約

変更を行うよう心がけていただきたいと思いますし、事業発注に際

して適切な仕様数量、これをきちっと提示するように努めていただ

きたいと思います。 

   以上です。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第８、議案第60号 双葉地方広域市町村

圏組合規約の一部改正についてを議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 議案第60号 双葉地方広域市町村圏組合規約

の一部改正についてご説明いたします。 

   本案は、東日本大震災並びに原子力発電所事故に伴い、災害弔慰

金支給の審査会を双葉地方町村会に設置し認定業務を行っておりま

すが、審査件数の減少と近年の地震や豪雨による自然災害が多発し

ていることも踏まえ、災害弔慰金審査会の設置及び運営に関するこ

とを共同事務に追加するため、規約の変更をするものでございます。 

   ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第９、議案第61号 浪江町帰還・移住等

環境整備交付金基金条例の一部改正についてを議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 議案第61号 浪江町帰還・移住等環境整備交

付金基金条例の一部改正についてご説明いたします。 

   本案は、第２期復興・創生期間以降における東日本大震災からの

復興の基本方針の変更に伴い、所要の改正を行うものです。 

   詳細については、企画財政課長に説明させます。 

○議長（山本幸一郎君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（吉田厚志君） それでは、議案第61号を資料によりご

説明をいたします。 

   議案集の８ページをご覧ください。 

   １、改正の趣旨。第２期復興・創生期間以降における東日本大震

災からの復興の基本方針の変更に伴い、第２期復興・創生期間の次

の５年間である令和８年度から令和12年度までを第３期復興・創生

期間として位置づけられたことにより、条例の施行期限を延長する

ため所要の改正を行うものでございます。 

   ２、改正の内容。条例の施行期限を令和８月３月31日から令和13

年３月31日まで５年間延長するものでございます。 
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   ３、施行期日。この条例は公布の日から施行する。 

   説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第10、議案第62号 浪江町税特別措置条

例の一部改正についてを議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 議案第62号 浪江町税特別措置条例の一部改

正についてご説明いたします。 

   本案は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強

化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令等が改正され

たことに伴い、浪江町税特別措置条例の一部改正を行うものです。 

   詳細については、住民課長に説明させます。 

○議長（山本幸一郎君） 住民課長。 

○住民課長（柴野一志君） それでは、議案第62号資料によりご説明い

たします。 

   11ページをご覧ください。 

   ２、主な改正の内容でございます。 

   第４条の２、地域経済牽引事業促進区域における課税免除におい

て、課税免除の対象となる固定資産の取得期間について、令和７年

３月31日までであるものを令和10年３月31日までに延長するもので

ございます。 

   次に、第５条、原子力発電施設等立地地域における不均一課税に

おいて、不均一課税の対象となる固定資産の取得期間について、令

和７年３月31日までであるものを令和９年３月31日までに延長する

ものでございます。 

   次に、下の表には制度概要といたしまして、それぞれの区域、対

象事業、制度適用後の固定資産税等を記載しておりますので、後ほ

どご確認いただければと思います。 

   ３、施行期日でございますが、この条例は公布の日から施行し、

改正後の浪江町税特別措置条例の規定は令和７年４月１日から適用

するとしたものでございます。 

   説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第11、議案第63号 浪江町特定復興産業

集積区域における町税の課税免除に関する条例の一部改正について

を議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 
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○副町長（山本邦一君） 議案第63号 浪江町特定復興産業集積区域に

おける町税の課税免除に関する条例の一部改正についてご説明いた

します。 

   本案は、特定復興産業集積区域における町税の課税免除の適用期

限を延長するため、所要の改正を行うものです。 

   詳細については、住民課長に説明させます。 

○議長（山本幸一郎君） 住民課長。 

○住民課長（柴野一志君） 議案第63号資料によりご説明いたします。 

   15ページをご覧ください。 

   ２、改正の内容でございます。 

   第２条、課税免除において、課税免除の対象となる固定資産の取

得期間について、令和７年３月31日までであるものを令和８年３月

31日までに延長するものでございます。 

   下に表を記載しております。 

   制度概要といたしまして、区域、対象事業、制度適用後の固定資

産税等の状況を記載しておりますので、そちらも後ほどご確認いた

だければと思います。 

   次に、３、施行期日でございますが、この条例は公布の日から施

行し、改正後の浪江町特定復興産業集積区域における町税の課税免

除に関する条例の規定は、令和７年４月１日から適用するとしたも

のでございます。 

   説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第12、議案第64号 工事請負契約の締結

について（産学官連携施設建築工事）を議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 議案第64号 工事請負契約の締結についてご

説明いたします。 

   本案は、産学官連携施設建築工事について、地方自治法第234条

第１項の規定による指名競争入札により落札者となった東北工業建

設株式会社代表取締役、戸川聡と契約を締結するに当たり、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条

の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

   詳細については、産業振興課長に説明させます。 

○議長（山本幸一郎君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（蒲原文崇君） それでは、議案書によりご説明いたし

ます。 

   17ページをお開きください。 
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   １、契約の目的、産学官連携施設建築工事。 

   ２、施工箇所、浪江町大字権現堂字北深町地内。 

   ３、契約の方法、指名競争入札。 

   ４、契約金額、18億7,000万円。うち、取引に係る消費税及び地

方消費税の額１億7,000万円。 

   ５、契約の相手方、福島県双葉郡浪江町大字藤橋字原59番地１、

東北工業建設株式会社代表取締役、戸川聡。 

   ６、工期、議会の議決を得た日から令和８年７月31日となってお

ります。 

   次のページ、18ページの資料１をご覧ください。 

   本工事の工事概要及び配置図となってございます。本工事は、貸

事務所機能施設を整備することで、企業の新事業への取組や大学な

どの研究、人材育成を一体的に進め、町内での新たな産業を長期的

に生み出す環境づくりを図るものでございます。 

   場所は浪江小学校の跡地に整備するものでございます。 

   資料左に記載の建築工事概要でございますが、木造２階建て、延

べ床面積2,985.64平方メートルの建築工事を行います。 

   19ページの資料２をご覧ください。 

   建物１階平面図でございます。レンタルオフィス９部屋に加え、

製品の組立てなどを行う多目的工房、会議室を含むフリーワークス

ペースを設けております。 

   20ページの資料３をご覧ください。 

   建物の２階平面図でございます。レンタルオフィス15部屋に加え

て会議室を設けております。レンタルオフィスは、１階、２階合わ

せて全体では24部屋になるところでございます。 

   21ページ、22ページの資料４、資料５につきましては施設の立面

図でございます。南側を正面入り口としております。 

   23ページの資料６をお開きください。 

   パース図でございます。ガラス窓により彩光を取り入れる構造と

しております。 

   24ページの資料７をご覧ください。 

   本契約に係る入札結果については、記載のとおりでございます。 

   説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第13、議案第65号 工事請負契約の締結

について（産学官連携施設電気設備工事）を議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 
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○副町長（山本邦一君） 議案第65号 工事請負契約の締結についてご

説明いたします。 

   本案は、産学官連携施設電気設備工事について、地方自治法第

234条第１項の規定による指名競争入札により落札者となった有限

会社浪江電設代表取締役、阿部雅彦と契約を締結するに当たり、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第

２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

   詳細については、産業振興課長に説明させます。 

○議長（山本幸一郎君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（蒲原文崇君） それでは、議案書によりご説明いたし

ます。 

   25ページをお開きください。 

   １、契約の目的、産学官連携施設電気設備工事。 

   ２、施工箇所、浪江町大字権現堂字北深町地内。 

   ３、契約の方法、指名競争入札。 

   ４、契約金額、３億2,450万円。うち、取引に係る消費税及び地

方消費税の額2,950万円。 

   ５、契約の相手方、福島県双葉郡浪江町大字小野田字下川原41番

地、有限会社浪江電設代表取締役、阿部雅彦。 

   ６、工期、議会の議決を得た日から令和８年７月31日となってご

ざいます。 

   26ページ、資料１をご覧ください。 

   本工事は、産学官連携施設の電気設備工事になります。ニアリー

ゼブを取得して、環境への負荷を低減した設備設計としております。 

   資料１、全体配線図にありますとおり、施設北側より電気及び通

信を引き込む予定となってございます。 

   27ページ、資料２が１階部分の電灯図、28ページ、資料３が１階

部分のその他電気設備の図面となっており、図面のとおり電灯、監

視カメラ、館内スピーカーを配置することとなっております。 

   29ページ、資料４が２階部分の電灯図、30ページ、資料５が２階

部分のその他電気設備の図面となっており、図面のとおり電灯、監

視カメラ、館内スピーカーを設置いたします。 

   31ページの資料６でございますが、太陽光発電の設備図面になり

ます。太陽光パネル204枚を設置して、施設の維持管理に係る電気

の一部を賄います。 

   次に、32ページの資料７をご覧ください。 

   本契約に係る入札結果については、記載のとおりでございます。 

   説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま
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す。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第14、議案第66号 工事請負契約の締結

について（産学官連携施設機械設備工事）を議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 議案第66号 工事請負契約の締結についてご

説明いたします。 

   本案は、産学官連携施設機械設備工事について、地方自治法第

234条第１項の規定による指名競争入札により落札者となった株式

会社小黒設備工業代表取締役、小黒陽子と契約を締結するに当たり、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例

第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

   詳細については、産業振興課長に説明させます。 

○議長（山本幸一郎君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（蒲原文崇君） それでは、議案書によりご説明いたし

ます。 

   33ページをお開きください。 

   １、契約の目的、産学官連携施設機械設備工事。 

   ２、施工箇所、浪江町大字権現堂字北深町地内。 

   ３、契約の方法、指名競争入札。 

   ４、契約金額、２億3,281万5,000円。うち、取引に係る消費税及

び地方消費税の額2,116万5,000円。 

   ５、契約の相手方、福島県双葉郡浪江町大字高瀬字小高瀬迫197

番地、株式会社小黒設備工業代表取締役、小黒陽子。 

   ６、工期、議会の議決を得た日から令和８年７月31日となってお

ります。 

   34ページ、資料１をご覧ください。 

   本工事は、産学官連携施設の機械設備工事になります。資料１は

建物の機械設備全体配置図でございます。配置図のとおり、施設東

側の既設給水・配水管に接続をいたします。 

   35ページの資料には、建物１階部分の空調設備、36ページ、資料

３は同じく１階部分のその他主な機械設備の図面となっております。 

   37ページの資料４は２階部分の空調設備、38ページの資料は２階

部分のその他主な機械設備の図面となってございます。 

   次に、39ページ、資料６をご覧ください。 

   本契約に係る入札結果については、記載のとおりでございます。 

   説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 
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○議長（山本幸一郎君） 日程第15、議案第67号 工事請負契約の締結

について（さけ採捕施設整備工事）を議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 議案第67号 工事請負契約の締結についてご

説明いたします。 

   本案は、さけ採捕施設整備工事について、地方自治法第234条第

１項の規定による指名競争入札により落札者となった横山建設株式

会社代表取締役社長、佐藤祥一と契約を締結するに当たり、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条

の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

   詳細については、農林水産課長に説明させます。 

○議長（山本幸一郎君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（大浦龍爾君） それでは、議案書により説明いたしま

す。 

   議案集40ページをお開きください。 

   １、契約の目的、さけ採捕施設整備工事。 

   ２、施工箇所、浪江町大字北幾世橋字荒井前地先。 

   ３、契約の方法、指名競争入札。 

   ４、契約金額、２億7,280万円。 

   ５、契約の相手方、福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字辻前12番地

２、横山建設株式会社代表取締役社長、佐藤祥一。 

   ６、工期、議会の議決を得た日から令和９年３月31日となってご

ざいます。 

   本工事は、さけ採捕施設であるやな場を再整備するために、各種

基礎ブロックなどを設置するものでございます。 

   まず、41ページ、議案資料１をご覧ください。 

   本工事の施工計画平面図となります。左下の工事概要の表にあり

ますように、各種基礎ブロックの設置個数はコンクリート造の河床

被覆ブロック520個、河床に現場打ちコンクリートとして180.5メー

トル、同コンクリート上に上段基礎ブロック107個、下段基礎ブロ

ック108個を設置する工事となります。その上に採捕ウライを設置

いたします。 

   続きまして、42ページ、資料２をご覧ください。 

   こちら、各種基礎ブロックなどの設置位置の断面図となります。 

   続きまして、43ページ、議案資料３をご覧ください。 

   各種基礎ブロック設置施工に係る仮設工予定図となります。こち

ら、令和７年11月から令和８年５月まで、仮設工１基として河川の
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左岸側をせき止めて施工する計画となってございます。仮設工２基

といたしましては、令和８年11月から令和９年３月まで右岸側をせ

き止め、同工事を施工する計画となってございます。 

   最後に、44ページ、議案資料４をご覧ください。 

   入札状況を記載してございます。 

   説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第16、議案第68号 工事請負契約の締結

について（野菜等集出荷貯蔵施設等敷地造成工事）を議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 議案第68号 工事請負契約の締結についてご

説明いたします。 

   本案は、野菜等集出荷貯蔵施設等敷地造成工事について、地方自

治法第234条第１項の規定による指名競争入札により落札者となっ

た東北工業建設株式会社代表取締役、戸川聡と契約を締結するに当

たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関す

る条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございま

す。 

   詳細については、農林水産課長に説明させます。 

○議長（山本幸一郎君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（大浦龍爾君） それでは、議案書により説明いたしま

す。 

   議案集45ページをお開きください。 

   １、契約の目的、野菜等集出荷貯蔵施設等敷地造成工事。 

   ２、施工箇所、浪江町大字酒田字上原地内。 

   ３、契約の方法、指名競争入札。 

   ４、契約金額、１億725万円。 

   ５、契約の相手方、福島県双葉郡浪江町大字藤橋字原59番地１、

東北工業建設株式会社代表取締役、戸川聡。 

   ６、工期、議会の議決を得た日から令和８年３月31日まででござ

います。 

   本工事は、野菜等集出荷貯蔵施設などの敷地の造成工事を行うも

のでございます。 

   46ページ、資料１をご覧ください。 

   こちら、造成工事の平面図となります。敷地面積が8,819.1平方

メートル、施工面積が9,218.1平方メートルとなります。工事概要

につきましては、資料右側の表をご参照いただきたいと存じます。

参考として、本体建設工事で計画している建物の配置を示しており
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ます。 

   続いて、47ぺージ、資料２をご覧ください。 

   こちら、入札執行結果表となります。 

   説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第17、議案第69号 物品購入契約の締結

について（復興海浜緑地（多目的広場）什器備品購入）を議題とし

ます。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 議案第69号 物品購入契約の締結についてご

説明いたします。 

   本案は、復興海浜緑地（多目的広場）什器備品購入について、地

方自治法第234条第１項の規定による指名競争入札により落札者と

なった株式会社双葉事務器代表取締役、志賀祐広と契約を締結する

に当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に

関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでござ

います。 

   詳細については、生涯学習課長に説明させます。 

○議長（山本幸一郎君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（長岡秀樹君） それでは、議案書で説明いたします。 

   48ページをお開きください。 

   １、契約の目的、復興海浜緑地（多目的広場）什器備品購入。 

   ２、納入場所、浪江町大字請戸字地内。 

   ３、契約の方法、指名競争入札。 

   ４、契約金額、891万円。うち、取引に係る消費税及び地方消費

税の額81万円。 

   ５、契約の相手方、福島県双葉郡大熊町大字下野上字大野379番

地、株式会社双葉事務器代表取締役、志賀祐広。 

   ６、納期、議会の議決を得た日から令和８年３月31日までとなっ

ております。 

   49ページをお開きください。 

   議案資料１でございますが、こちらが管理棟の平面図と部屋ごと

の備品の一覧表となっております。主なものとして、①風除室が鍵

つき傘立て、②のホールがガラスショーケース、③の事務室が片袖

デスク、オフィスチェア、収納庫、傘立て。傘立てにつきましては、

貸出用クラブをストックするものとなっております。上下昇降式ホ

ワイトボード、④休憩室が会議テーブル、コインロッカー、クラブ

立て、⑤の会議室がフラップ天板会議テーブル、演台、回転型ホワ
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イトボード、⑥倉庫にはフラップ天板会議テーブル、棚・中軽量ラ

ック、会議椅子用台車、⑦のトイレにはサニタリーボックス、⑧に

はその他として防滴型ハイパワーワイヤレスアンプ、ワイヤレスマ

イクロホン、マイクロホンスタンド、折り畳み会議テーブルなどを

購入する内容となっております。なお、こちらの備品につきまして

は、管理棟南側に整備する倉庫に収納する予定となっております。 

   50ページの資料２は入札執行結果表となっております。 

   説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第18、議案第70号 自動車事故に伴う損

害賠償額の決定及び和解について（追認）を議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 議案第70号 自動車事故に伴う損害賠償額の

決定及び和解について（追認）についてご説明いたします。 

   本案は、自動車事故による損害賠償額を決定し、和解することに

ついて、地方自治法第96条第１項第12号及び第13号の規定により、

議会の議決に付すべきところ、これを経ずして損害賠償額を決定し

和解していたことについて、追認議決を求めるものでございます。 

   これまで行政上の和解手続に関し誤認があり、今回追認という形

で過去の案件もまとめて提案することといたしました。 

   二元代表制の下、このような提案自体、大変申し訳なく思ってい

るところでございます。 

   今後は地方自治法の趣旨に沿って議会に適切に提案し、議決を経

て和解してまいります。 

   詳細については、総務課長に説明させます。 

○議長（山本幸一郎君） 総務課長。 

○総務課長（戸浪義勝君） それでは、議案書によりご説明いたします。 

   51ページをご覧ください。 

   まず初めに、経過をご説明させていただきます。自動車事故の和

解については、損害賠償金が保険会社から直接相手方へ支払われる

ため、町予算からの支出がなく、議会の議決が必要ないとの認識か

ら、議会の承認を得ずに和解の手続をしてきましたが、本件の次の

議案第71号の物損事故の損害賠償金の支払事務の作業中に、町予算

からの支出がなくとも議会の議決が必要なことが判明をいたしまし

た。 

   今回このような形での上程になりましたこと、ここに深くおわび

を申し上げます。 

   また、今後はさらに法令等の理解を深めて、このようなことのな
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いように努めてまいりますのでよろしくお願いをいたします。 

   なお、本案は資料の残っている過去10年間の和解をした件につい

て確認し、記載をいたしました。事故の件数は、物損事故18件、人

身事故１件、人身と物損事故が１件の合計20件です。 

   議案書には案件の説明について、事故の種類、事故発生日時、事

故発生場所、相手方の住所、氏名、事故の概要、損害賠償額、和解

事項、和解年月日について案件ごとに記載をしておりますが、読み

上げの際は、相手方の住所と氏名については個人情報保護の観点か

ら、記載のとおりと読み上げさせていただきます。 

   議案書の１の物件事故についてご説明をいたします。 

   事故の発生日時、平成28年９月23日、午後３時10分頃。 

   事故発生場所、福島県福島市宮代字向上川原地内。 

   相手方は記載のとおりでございます。 

   事故の概要、右折時に曲がり切れず、相手方のブロック塀に接触

し損傷させたもの。 

   損害賠償額、27万1,080円。 

   和解事項、本和解成立後は本件に関し一切異議申立て請求を行わ

ない。 

   和解年月日、平成28年11月14日。 

   本件以外の19件の案件につきましては、後ほどご確認をお願いを

いたします。 

   説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第19、議案第71号 損害賠償額の決定及

び和解について（追認）を議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 議案第71号 損害賠償額の決定及び和解につ

いて（追認）についてご説明いたします。 

   本案は、損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治

法第96条第１項第12号及び第13号の規定により、議会の議決に付す

べきところ、これを経ずして損害賠償額を決定し和解していたこと

について、先ほどご提案申し上げた議案第70号同様、追認の議決を

求めるものでございます。 

   詳細については、総務課長に説明させます。 

○議長（山本幸一郎君） 総務課長。 

○総務課長（戸浪義勝君） それでは、議案書により説明をいたします。 

   59ページをご覧ください。 

   本案は、にじいろこども園内において起きました物損事故につい
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ての損害賠償額を決定し、和解についての追認をいただく案件でご

ざいます。 

   経過を説明いたします。本案は物損事故であり、損害賠償額につ

いては保険会社から相手方に直接支払われるのではなく、先に町で

相手方に支払ってから、その後、保険から町に振り込まれるため、

和解当時、賠償の予算がなく、今回補正予算の作業中に、和解には

議会の議決が必要であったことが判明したため、追認をお願いする

ものです。 

   本件につきましても、議案第70号同様、深くおわびを申し上げま

す。 

   議案の案件をご覧ください。 

   事故発生日時、令和７年２月13日、午前７時46分頃。 

   事故発生場所、福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字来福寺西地内。 

   相手方は記載のとおりでございます。 

   事故の概要、浪江にじいろこども園園舎北側に保管していたコン

クリートパネル、通称コンパネが風により飛び上がり、当該こども

園駐車場に駐車していた相手方車両に衝突し損傷させたものでござ

います。 

   損害賠償額、36万円。 

   和解事項、本和解成立後は、本案件に関し一切異議申立て請求を

行わない。 

   和解日は令和７年７月25日であります。 

   説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第20、議案第72号 調停申立てについて

を議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 議案第72号 調停の申立てについてご説明い

たします。 

   本案は、福島第一原子力発電所の事故に起因して町が所有する光

ファイバー網の使用利益に関する損害について、東京電力ホールデ

ィングス株式会社に対して損害賠償を求めたものの、支払いに応じ

ないことから、原子力損害賠償紛争解決センターへ調停の申立てを

行うに当たり、地方自治法第96条第１項第12号の規定により議会の

議決を求めるものでございます。 

   詳細については、企画財政課長に説明させます。 

○議長（山本幸一郎君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（吉田厚志君） それでは、議案書によりご説明をいた
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します。 

   １、調停の申立て先、東京都港区西新橋１丁目５番13号、原子力

損害賠償紛争解決センター。 

   ２、調停の申立ての相手方の住所及び氏名、東京都千代田区内幸

町１丁目１番３号、東京電力ホールディングス株式会社代表取締役

社長、小早川智明。 

   ３、申立ての要旨、町は相手方に対して、福島第一原子力発電所

事故に起因して町が所有する光ファイバー網の使用利益に関する損

害として算定した４億8,334万5,509円のうち、一部支払いに合意し

た額等控除すべき額を除いた額及び申立てに係る代理人に要する費

用を支払うよう、調停を求める。 

   ４、申立ての方針、（１）弁護士、井上航を代理人と定める。

（２）町は本調停において適当と認める条件で相手方と和解するこ

とができる。 

   続きまして、議案集61ページをご覧ください。 

   議案第72号資料でご説明をいたします。資料１及び２については、

今ほど申し上げたとおりでございます。 

   ３、損害賠償請求額の算出方法、光ファイバー網全体の取得価格

に対して、帰還困難区域及び避難指示解除区域に係る延長の割合及

び避難指示が出されていた期間割合を乗じて算出しております。 

   （１）光ファイバー網の取得価格、５億5,276万2,000円。なお、

光ファイバー網の供用開始日は、平成23年３月１日であり、供用開

始後間もない被災であるため、現価率は100％としております。 

   （２）光ファイバー網の総延長、18万2,085メートル。 

   （３）帰還困難区域部分、帰還困難区域部分の総延長は13万

9,670.7メートルであり、全体に占める光ファイバー網の長さの割

合は76.70631％となることから、帰還困難区域部分に案分される取

得価格は４億2,400万3,333円としております。なお、帰還困難区域

部分の光ファイバー網は100％使用できなかったこととし、案分さ

れた取得価格をそのまま損害額としております。 

   （４）避難指示解除部分、避難指示解除区域部分、避難指示解除

区域部分の総延長は３万2,133.5メートルであり、全体に占める光

ファイバー網の長さの割合は17.64752％であることから、避難指示

解除区域部分に案分される取得価格は9,754万8,784円としておりま

す。 

   光ファイバー製の通信ケーブルの法定耐用年数が10年を分母とし

まして、避難指示が出されていたことにより使用できなかった期間

である73か月の割合を算出し、それに取得価格を乗じ、損害額を
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5,934万2,176円とし、これに帰還困難区域部分として算出した損害

額４億2,400万3,333円と合算した４億8,334万5,509円を損害として

算出しております。 

   なお、津波で流出した光ファイバー網も存在しますが、この部分

は原発事故により使用不能となったものではないことから、算出の

基礎からは除いております。 

   説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第21、議案第73号 令和７年度浪江町一

般会計補正予算（第３号）を議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 議案第73号 令和７年度浪江町一般会計補正

予算（第３号）についてご説明いたします。 

   本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ24億4,446万

6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を429億5,501万6,000円とす

るものです。 

   詳細については、企画財政課長に説明させます。 

○議長（山本幸一郎君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（吉田厚志君） それでは、予算書事項別明細書により

ご説明いたします。 

   議案集70ページをご覧ください。 

   まず、歳入の主なものからご説明させていただきます。 

   款９地方特例交付金、項１地方特例交付金、目１地方特例交付金

3,301万3,000円の減につきましては、交付決定金額の確定によるも

のでございます。 

   続きまして、款10地方交付税、項１地方交付税、目１地方交付税

７億9,403万8,000円の増につきましては、普通交付税につきまして

は国の交付決定による増となっており、震災復興特別交付税につき

ましては福島再生加速化交付金を主たる財源として駅前を整備する

一団地事業及び公営住宅整備事業、認定こども園増築事業などの補

助裏財源として交付分の増となっております。 

   款14国庫支出金、項２国庫補助金、目１総務費国庫補助金９億

2,525万7,000円の増につきましては、主に節１総務費国庫補助金で、

今ほど申し上げました駅前一団地事業及び公営住宅整備事業、認定

こども園増築事業などの主たる財源となる福島再生加速化交付金、

帰還移住等環境整備の増によるものとなっております。 

   72ページをご覧ください。 

   款18繰入金、項１特別会計繰入金につきましては、記載の各特別
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会計による決算に伴います一般会計の戻入れによる増となっており

ます。同じく、項２基金繰入金、目２浪江町復旧復興基金繰入金

3,805万6,000円の増及び次のページ、73ページをご覧ください。 

   目７浪江町帰還移住等環境整備交付金基金繰入金１億3,077万円

の増につきましては、基金型で整備する室原産業団地整備事業、駅

前を整備する一団地及び権現堂地区公営住宅整備事業に充当するた

め、基金からの繰入金を増額するものとなっております。 

   款19繰越金、項１繰越金、目１繰越金６億3,866万6,000円の増に

つきましては、前年度歳計剰余金となっております。 

   款20諸収入、項４雑入、目１雑入2,409万1,000円の減につきまし

ては、主に新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金の減で、国

による助成がなくなったことから減額となっております。 

   74ページをご覧ください。 

   款21町債、項１町債、目１過疎対策事業債１億530万円の減につ

きましては、財源調整となっております。 

   75ページをご覧ください。 

   ここからは歳出のご説明となります。 

   款２総務費、項１総務管理費、目５財産管理費652万1,000円の増

につきましては、主に節13使用料及び賃借料において、テレビ受信

料として予算を計上しておりますが、こちらについては公用車に搭

載されたカーナビゲーションシステムのうちＮＨＫの放送が受信可

能なものについては受信契約が必要とされており、今回、調査の結

果、未契約が判明し契約が必要であった過年度分及び今年度分の受

信料を予算計上しております。なお、国保直診特別会計及び介護保

険特別会計においても同様の予算が計上されております。 

   続きまして、款２総務費、項１総務管理費、目６企画費16億

3,185万5,000円の増につきましては、主に節24積立金において、複

数年で整備を予定する駅前の一団地事業及び公営住宅整備事業の財

源とするため、福島再生加速化交付金を浪江町復旧復興基金などに

積立てをするものでございます。 

   同じく目７情報管理費3,443万6,000円の増につきましては、主に

節14工事請負費において、地デジ再送信システム復旧工事の当初実

施箇所を井手地区のみとしておりましたが、国との協議により小丸

地区についても今年度の財源の見通しがついたため、事業を追加し

たものでございます。 

   同じく目９財政調整基金費４億2,000万円の増につきましては、

地方財政法の規定により歳計剰余金の２分の１程度を基金に積み立

てるものでございます。 
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   76ページをご覧ください。 

   款２総務費、項３戸籍住民基本台帳費、目１戸籍住民基本台帳費

2,175万5,000円の増につきましては、主に節13使用料及び賃借料に

おいて、戸籍システムの標準化に伴い、令和８年１月からクラウド

運用の予定となるため、長期継続契約しているリース機の残リース

分を一括で支払う必要があるため、予算を増額するものでございま

す。なお、こちらの財源につきましては、全額国庫補助金となって

おります。 

   77ページをご覧ください。 

   款３民生費、項１社会福祉費、目２老人福祉費1,217万円の増に

つきましては、主に節27繰出金において、前年度実績に伴う繰出金

の増となっております。 

   78ページをご覧ください。 

   款３民生費、項２児童福祉費、目５認定こども園費1,859万8,000

円の増につきましては、主に節14工事請負費において、増築予定の

認定こども園のキュービクルの基準改定に伴う変更、照度変更、安

全面に係る設備等の変更に伴います増額となっております。 

   79ページをご覧ください。 

   款４衛生費、項３上水道費、目１上水道費1,427万8,000円の増に

つきましては、節14工事請負費において、帰還町民のための井戸整

備工事１件分の予算を計上しております。 

   81ページをご覧ください。 

   款７商工費、項１商工費、目６企業誘致促進費１億5,558万2,000

円の増につきましては、川添及び室原産業団地整備に係る不動産評

価、物件移転補償などの予算を計上しております。 

   同じく目９駅前商業施設整備事業費2,180万円の増につきまして

は、駅前商業施設整備に係る追加設計業務委託分による増額となっ

ております。 

   82ページをご覧ください。 

   款８土木費、項４都市計画費、目２公共下水道事業費2,043万

2,000円の増につきましては、実績に伴います公共下水道事業補助

金の増によるものとなっております。 

   83ページをご覧ください。 

   款８土木費、項５住宅費、目２住宅整備費3,321万2,000円の増に

つきましては、主に節12委託料において、権現堂地区公営住宅整備

工事管理業務委託料を計上しております。 

   款10教育費、項２小学校費、目２教育振興費1,107万7,000円の増

につきましては、ＧＩＧＡスクール構想におけるタブレット端末の
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整備更新として132台分の予算を計上しております。 

   66ページにお戻りください。 

   第２表継続費補正追加でございます。 

   款８土木費、項５住宅費、事業名、権現堂地区公営住宅整備工事

管理業務委託につきましては、公営住宅整備工事に合わせて令和

７年度第３四半期から令和９年度まで継続費を設定をするものでご

ざいます。 

   続きまして、第３表繰越明許費補正追加でございます。 

   款２総務費、項１総務管理費、事業名、情報通信基盤災害復旧事

業につきましては、地デジ難視聴エリアを解消する事業となります

が、今年度当初は井手地区のみの工事を予定しておりましたが、国

との協議の結果、小丸地区についても今年度の財源の見通しが立っ

たため、工事エリアが拡大をしたことに伴いまして、年度内の事業

完了が困難となったため予算を繰り越すものでございます。 

   款３民生費、項２児童福祉費、事業名、認定こども園増築事業に

つきましては、設計の変更に不測の日数を要し、工事契約が遅れる

ことに伴い、年度内の事業完了が困難となったため予算を繰り越す

ものでございます。 

   款８土木費、項４都市計画費、事業名、発注者支援事業につきま

しては、認定こども園増築事業において、工事契約が遅れることに

伴いまして、工事監理業務についても年度内の事業完了が見込めな

いため予算を繰り越すものでございます。 

   67ページをご覧ください。 

   第４表地方債補正変更でございます。 

   記載をしております２事業につきましては、財源調整の結果、限

度額を記載のとおりに変更するものでございます。 

   最後に、85ページは補正予算後の基金の運用状況となっておりま

す。 

   説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） ここで、午後１時20分まで昼食休憩のため休

憩いたします。 

（午前１１時４７分） 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） 再開します。 

（午後 １時２０分） 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） 生涯学習課長より発言の訂正を求められてお

りますので、これを許可します。 
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   生涯学習課長。 

○生涯学習課長（長岡秀樹君） 先ほど、議案第69号説明で、納入場所

のほうを浪江町大字請戸字地内と説明しましたが、正しくは大字請

戸地内となります。大変申し訳ございませんでした。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第22、議案第74号 令和７年度浪江町国

民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 議案第74号 令和７年度浪江町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。 

   本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億5,280万

4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を36億1,354万1,000円とす

るものです。 

   詳細については、健康保険課長に説明させます。 

○議長（山本幸一郎君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（松本幸夫君） 予算書事項別明細書によりご説明いた

します。 

   92ページをお開きください。 

   初めに、歳入についてご説明いたします。 

   款４県支出金、項１県補助金、目１保険給付費等交付金６万

4,000円の増につきましては、一般管理費の増額補正に伴うもので

す。 

   款７繰越金、項１繰越金、目２その他繰越金１億5,274万円の増

につきましては、前年度歳計剰余金でございます。 

   次に、93ページをお開きください。 

   歳出についてご説明いたします。 

   款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費６万4,000円の増

につきましては、国保連合会に支払う医療費通知実施の標準化に伴

うシステム改修等経費の負担金の補正でございます。 

   款３国民健康保険事業費納付金、項１医療給付費1,332万2,000円

の増につきましては、県に納付する保険事業費納付金の額の決定に

よるものです。 

   同様に、次の款３国民健康保険事業費納付金、項２後期高齢者支

援金等分127万6,000円の増及び項３介護納付金分30万7,000円の増

につきましても、納付額の決定による補正でございます。 

   次に、94ページをお開きください。 

   款５基金積立金、項１基金積立金、目１国保基金積立金9,999万

9,000円の増につきましては、歳計剰余金の一部を国民健康保険財
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政調整基金に積み立てるものです。 

   次に、款７諸支出金、項２繰出金、目２一般会計繰出金723万

3,000円の増につきましては、前年度事業確定による一般会計繰出

金でございます。 

   最後に、款８予備費として3,060万3,000円を計上してございます。 

   説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第23、議案第75号 令和７年度浪江町国

民健康保険直営診療施設事業特別会計補正予算（第１号）を議題と

します。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 議案第75号 令和７年度浪江町国民健康保険

直営診療施設事業特別会計補正予算（第１号）についてご説明いた

します。 

   本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,693万5,000円

を追加し、歳入歳出予算の総額を３億8,078万1,000円とするもので

す。 

   詳細については、浪江診療所事務長に説明させます。 

○議長（山本幸一郎君） 浪江診療所事務長。 

○浪江診療所事務長（中野隆幸君） それでは、予算書事項別明細書に

よりご説明いたします。 

   100ページをお開きください。 

   初めに、歳入についてご説明いたします。 

   款４繰入金、項１他会計繰入金、目３仮設津島診療所繰入金６万

5,000円の増並びに目４浪江診療所繰入金25万6,000円の増につきま

しては、両診療所の管理費の増によるものでございます。 

   次に、款５繰越金2,661万4,000円の増につきましては、前年度歳

計剰余金でございます。 

   101ページをお開きください。 

   ここからは歳出の説明となります。 

   款１総務費、項１施設管理費、目１仮設津島診療所管理費、節13

使用料及び賃借料６万5,000円の増並びに目２浪江診療所管理費、

節13使用料及び賃借料12万6,000円の増につきましては、先ほど議

案第73号において一般会計補正予算の中で、テレビ受信料について

の増額補正のご説明がございましたが、本特別会計においてもテレ

ビ受信料の増額をする必要がございまして、公用車に搭載されたカ

ーナビのうちＮＨＫの放送が受信可能なものについて、今回調査の

結果、未契約が判明し契約が必要であった過年度分及び今年度分の
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受信料を予算計上しております。 

   同じく節18負担金、補助及び交付金13万円の増につきましては、

咽頭用内視鏡テレスコープの保証に係る負担金及び県保険医協会へ

の負担金を予算計上してございます。 

   同じく節27繰出金2,661万5,000円の増につきましては、前年度事

業確定による一般会計への繰出金でございます。 

   最後に、款３予備費1,000円の減につきましては、財源調整によ

るものでございます。 

   説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第24、議案第76号 令和７年度浪江町介

護保険事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 議案第76号 令和７年度浪江町介護保険事業

特別会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。 

   本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億6,236万

6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を29億6,203万6,000円とす

るものです。 

   詳細については、介護福祉課長に説明させます。 

○議長（山本幸一郎君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（木村順一君） 事項別明細書107ページをご覧くださ

い。 

   歳入についてご説明いたします。 

   款７繰入金、項１一般会計繰入金、目２地域支援事業繰入金309

万3,000円の増、同じく目３低所得者保険料軽減繰入金777万円の増、

同じく目４その他一般会計繰入金23万1,000円の増は、前年度事業

実績による一般会計からの繰入金です。 

   款８繰越金、項１繰越金、目１繰越金１億5,063万7,000円の増は、

前年度歳計剰余金です。 

   款９諸収入、項１雑入、目１雑入63万5,000円の増は、前年度介

護認定審査会実績による返還金です。 

   108ページをご覧ください。 

   歳出の主なものについてご説明いたします。 

   款３地域支援事業費、項３包括的支援事業任意事業費、目１包括

的支援事業任意事業費317万円の増は、節12委託料で、地域包括支

援センターの職員増による人件費及び事務所移転に伴う賃借料等で

す。 

   款４諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目２償還金8,208万
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3,000円の増は、節22償還金利子及び割引料で、前年度事業確定に

よる介護給付費負担金等国県費の精算金でございます。 

   同じく項３繰出金、目１他会計繰出金2,898万8,000円の増は、節

27繰出金で、前年度事業確定による町負担分の介護給付費負担金の

一般会計への繰出金でございます。 

   109ページをご覧ください。 

   款５基金積立金、項１基金積立金、目１介護給付費準備基金積立

金3,956万5,000円の増は、節24積立金です。 

   款６予備費832万9,000円の増でございます。 

   説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第25、議案第77号 令和７年度浪江町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 議案第77号 令和７年度浪江町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。 

   本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,839万7,000円

を追加し、歳入歳出予算の総額を１億1,367万7,000円とするもので

す。 

   詳細については、健康保険課長に説明させます。 

○議長（山本幸一郎君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（松本幸夫君） 予算書事項別明細書によりご説明いた

します。 

   115ページをお開きください。 

   初めに、歳入についてご説明いたします。 

   款５繰越金1,839万7,000円の増につきましては、前年度歳計剰余

金でございます。 

   次に、116ページをお開きください。 

   歳出についてご説明いたします。 

   款３諸支出金、項２繰出金、目１一般会計繰出金361万9,000円の

増につきましては、前年度事業確定による一般会計繰出金でござい

ます。 

   最後に、款４予備費として1,477万8,000円を計上してございます。 

   説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第26、議案第78号 令和７年度浪江町公

共下水道事業会計補正予算（第１号）を議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 
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○副町長（山本邦一君） 議案第78号 令和７年度浪江町公共下水道事

業会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。 

   本案は、公共下水道事業、収益的収入2,043万1,000円を増額し、

資本的収入2,249万3,000円を増額するものです。 

   詳細については、住宅水道課長に説明させます。 

○議長（山本幸一郎君） 住宅水道課長。 

○住宅水道課長（金山信一君） 補正予算説明書によりご説明いたしま

す。 

   124ページをご覧ください。 

   ３条予算、収益的収入です。 

   款１下水道事業収益、項２営業外収益、目２補助金2,043万1,000

円の増は、令和６年度公共下水道決算確定による一般会計からの補

助金の増となっております。 

   ４条予算、収益的収入をご覧ください。 

   款１資本的収入、項２国庫補助金、目１国庫補助金2,750万7,000

円の減は、社会資本整備総合交付金の配分によるものです。 

   続きまして、項４企業債、目１建設改良費等企業債5,000万円の

増につきまして、国庫補助金の減額等のために新たに借り入れるも

のです。 

   120ページをお開きください。 

   債務負担行為に関する調書です。 

   事項、ウォーターＰＰＰ導入可能性調査業務委託につきましては、

令和８年度に予定している当該契約に関する発注者支援業務を含め

補助対象となったことから、記載のとおり設定するものです。 

   説明は以上であります。ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第27、諮問第２号 人権擁護委員の推薦

につき意見を求めることについてを議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見

を求めることについてご説明いたします。 

   本案は、現在委嘱されている人権擁護委員１名が令和７年12月31

日付で任期満了を迎えることから、このたび田中功氏を人権擁護委

員候補者として推薦することについて、人権擁護委員法第６条第

３項の規定により議会の意見を求めるものです。 

   人権擁護委員は、基本的人権を擁護し、人権思想の普及高揚に努

めることを使命とし、今回推薦する田中氏は、高潔な人格と識見を

有し、人権擁護委員として適任であり推薦するにふさわしいと考え
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ております。 

   なお、次回の人権擁護委員の委嘱発令日が令和８年１月１日のた

め、人権擁護委員法第９条に基づき、今回推薦する田中氏の任期は

令和８年１月１日から令和10年12月31日までの３年間となります。

よろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第28、同意第６号 特別功労者の決定に

ついてを議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 同意第６号 特別功労者の決定についてご説

明いたします。 

   本案は、今年で第53回を迎える浪江町功労者表彰式において表彰

予定の特別功労者について、浪江町表彰条例第３条第１項の規定に

より議会の同意を求めるものです。 

   本年は４名の方が該当となります。 

   紺野榮重氏は、多年にわたり浪江町議会議員として地方自治の発

展に寄与されました。その功績は、誠に顕著であります。 

   玉井康裕氏は、多年にわたり学校医として児童生徒の健康保持及

び増進に寄与され、瑞宝双光章を受章されました。その功績は、誠

に顕著であります。 

   宇佐見忠良氏は、多年にわたり小中学校教諭及び学校長として学

校教育の振興発展に寄与され、瑞宝双光章を受章されました。その

功績は、誠に顕著であります。 

   故関根俊二氏は、多年にわたり津島診療所所長として地域医療に

貢献されました。また、東日本大震災発災以降は仮設津島診療所所

長として避難先において町民に寄り添い、献身的な診療を続けられ

ました。その功績は、誠に顕著であります。 

   紺野氏においては表彰条例第３条第１項第２号、玉井氏、宇佐見

氏、関根氏においては表彰条例第３条第１項第７号に該当しており

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第29、報告第５号 令和６年度浪江町一

般会計継続費精算報告書についてを議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 報告第５号 令和６年度浪江町一般会計継続

費精算報告書についてご説明いたします。 

   本案は、地方自治法第212条第１項の規定に基づき設定し、令和

６年度に終了した継続費に係る精算について、地方自治法施行令第
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145条第２項の規定により、別紙精算報告書のとおり報告するもの

です。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第30、報告第６号 令和６年度浪江町水

道事業会計継続費精算報告書についてを議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 報告第６号 令和６年度浪江町水道事業会計

継続費精算報告書についてご説明いたします。 

   本件は、地方自治法第212条第１項の規定に基づき設定し、令和

６年度に終了した継続費に係る精算について、地方公営企業法施行

令第18条の２第２項の規定により、別紙精算報告書のとおり報告す

るものです。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第31、報告第７号 一般財団法人福島な

みえ勤労福祉事業団の経営状況報告についてを議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 報告第７号 一般財団法人福島なみえ勤労福

祉事業団の経営状況報告についてご説明いたします。 

   本案は、一般財団法人福島なみえ勤労福祉事業団の令和６年度の

経営状況について、地方自治法第243条の３第２項の規定に基づき

報告するものです。 

   詳細については、産業振興課長に説明させます。 

○議長（山本幸一郎君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（蒲原文崇君） 令和６年度の一般財団法人福島なみえ

勤労福祉事業団の事業報告並びに収支決算についてご報告いたしま

す。 

   営業実績としましては、福島県が推進する、双葉地域を学びの場

とするホープツーリズムによりまして学生などの団体利用が増加し

たことや、旅行予約サイト掲載プランの見直しなどにより、宿泊で

は前年比微増の延べ１万243人、１日平均28.1人の方にご利用いた

だきました。 

   料理につきましては、宿泊者の喫食の増加や学生などの団体昼食

の利用者が増加し、前年比微増の延べ１万8,722人にご利用いただ

きました。 

   日帰り入浴につきましては、延べ２万3,555人、１日平均64.5人

の方にご利用いただき、昨年度より1,787人増加したところでござ

います。 

   収支決算の状況につきまして、資料の141ページの正味財産増減
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計算書をお開きください。 

   まずは、経常収益としましては、宿泊、料理、日帰り入浴などの

事業収益が１億2,252万1,558円、移住検討者お試し宿泊事業補助金

など受取補助金等で504万479円、受取利息等の雑収益が130万490円

となり、合計は１億2,886万2,527円、対前年度比910万978円の増と

なりました。 

   経常費用としましては、事業費では減価償却費の大幅減となった

ものの、物価高騰や利用客の増加に伴う食材費仕入れ高をはじめ、

食器類の消耗什器備品費、光熱水料費等の増加により、対前年比

760万9,367円増の5,963万809円となりました。 

   続きまして、管理費では、従業員の直接雇用による人件費の大幅

増となったものの、資料の142ページの記載のとおり、人材派遣等

の外注費が大幅減になったことにより、対前年比475万6,777円の減

の8,135万67円となり、経常費用計で１億4,098万876円となりまし

た。 

   これらを合計しますと、当期一般正味財産増減額はマイナス

1,219万1,720円となり、一般正味財産期末残高は2,526万3,926円と

なり、指定正味財産を含みます正味財産期末残高は5,676万3,926円

となりました。 

   説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 日程第32、報告第８号 一般社団法人まちづ

くりなみえの経営状況報告についてを議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   副町長。 

○副町長（山本邦一君） 報告第８号 一般社団法人まちづくりなみえ

の経営状況報告についてご説明いたします。 

   本案は、一般財団法人まちづくりなみえの令和６年度の経営状況

について、地方自治法第243条の３第２項の規定に基づき報告する

ものです。 

   詳細については、産業振興課長に説明させます。 

○議長（山本幸一郎君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（蒲原文崇君） 令和６年度の一般財団法人まちづくり

なみえの事業報告並びに収支決算についてご報告いたします。 

   資料の147ページをお開きください。 

   初めに、令和６年度事業報告についてご説明をさせていただきま

す。 

   まず、１、道の駅なみえ管理運営事業につきましては、様々な集

客イベントの開催により、昨年度同等の59万人余りが来場したこと
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による売上の増加と、外注費や消耗品費の経費削減により、若干の

増益となったところでございます。 

   続きまして、２、レンタル事業につきましては、町民主催のイベ

ントへの資機材リースなどの事業が行われました。 

   続きまして、３、イベント事業については、町のイベント委託事

業等の減少により減益となりました。 

   続いて、148ページをお開きください。 

   ４、地域づくり町内コミュニティ再生支援事業につきましては、

自主防災組織の設立に向けた取組や特定復興再生拠点区域の避難指

示解除に伴う津島地区などの活動支援を行いました。 

   ５、公共施設管理事業につきましては、高齢者雇用の創出を目的

とする事業として、主に清掃業務を請け負っており、昨年度同等の

受注実績となりました。 

   149ページをご覧ください。 

   ６、移住・定住窓口事業につきましては、相談窓口運営を行い、

令和６年度のまちづくりなみえへの相談件数は166件、そのうち移

住者は12名という実績となりました。 

   ７、観光事業につきましては、古民家を使った滞在施設TATSUNO 

BASEにおいて民泊をスタートさせ、個人、団体と合わせて170人の

利用があり、交流人口の拡大が図られました。 

   150ページをご覧ください。 

   ８、視察事業につきましては、ホープツーリズムによる学生や企

業研修などの受入れにより、延べ3,000人を超える来訪者となりま

した。 

   続きまして、決算の状況についてご説明をいたします。 

   資料153ページの決算報告書の損益計算書をお開きください。 

   まず、経常収益としましては、道の駅事業などにおける売上高が

５億５万7,030円、手数料収入が１億249万7,778円、補助金等収入

が1,205万6,000円などとなり、経常収益合計で６億1,618万1,711円

となりました。 

   経常経費としましては、道の駅事業などにおける当期仕入れ高が

２億3,764万2,200円、期末材料棚卸し高が2,344万5,704円などで、

これらを差し引いた売上総利益金額は３億8,279万3,987円となった

ところでございます。 

   また、事業費及び管理費につきましては、合計で３億7,465万

6,709円となり、これに財務収益や財務費用を合計した当期純利益

金額は667万274円となりました。 

   154ページをご覧ください。 
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   こちらは、今ほどご説明いたしました事業費、管理費合計３億

7,465万6,709円の内訳書となっております。 

   金額が1,000万円以上の主なものを紹介いたしますと、２段目の

給料手当から６段目の法定福利費等までの合計２億793万7,548円に

つきましては人件費となります。 

   ９段目の外注費3,669万3,048円につきましては、イベント時の音

響、照明などの資機材費、また、警備員などの費用になります。 

   続きまして、15段目の旅費、交通費1,042万21円は、主に町の魅

力発信や地場産品ＰＲのための首都圏等大都市におけるイベントへ

の参加に係る出張旅費となります。 

   19段目の消耗品費1,944万5,913円は、主に道の駅に係る消耗品費

用となっております。 

   21段目の水道光熱費2,959万4,809円は、主に道の駅等水道光熱費

となります。 

   下から11段目、支払い手数料1,306万1,533円につきましては、キ

ャッシュレス決済や銀行振込に係る手数料となります。 

   下から８段目のリース料1,023万9,452円につきましては、コピー

機、レジスター、パソコンなどのリース代等となります。 

   下から４段目の減価償却費1,041万9,144円につきましては、主に

冷凍車や運搬車等、社有車等の償却費となります。 

   156ページにつきましては、純損益金額の事業別の一覧表となっ

てございます。 

   説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 以上で提案理由の説明が終わりました。 

───────────────────────────────── 

◎延会について 

○議長（山本幸一郎君） お諮りします。質疑については17日に行うこ

ととし、本日の会議はこれで延会したいと思います。これにご異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 異議なしと認めます。 

   よって、本日はこれで延会することに決定しました。 

   17日は午前９時から本会議を開きますので、ご参集願います。 

───────────────────────────────── 

◎延会の宣告 

○議長（山本幸一郎君） 本日はこれで延会します。 

（午後 １時５０分） 
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───────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（山本幸一郎君） おはようございます。 

   ただいまの出席議員数は12人であります。 

   定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前 ９時００分） 

───────────────────────────────── 

◎議事日程の報告 

○議長（山本幸一郎君） 本日の議事日程は、タブレット端末の格納の

とおりです。 

───────────────────────────────── 

◎一般質問 

○議長（山本幸一郎君） 日程第１、一般質問を行います。 

   一括質問方式については、慣例により質問が30分、再質問が10分、

再々質問が10分以内となります。 

   一問一答方式については、質問、答弁合わせて60分以内となりま

す。質問は質問席で行います。 

   なお、一般質問は通告順に許可をします。質問、答弁ともに簡潔

にお願いします。 

   また、質問は、あくまでも質問に徹し、要望やお願い、お礼の言

葉を述べることは慎むようお願いします。 

───────────────────────────────── 

◇紺 野 則 夫 君 

○議長（山本幸一郎君） ７番、紺野則夫君の質問を許可します。 

   ７番、紺野則夫君。 

［７番 紺野則夫君登壇］ 

○７番（紺野則夫君） ７番、紺野則夫でございます。それでは、通告

書のとおり、一般質問をさせていただきます。 

   質問の第１点は、吉田栄光町政についてであります。 

   東日本大震災及び東京電力第一原子力発電所事故から14年が経過

しました。当町は平成29年３月31日に帰還困難区域を除き避難解除

されたものの、原発事故がもたらした放射線による健康被害に対す

る影響が強く、健康不安との葛藤が続く毎日であることは言うまで

もありません。さらに避難生活が長期化し、町内でのなりわいを取

り戻すことの難しさもあり、原発事故以前と同様の生活が成り立つ

状況にはなく、浪江町民の大部分はいまだ避難先での生活を選択せ

ざるを得ない状況にあるのも確かであります。 

   14年前、今は亡き馬場有町長は、全国に避難した町民に対しどこ
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にいても浪江町民を掲げ、賠償、教育、地域崩壊、健康問題を様々

なところで訴え、決して浪江町民を見捨てることなく奔走してきた

ものと感じております。さらに吉田数博前町長は、町残しを前面に

押し出し、買物環境の整備、企業誘致と奔走してきたものと思いま

す。そして14年が経過し、吉田栄光町政一期目３年が経過した今、

浪江町はＦ－ＲＥＩを核とし、駅前開発、企業誘致、そして移住定

住の促進と新たなまち社会が構築されようとしております。しかし

ながら、いまだ帰還困難区域においては荒野のごとく荒れ果て、町

民全てが安全、安心できる環境にないことは事実であります。 

   そこで、吉田町政１期目３年の中で、町長が思い描いた浪江町復

興とは何なのか、お伺いいたします。また１期４年もあと１年とな

りました。町民の多くは、前にも述べたとおり９割以上の町民は、

いまだ町外避難のままでありますけれども、町民全てが今後の浪江

町の変貌に期待し、精神のよりどころを浪江町に求めていることは

紛れもない事実であります。すなわち、吉田町政に期待するところ

の表れでもあります。町は全町民の生命財産を守ることが責務とさ

れております。そこで、町民の生命財産を守ることへの政治姿勢に

ついて、人の痛みの分かる吉田町長ならではのお考えをお伺いいた

します。 

   次に、精神的賠償問題についてであります。 

   一昨年、第５次追加賠償がなされました。この賠償基準は令和

４年３月７日、東京電力福島第一原子力発電所事故により避難した

住民等が損害賠償を求めた３件の集団訴訟に関して、最高裁判所は

国が示す中間指針等の基準を超える賠償を東京電力に命じた控訴審

判決に基づいたものであり、私は今までの賠償の差額分だと考えて

おります。そこで町長は５次追補についてどのように捉えているの

か、お伺いいたします。廃炉作業も遅々として進まない中、健康不

安と経済的不安が交錯し、明日をもしれない日々の暮らしに対する

今後の精神的賠償について、国、東電は明確に示しておりません。

私は今後について、当然浪江町民に対し全町避難解除まで精神的賠

償すべきであることを、６次追補という形で中間指針に盛り込むよ

う、政府交渉の中で国に対して訴えてまいりました。町長は今後の

賠償についてどのように考えているのか、お伺いいたします。 

   次に、医療介護費の無料化についてであります。 

   平成23年３月11日午後２時40分、けたたましい地響きとともに大

地震が発生し、津波、原発事故と連鎖的に被害が拡大し、貴い命と

今まで築き上げてきた家屋、田畑、日々の暮らしまでも浪江町から

全て奪ってしまいました。この世界に類のない原発事故の惨劇によ
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り、浪江町を後にしなければならない道理があるものでしょうか。

死の恐怖と明日をもしれない避難に対する不安が交錯する中で、お

互い励まし合い、生を求めてさまよい、あのとき味わった焦燥感は

生涯忘れることはできません。町長は当時県議でありましたけれど

も、思いは浪江町民、私どもと一緒だと私は思っております。 

   東京電力は、事故の詳細を町に対し通報連絡を怠り、多くの町民

は高濃度の放射性物質が降り注いだ津島地区に集団避難を余儀なく

されました。さらに国は原発事故を想定したＳＰＥＥＤＩ、いわゆ

る緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステムによる放射能拡

散予報をいち早く解析したにもかかわらず、その情報を町にもたら

すことはありませんでした。その結果、町民は国、東京電力からの

連絡がないまま避難を強いられ、放射線被曝という生涯にわたる健

康被害を与えられたことになったことは紛れもない事実であります。 

   長期化する避難生活が孤独死を生み、家族崩壊を招き、生活困窮

者が著しく増加し、ほとんどの町民は経済的不安、健康不安を抱え

ながら今を生きることが精いっぱいの状況であります。 

   町民にとって医療費、介護費の無料化の継続は切実なる願いであ

ることは言うまでもありません。しかしながら、国は被災者の現状

を無視し、避難解除から10年を目途に財政支援を打ち切ることを決

定いたしました。国は原発事故の加害者として被害者に寄り添った

財政支援はもちろんのこと、被爆者援護法と同等の恒久的な医療費、

介護費の無料化制度を確立すべきであると私は考えております。私

は毎年政府交渉の場において、被爆者援護法と同等の恒久的な医療

費、介護費の無料化制度を確立すべきだというふうなことを訴えて

まいりました。一旦了承した町の立場を考えるに難しいことも承知

の上で、あえてお尋ねいたします。町長は町民一人一人に寄り添い、

生命、財産を守ることが責務であることから、国に対して決定事項

の見直しを求めることがあるのか、そのお考えをお尋ねいたします。 

   これで第１回の質問は終わります。 

○議長（山本幸一郎君） 町長。 

○町長（吉田栄光君） 紺野則夫議員のご質問にお答えをいたします。 

   さきの吉田数博前町長の後を受けて、令和４年８月５日に町長に

就任して３年が経過をいたしました。町長就任前は県議会議員とし

てふるさとの復興に尽力してきたところでありますが、町長という

立場に変わり、多くの町民の方々の気持ちを背負い、非常に重い職

業になっていると、日々痛感しているところであります。町長就任

時から思い描いている復興は、町民の方々が幸せに暮らせる町、子

供たちの将来に希望が持てる町をつくることが、私の責務であると
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認識しております。また様々な社会変化に耐える持続可能なまちづ

くりを実現しなければならないと考えております。 

   私の座右の銘に継往開来という言葉があります。この言葉は先人

の事業や伝統を受け継ぎ、発展をさせながら未来を切り開くという

意味がございます。現在の浪江町はまだまだ復興の途中ですが、震

災以降にまき続けてきた復興の種は徐々に芽を出し始め、少しずつ

でありますが着実に復興は進んでおります。現在、浪江駅周辺整備

事業、福島国際研究教育機構Ｆ－ＲＥＩの誘致により、新たなまち

づくりの拠点が形成されつつあると同時に、十日市や大せとまつり

といったイベントが震災前に近い規模で開催できるようになり、少

しずつでありますが姿が見えてまいりました。今後数年で浪江町は

劇的に変化が起きますので、私が先頭に立ち、引き続き牽引してま

いります。 

   しかしながら、一口に復興といっても様々な課題が残り、代表的

なものとして医療福祉の充実、農林水産業の再生、帰還困難区域の

再生があります。第２期復興創生期間も最終年度を迎えております

が、次の５年間、新たなステージを進む大きな位置づけとなってお

ります。 

   紺野則夫議員の私に対しての質問は、お答えするに非常に大きな

ものがあります。加えて抽象的でありますが、改めて私の姿をひと

つお話をさせてください。 

   昨今、日本各地で豪雨等の自然災害が発生するなど、国民の不安

が増す中、我々被災地の実情は国民の記憶から風化をしている、そ

んな感じ方もしているところであります。私はこの３年間、職員と

共に日々一本一本、政策の木を増えているところであります。あの

東日本大震災のような震災が来ても、私は植え続けなければなりま

せん。その幾つかの木を代表する木をお話しさせてください。 

   まず１つは、町内外で暮らす町民を支える木。漁業、農業、林業

の一次産業を支える木。教育、福祉、あらゆる行政の充実を図る木。

働く場や町の経済を支える事業所や企業誘致、つまり産業を支える

イノベーションの木。駅前周辺などＦ－ＲＥＩを核とした学園都市

構想の木。先人がつくり上げてきた歴史、伝統、足跡を残す木。帰

還困難区域をなくし、森林を再生する木。まだまだたくさんありま

すが、このような木々に気づき、一緒に課題に挑戦し、植え育てよ

うとする方々が共鳴し、住みたい田舎ランキング１位という評価を

いただいたものと思っております。町民の帰還政策と移住政策に共

通するものであり、移住政策の根幹と考えております。帰還、移住

促進の木であります。今現在、議員の皆様や職員全員と復興と次代
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を担う多種多様な木を植え続けることが、町の将来の礎となること

でしょう。 

   植え続けるには木々の購入費など、相当の時間と財源がかかり、

これらの木々の維持管理も増してまいります。これら財源確保する

ことはもちろんでありますが、植える木々の選択や植える時期、順

番など、私の課せられた使命であると考えております。将来、これ

ら木々が大きな森となって、この地域を守り育てることが、地方創

生、共創、復興の姿、私の描く復興の姿であります。議員初め皆様

のご支援とご指導をお願い申し上げ、今後皆さんと一緒に、共に森

をつくってまいりたいと考えております。 

   次に、町民の財産を守ることへの政治姿勢についての問いであり

ます。 

   震災間もなく、私は捜索のその時間を共有したく、請戸地区に調

査に入らせていただきました。あの無残な状況は今でも記憶にあり

ます。その中で、現在の柴栄水産の交差点のところに焼香台があり

ました。そこに一文がありました。その内容は、生かされている

我々がしっかりとここを守り貫いていきます。安心してください。

双葉郡内きっての犠牲者の多い本町にあって、多くのご家族が悲し

む中で、恐らくは地元の犠牲になられたご家族が書いたものであろ

うと、今でもしっかりと記憶に残っております。昨今であれば、生

命、財産というおただしであれば、私は命、多くの犠牲になられた、

津波で犠牲になられた方々の命、それが私の心に残る大きな出来事

であったことをお伝えをしたいと思います。 

   質問にお答えいたします。 

   議員おただしのとおり、町民の生命と財産を守ることは、私の政

治姿勢の根幹であります。復興を推進する上でも最優先事項と位置

づけ、政策判断の基準としています。これまで平成29年３月に旧居

住制限区域及び避難指示解除準備区域での避難指示解除、令和５年

３月に特定復興再生拠点区域の解除と、様々な節目を迎えてまいり

ましたが、現在においても町全体の約８割の面積がいまだ帰還困難

区域に指定されており、発災から15年が経過した現在においても、

帰りたくても帰れない、多くの町民が今でも町外で暮らしている現

実を忘れてはならないと、常々思っております。現在、特定帰還居

住区域、復興再生計画に基づき、町民が一日でも早く帰還できるよ

う除染及び生活環境の整備について、関係機関と連携して進めてい

るところです。避難指示解除の進め方については、慎重に町民のご

意見を伺いながら進めていかなければならないものと考えておりま

す。 
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   いずれにしても、当町は浪江、幾世橋、大堀、苅野、請戸、津島

それぞれの地域によって成り立っているものであり、全ての地区が

避難指示解除されるまで、帰還、居住環境の整備を含め、複雑多様

化する住民ニーズに対応すべく、中長期的な十分な財源確保を引き

続き国に求め、安全安心なまちづくりを進めていかなければならな

い、そんな強い政治姿勢を貫いてまいりたいと思っております。 

   以上であります。そのほかの質問については、担当課長より答弁

をさせます。 

○議長（山本幸一郎君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（木村順一君） 大きい２番の精神的賠償の１番、一昨

年の５次追補をどのように捉えたのかのご質問にお答えいたします。 

   中間指針第５次追補は、原子力発電所事故に伴う損害賠償請求の

７つの集団訴訟の確定判決等を踏まえて、４次追補から９年ぶりに

見直しがされたものであり、過酷避難状況による精神的損害、生活

基盤の喪失、変容による精神的損害、相当量の線量地域に一定期間

滞在したことによる健康不安に基礎を置く精神的損害、自主的避難

等に係る精神的損害等が追加されました。町としましては、被害実

態に見合った中間指針の見直し及びＡＤＲ和解事例に基づいた直接

請求について、強く要望してきたことが形になり、原子力損害賠償

紛争審査会の決定に対しましては、一定の評価をしております。 

   次に、２番、今後の賠償について考えを問うにお答えいたします。 

   原子力損害賠償紛争審査会は、中間指針第５次追補において指針

はあくまでも目安であり、個別具体的な事情に応じて、相当因果関

係のある損害は全て対象になるとしております。町としましてはＡ

ＤＲセンター、原子力損害賠償紛争解決センターやＮＤＦ、原子力

損害賠償・廃炉等支援機構等の関係機関と連携し、賠償に関する情

報の周知や相談会の開催を行い、指針に基づき、町民の皆様が個々

の事情により受けた損害ついても適切に賠償されるよう、支援を継

続してまいります。 

○議長（山本幸一郎君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（松本幸夫君） 医療介護の無料化について、ご質問に

お答えいたします。 

   医療・介護保険等の窓口負担や利用者負担の免除措置等について

は、国では被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措

置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で終了することと

しております。既に避難指示が解除されている被災５市町村におい

ては、免除措置等が終了している状況でございます。見直しの内容

につきましては、被災12市町村が国と様々な協議を重ね、苦渋の決
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断の上、見直しに至った経過がございます。今後解除予定の区域で

は見直し内容が未定となっておりますが、免除措置等について既に

解除された区域と同様に、十分な猶予期間が設けられるよう、引き

続き国へ求めてまいります。 

○議長（山本幸一郎君） ７番、紺野則夫君。 

○７番（紺野則夫君） 町長の思いをお伺いして、今後浪江町がそのよ

うな形で一本一本の木を植えていく。そしてその木が森になり、皆

さんのいわゆる木陰になっていくと。非常に安心できる答弁をいた

だきました。 

   それと、医療に関する中身については不満ではあります。だけれ

ども、これ国が決定した事項であって町が受けた中身、そういった

中身について覆すのも非常に難しいことなのかなというふうに、私

は考えております。しかしながら、その覆す中身においても、当然

浪江町民が今の現状を見てみると、当然のごとくに医療費、介護費

の無料化によって今の生活が成り立っている、そういうふうなこと

を考えると、当然国に対して、少しでもいいから物を申して、浪江

町のいわゆる姿勢を、若干でもいいから国に対して求めていってほ

しいなというふうな気持ちもあります。賠償については答弁のとお

りだというふうに私は思っておりますけれども、やはり賠償に関し

ても、当然のことながら、少しでも浪江町民の今の生活を国に対し

て訴える機会があれば、その辺で訴えてまいりたい。これは町も議

会も当然一緒となってやらなければならないことなのかなというふ

うに、私は思っております。 

   質問でありますけれども、ここで私の一般質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。 

○議長（山本幸一郎君） 以上で７番、紺野則夫君の一般質問を終わり

ます。 

───────────────────────────────── 

◇横 字 史 年 君 

○議長（山本幸一郎君） 次に、１番、横字史年君の質問を許可します。 

   １番、横字史年君。 

［１番 横字史年君登壇］ 

○１番（横字史年君） １番の横字史年でございます。議長より許可を

いただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

   なお、質問方法としては通告書に記載のとおり、一括質問で行い

ます。 

   本日は大きく３つの重要事項を町長並びに教育長、そして関係各

位にお伺いしたく存じます。 
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   まず第１に、町長による対外発信の内容と浪江町の未来像につい

てお伺いします。 

   浪江町は近年復興の歩みを進めると同時に、再生可能エネルギー

の利用や水素の活用、さらには町内企業が携わる大阪・関西万博大

屋根リングなど、国内外から注目を集める取組が展開されています。

加えてＦ－ＲＥＩや復興牧場、駅前再開発など、多様な施設の完成

も期待されております。町長はその代表として、世界各国からの来

賓や現職の大臣、各省庁、県関係者など多方面の方々に対して接遇

されていると承知しております。 

   そこで伺います。町長は浪江町の現状を紹介される際、特にどの

ような点を強調しておられるのか。また現職の閣僚や各省庁に対し

て、現状をどのように説明されているのかお聞かせください。 

   外部から見て浪江町は、水素の先進地域、復興の象徴、もしくは

いまだ復興途上の町など、様々な見方があると思います。町として

はどのように評価されたいと考えておられるのかを伺い、町民が現

在思っている町の魅力と照らし合わせて、再認識してまいりたいと

考えております。特に産業誘致や移住促進の観点からもこの質問は

重要であり、町長のお考えを伺いたいと思います。 

   次に、町長は浪江町の未来像をどのように描いておられるのかに

ついて伺います。 

   現在進められている政策の発展によって、将来的にどのような産

業が育ち、町民はどのような生活を営むことができると考えておら

れるのか、お答えいただきたいと思います。 

   町民の中には、産業は確かに発展しそうだが、日々の生活がどう

便利になり、浪江町がどのように豊かな町になるのか見えにくいと

いう声も多く聞かれます。町として魅力が高まり、税収が増えた先

に、町民生活へどのような具体的恩恵がもたらされるのか、分かり

やすくご説明をお願いいたします。 

   次に、教育長の今後の教育方針について伺います。 

   なみえ創成小・中学校の校章は、地域から芽吹く若葉、グローバ

ルな視点、浪江の未来へ羽ばたくカモメを象徴しており、６年前に

前任の笠井教育長は、この校章を示しつつ、その志を胸に職務にあ

たられたと承知しております。 

   そこで伺います。 

   新たに就任された横山教育長は、現状の学校教育をどのように評

価し、どこに課題を見いだし、どのような教育を展開されるお考え

かお聞かせください。特に具体的な目標や今後のスケジュールなど

もお伺いしたいと思います。 
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   最後に、浪江町における飲食店及び小売店向けの振興施策につい

て伺います。 

   町内産業の振興を進める上で、飲食店や小売店は地域の日常生活

を支えるとともに、来訪者に町の魅力を伝える重要な存在です。ま

ず町として現状どのような施策により、飲食店や小売店の振興を図

っているのかお聞かせください。可能な限り網羅的にご説明いただ

き、現状の課題や今後の方針、検討中の施策などがあれば併せてお

答えをお願いいたします。 

   次に、なみえげんき商品券について伺います。 

   この商品券の財源とこれまでの実績についてご説明ください。ま

た完売と伺っておりますが、今年度の成果や来年度の継続予定など

についてもお聞かせ願います。 

   以上で１回目の質問を終わります。答弁を求めます。 

○議長（山本幸一郎君） 町長。 

○町長（吉田栄光君） 横字議員のご質問にお答えいたします。 

   町長による対外発信内容と町の未来像についてということであり

ます。この質問も非常に重い質問でありますが、最近でありますけ

れども、あの震災当時お世話になりましたサウジアラビア日本大使

に本町に来町いただきました。様々な要人の方々がおいででありま

すけれども、まずは最初に申し上げることは、あの震災事故当時か

らお世話になった御礼であります。サウジアラビア国にはＬＰガス

等々、様々なエネルギーの支援をいただいた経過もございます。今

現在も非常にこの原発事故の被災地に対して、関心をお持ちしてい

ることも確認ができました。また現職の各省庁、そして現職大臣で

ありますが、この14年間の歩みの中で、今当町が復興がここまで来

ている。その現実、現状をしっかりと見ていただく。そして我々は

この復興の先、議員がおっしゃる未来像について、しっかりとお伝

えをしているところであります。その上に立って、幾つか細部につ

いて質問にお答えをいたします。 

   東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故から15年目に入りま

したが、そのような中で、私は特に国に対して強くお伝えしている

ことは、柔軟かつ十分な復興財源の確保であります。被災地はそれ

ぞれ復興の進捗が異なっており、当町においてはＦ－ＲＥＩ周辺環

境整備を含めた駅周辺整備事業や、持続可能なまちづくり基盤とな

る民間投資を呼び込む産業団地整備など、第３期目復興創生期間に

おいて、本格化していく復興事業を切れ目なく実施していくため、

必要な予算額を柔軟な制度の運用を訴えているところであります。 

   ２つ目に、帰還困難区域の再生についてであります。 
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   先に避難指示解除された地域の復興が進む一方で、町の面積の

８割を占める帰還困難区域では、今も避難指示が続いております。

昨年特定帰還居住区域復興再生計画の認定を受け、既に一部の地域

で環境省による除染、解体が始まっておりますが、帰還意向が示さ

れない土地、家屋等も含めた帰還困難区域全ての避難指示解除のた

め、全域での避難指示解除に向けた方針を早期に示すよう、求めて

いるところであります。さらに帰還困難区域の９割が森林となって

おりますが、国有林含め民有林、森林の管理方針、様々な課題を解

決しながら、この林のなりわいを回復させる、これが帰還困難区域

の本町の大きな意義の一つとなっております。これらも強く訴えた

ところであり、与党提言の第14次提言にこれらが入ったものと思っ

ております。 

   ３つ目に、農林水産業再生に向けた支援についてでありますが、

町の主要産業であった農業の復興に向けては、カントリーエレベー

ターなど主要施設が完成し、各地区で圃場整備も進み始めておりま

す。少しずつでありますが、農業に取り組む環境が整いつつある一

方で、原発事故の除染作業によって、我々の先祖が築き上げてきた、

育んできた土、これらは残念なことでありますけれども、表土の除

染ということで剝ぎ取られたわけであります。これらをポジティブ

に考えれば、日本全国を見渡すと、戦後80年になりましたが、日本

の農地は化学肥料で追い込まれてきた農地がほとんどであります。

このまま化学肥料を追い込んで、農業を100年以上も続けていく。

これらに対して疑義を唱える研究者もおられます。そんな中で、私

は復興牧場、公設民営でありますが、復興牧場の建設が進められて

おります。表土を剥ぎ取るというような作業は、日本全国見てもこ

の被災地しかないでしょう。そういった農地を耕畜連携による有機

の投入による土壌の回復、これらをしっかりと私は進めていかなけ

ればいけない。その思いを関係大臣、閣僚にお伝えをしているとこ

ろであります。まだまだありますが、引き続き私が先頭に立ち、復

興を着実に進め、浪江の未来の復興の姿を現実に、議員皆様と共に

進めてまいる考えであります。 

   次に、町長は浪江町の未来について、現在の政策発展によって町

にどのような産業が発展し、町民はどのような生活ができるよう考

えていますかという問いただしであります。 

   現在町が総力を挙げて進めている復興は、町の最上位計画であり、

浪江町復興計画第三次前期基本計画に基づき、進めているところで

あります。今年度は令和８年度から12年度まで５年間を計画期間と

する後期基本計画策定を進めており、これまで各施策、取組を次に
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ステップアップさせていく段階に入っているものと考えております。

町はこれまで震災前、産業の再生支援はもとより、水素タウン構想

の策定やエネルギーの地産地消の取組、最新設備を備えた大規模畜

産施設を中心とした耕畜連携、施設間でエネルギーを効率的に融通

する駅周辺整備事業、Ｆ－ＲＥＩと融合したまちづくりの指針であ

る浪江国際研究学園都市構想の策定など、未来のまちを形づくる柱

の一つとして、再生可能エネルギーをまちづくりに取り入れながら、

先端産業の誘致を進めてきました。今後はこれらの産業を地域に根

づかせ民間投資を呼び込むなど、地域産業が持続的に成長すること

で居住人口が増加し、税収の安定化、公共サービスの質の向上、子

供からお年寄りまで住民一人一人が主役となり、その立場でそれぞ

れが輝けるよう、活力あるまちとなっていくことを思い描いており

ます。加えてＦ－ＲＥＩの誘致、我々はかなえました。時々申し上

げておりますが、Ｆ－ＲＥＩ研究施設は浪江町だけのものではあり

ませんというお話をいたします。当然、立地町としては大きな責任

も抱えております。このＦ－ＲＥＩは今後2040年の人口減少社会や

社会の変化、環境の変化、そして我々の大きな課題となる第一原発

の廃炉を含めた様々な地域課題、東北、国内における地域課題、こ

れらについて研究されるものと思っております。実証から実用、産

業化、様々な期待が持てます。我々はこのＦ－ＲＥＩや様々な復興

施策、民間投資によるこの浪江町の新たな雇用を含めた経済活動を

期待しているところであります。期待するだけでなくて、我々行政

はどのような形でこれらと共有しながら復興、経済を回していくか、

それを今考えており、学園都市構想等についても、これらが基本的

な考え方から進んできたものと思っております。今後とも持続可能

なこの浪江町地域づくりに邁進していく考えでありますので、産業

発展が今以上に地域を守りゆくものと、私は期待をして進めている

ところであります。 

   以上でありますが、そのほかのご質問に対しては、担当課長より

答弁をさせます。 

○議長（山本幸一郎君） 教育長。 

○教育長（横山浩志君） それでは、学校教育を評価し、どのような教

育を実践していくのかについてのご質問にお答えいたします。 

   このたび浪江町教育長として就任しました横山浩志でございます。

まず初めに、私にこのような重責をお任せいただいたことに、心か

ら感謝を申し上げます。 

   浪江町は震災と復興を経て、今まさに新たな未来へと歩みを進め

ている町です。その中で、教育は地域の希望を育む根幹であり、子
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供たちの可能性を広げる力そのものです。なみえ創成小学校、中学

校は浪江町の復興シンボルとして、まちの再生と未来への希望を体

現する存在です。この学校に通う子供たちが地域の歩みを学び、誇

りを持って成長していく姿は、私たち大人にとっても大きな励まし

となっております。私は校長のときに、他者との対話や協働を通し

た学びが不足していることから、心の教育の重要性を強く感じてお

りました。その実践の一つとして、哲学対話を授業に本格的に導入

してまいりました。子供たちが自ら問いを立て、仲間と対話を重ね

ながら考えを深めていく姿は、教育の本質を改めて教えてくれるも

のでした。現在では保護者の皆様にも哲学対話にご参加いただく機

会を設けており、対話を通じた心の教育についてご理解をいただい

ております。今後のことですが、地域と学校が一体となって子供を

育てるコミュニティスクールの設置を進めてまいりたいと思います。

保護者や地域の皆様と連携を強化することが、非常に重要となって

おります。教育は学校だけでなく、地域全体で支えるものです。皆

様の知恵とお力をお借りしながら、共に歩んでいきたいと考えてお

ります。 

   さらに、浪江町に設置された福島国際教育研究機構Ｆ－ＲＥＩと

の連携を通じて、国際理解教育の推進と、福島ならではの復興地を

活用した学びを展開してまいります。震災からの歩みを学びに変え、

世界とつながる教育を実現することで、子供たちが地域の誇りと国

際的な視野を併せ持つ人材へと成長していくことを目指します。 

   教育は未来への投資です。浪江町の子供たちが思いやりと対話の

力を持ち、地域と世界をつなぐかけ橋となるよう全力で取り組んで

まいります。どうぞ今後ともご理解とご協力を賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（山本幸一郎君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（蒲原文崇君） それでは、大きな３番、浪江町におけ

る飲食店及び小売店向けの振興施策についての（１）現状はどのよ

うな施策によって振興を図っているかのご質問にお答えしたいと思

います。 

   議員おただしのとおり、町の復興再生には小売店や飲食店など、

生活に密接に関連した事業者の再開、出店も必要不可欠であると考

えております。そのため避難指示解除後からこれまで、様々な補助

制度を設け支援をしてまいったところでございます。事業再開や新

たに創業する方のハード的な支援策については、県の事業再開補助、

創業補助またはグループ補助金などがありますので、町としてはソ

フト的な施策を中心に支援を行っております。まずは町内再開事業
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者等光熱費等支援補助金、それから町内飲食店食材費調達支援補助

金でございますが、こちらについては町内で操業する事業者が継続

的に経営ができるようにという形で整備した施策となっております。

さらには各店舗の購買者、利用者を増やすために、夜間交通事業者

補助金やプレミアム付き商品券の発行など、さらには町内にて新た

に出店を考えている方には、まち・なみ・まるしぇのチャレンジシ

ョップを利用いただくなど、町内での創業を後押しする支援も行っ

ております。その結果、郡内の他市町村と比較しても多くの飲食店

や小売店が操業している結果となってございます。しかしながら、

まだまだ生活を下支えする店舗、事業者が不足しているとの声をい

ただいております。引き続き復興の進捗を見ながら、状況に応じた

効果的な支援を講じてまいりたいと考えております。 

   続きまして（２）なみえげんき商品券についてのご質問にお答え

いたします。 

   本年９月末までの使用期限であるなみえげんき商品券につきまし

ては、政府の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とし

まして、お一人様２万円を上限として４月下旬から販売を開始し、

７月22日に完売をしたところでございます。ご利用いただける町内

事業者には104店舗にご登録いただき、町民、事業者双方から大変

ご好評をいただいているところでございます。過去これまでのプレ

ミアム付き商品券の実績といたしましては、当初避難地域に特化し

た帰還促進・事業再開支援事業を財源に、平成29年から令和４年度

の間、プレミアム率50％の商品券を販売しておりました。この事業

は、帰還した町民の負担軽減と町内で再開した事業者の購買者を増

やすという目的の事業であり、市町村ごとに配分額が決められてお

りました。配分額に達した後は、全国的な物価高騰対策である新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や物価高騰対応重点

支援地方創生臨時交付金などを活用し、その財源の範囲内にて継続

的に商品券の販売を行っておりました。町としましても、町内事業

者の経済効果が高まる施策として、非常に有効な事業として捉えて

おりますが、一方で国などからの有効な財源の支援がないと、継続

的に事業展開することは困難と捉えております。町といたしまして

も、復興途上である町の現状を国に伝え、帰還促進・事業再開支援

事業の再開を求めているところでございます。 

   説明は以上でございます。 

○議長（山本幸一郎君） １番、横字史年君。 

○１番（横字史年君） 今いただいた答弁を基に、再質問させていただ

きます。 
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   まず、町長への大きな質問について再質問させていただきます。 

   様々な方に、現状の浪江町の復興状況についてご説明しているこ

とを理解できました。その上でお伺いしたいのが、実際にそういう

お話をされた後にそれぞれの、例えば海外の来賓でしたり各関係省

庁の方々は、それに対してどのように反応しているのか、もし印象

的な出来事等ありましたら、その代表的なものをお伺いしたいです。 

   次に、１の（２）の質問についての答弁でいただいた内容につい

て、税収が増加した後に、最終的には公共サービスの向上、そして

雇用が増えることというものを具体的に示されていました。この公

共のサービスの向上というものについて、具体的にどのような公共

サービスを向上しないといけないのか、どうお考えなのかお伺いし

たいです。 

   次に、２番目の大きな質問、教育長に再質問させていただきます。 

   様々な取組を今進められようとしていること、人と国、そして地

域を巻き込んだ教育を進めようとしていることを理解しました。そ

の上で、再質問として具体的にお伺いします。義務教育にとどまら

ず、教育長としては町内の生涯学習全般についても、その管轄に置

いていると理解しております。つきましては、学校教育以外の町民

の健康、スポーツの振興、図書館や防災教育もしくは文化的な分野

についてどのように取り組まれるおつもりなのか、お伺いいたしま

す。 

   最後の３の１、現状どのような施策があるかについて再質問をさ

せていただきます。 

   今例を挙げていただいた様々なソフト面の施策のうち、どのよう

にそれぞれの振興策を課内で評価して、そしてどれが一番効果的だ

ったというふうにお考えなのか、お伺いいたします。 

   そして次に、なみえげんき商品券についても再質問いたします。 

   様々な自治体でも同じようなプレミアム商品券が配布されており

ますが、経済効果を分析した様々な論文や報告を確認いたしますと、

プレミアム率が高ければ高いほど効果的とは限らないという分析が

ございました。そして浪江町の地理的制約も踏まえて、既存店舗の

活性化と新規参入促進を両立するためには、よりよいプレミアム商

品券の開発が必要かと考えます。その上で、現状の50％というプレ

ミアム率や、本年ですと９月末までという有効期限の設定について

はどのようなお考えに基づいて判断されたのか。そして、改善する

部分があるとすればどのような部分なのかについてお伺いしたいと

思います。 

   ２回目の質問は以上です。答弁を求めます。 
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○議長（山本幸一郎君） 町長。 

○町長（吉田栄光君） 横字議員の再質問にお答えいたします。 

   まず最初の１つ目でありますが、様々な国とのお話の中で、その

成果またはその中身について幾つかあればというような質問でした。 

   これは全てお話しするわけにいきませんが、様々な復興計画の中

で、一定の国にお認めをいただいて進めていく中で、最終的に財源

調整等を含めた制度上の様々な整理となってまいります。これらに

ついて若干の差異が生じたり、または時期等々含めて採択になって

その後執行されるまで、まずは竣工するまでというような様々なく

くりがあったりします。今の実情をしっかりとお伝えをしながら、

この浪江の今の復興の事業の環境に応じた、進めていくべきときの

環境に応じた柔軟な対応を国にお願いをしたいというようなことを

しながら、駅前含めて子供の教育環境やそういったものを、今進め

てきております。それら詳細については、ここでなかなかお答えし

にくい部分もありますので、ひとつご理解をいただきたいと思って

おります。トータル的に言えば、様々なことでスムーズにいくもの

もありますが、国との調整が非常に大事だということであります。

その細部までしっかりと、私はじめ職員が一丸となって傾注してい

るのが、今の進め方であります。また行政サービスについてであり

ますが、この15年たとうという中で、我々は特異的な時間軸を今生

きているところでありますけれども、この国民の理解をいただきな

がら、復興税として様々な復興事業を進めていく、様々な支援をい

ただく。これは原発事故でありますから、廃炉が終わるまでとかま

た全ての地域が解除になるまでとか、様々な考え方があるかと思い

ます。かといっても、いずれ10年先か20年先かまだ見えてはおりま

せんが、我々が行政としてしっかり自立をしていかなければいけな

い場面も、想像しなければなりません。その上に立って、行政サー

ビスというものはどういうものかと考えたときに、私は常々申し上

げているように、企業誘致や民間の投資を促していく、これは行政

サービスに必要な財源であります。つまり、分かりやすく言えば税

収かもしれません。我々がこの経済活動をする中で、行政として町

民の方々から大事な血税を頂いて、これらを活用して行政サービス

をしていくというのが基本的な考え方でございます。今は国、県か

ら支援をいただいておりますが、我々が基本に返って、行政のある

べき税収含めた財源、トータル的な町の運営、これらを勘案しなが

ら、様々ほかの団体とおごることない行政サービスを進めていくこ

とが、私は肝要かと思っております。常々この復興でありますけれ

ども、復興と同様に、復興の裏返しには町民に対する行政サービス



- 83 - 

が大事だと思っております。これらを一つずつ、15年でできること、

震災から20年でできること、辻々で我々は自らできる行政サービス

について、しっかり検討しながら、町民そして議会の方々にお話を

してまいりたいと思っております。 

   以上です。 

○議長（山本幸一郎君） 教育長。 

○教育長（横山浩志君） では、再質問についてお答えいたします。 

   町内の生涯学習全般についてですけれども、まず生涯学習の推進

につきましては、義務教育と並んで町の教育行政における大変重要

な柱であると認識しております。町民お一人お一人が年齢や生活状

況に応じて主体的に学び続けられる環境を整えることが、心豊かで

活力ある地域社会の形成につながるものと考えております。具体的

には、健康増進やスポーツ活動を通じた体力向上と交流の促進、図

書館を拠点とした読書活動や情報活用能力の育成、さらには防災教

育をはじめとする地域課題に即した学習機会の充実など、幅広い分

野での取組を進めてまいりたいと考えております。特に震災を経験

した本町においては、防災や減災に関する学びを次世代へ継承する

ことも大きな使命であると受け止めております。前任の教育長がま

いた種を継承、発展させつつ、地域ニーズの変化に応じた柔軟な運

用を進めていきたいと考えております。義務教育の充実はもとより

生涯学習の推進にも力を注ぎ、町民の皆様が学ぶ喜びを実感できる

ような施策を展開してまいる所存でございます。ご理解を賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

   以上でございます。 

○議長（山本幸一郎君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（蒲原文崇君） 再質問にお答えいたします。 

   まず、３の（１）小売店、飲食店の振興施策について課としてど

のように評価して検証しているのかというご質問にお答えしたいと

思います。 

   まず、小売店、飲食店につきましては、解除当初でございますけ

れども、私当時担当としておりますけれども、町内で再開してもら

いたい、創業してもらいたいというお話をさせていただいたところ、

なかなかやはり帰還者の動向が見込めない中で、町内での創業とい

うのは難しいという声を多くいただいておりました。その中でも手

を挙げていただいた事業者さんがおりまして、その方々に震災当初

からいろんな事業を展開していただいておりましたけれども、その

方々がやはり浪江に来て商売をしてやっぱり駄目だったということ

を見せてはいけないだろうと、しっかりと先進事例として浪江でも
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商売ができるんだよという形を見せていかなくちゃいけないんだろ

うという形で、避難指示解除当初は、そういった方々の継続的な経

営というのを支援するための施策として、いろいろ講じておりまし

た。その中で、事業者向けの光熱水費補助であったりとか、プレミ

アム商品券により購買者を増やすという取組については、非常に効

果的な取組で、継続経営について支援ができていたのかなというふ

うに分析をさせていただいております。今後についてどのような考

えかということにつきましては、ある程度町の将来像というか方向

性も見えてきたところでございますので、今後はそういった継続支

援の観点から、これまで本当に浪江町で商売ができるのかというこ

とで様子見をしているような方々に対して、後押しをするような創

業支援であったりスタートアップ支援、そういった部分のほうにい

ろいろと施策を講じていかなければならないのかなということで、

課の中では検討しているところでございます。 

   続きまして、２つ目のプレミアム付き商品券でございます。 

   まず、プレミアム率の考え方でございますが、当町の買物環境は、

現状は先の質問でも答弁させていただいたとおり、まだまだ不十分

な状況にあり、店舗の数、品ぞろえの数が少ない状況であります。

また物流が完全に再開していないこともあり、価格面についても若

干割高な面もあり、町民の方からの聞き取りでは、大きな価格的な

インセンティブがなければ品ぞろえが多い他市町村の店舗で購入す

るなどの声も聞いております。そういったこともあり、50％のプレ

ミアム率と設定をさせていただいているところでございます。また

有効期限の考え方でありますが、財源の制度目的に照らして設定を

させていただいております。今年度の財源は物価高騰対策の予算で

ありまして、昨年度、令和６年度の政府補正予算でありましたので、

速やかな消費を促すというために９月30日までとさせていただいた

ところでございます。当初、過去やっていた帰還促進・事業再開支

援事業を財源としたときには、様々な使い方に対応すべく、有効期

限を最大限に設けていたところでございます。今後財源のめどが立

ち、事業継続をする場合には、議員からご指摘いただいた点も踏ま

えて制度を検討してまいりたいと考えております。 

   以上でございます。 

○議長（山本幸一郎君） １番、横字史年君。 

○１番（横字史年君） 再々質問させていただきます。 

   １番目について（１）、（２）をまとめて町長にお伺いいたしま

す。 

   まずは何よりも国との折衝、そして実際にその制度等を用いてし



- 85 - 

っかり産業をつくる、それに一番取り組んでいるというような印象

を受けております。その上で、お答えづらいかもしれませんが、具

体的に税収が現状のどのくらいの税収になれば、改めて町の公共サ

ービスの向上もしくは様々な部分に適切な予算をつけられるとお考

えでしょうか。我々町民からすれば、目の前の生活の向上が一番の

懸念事項となっておりますので、具体的な目安を教えていただき、

それに向けて町民や誘致される産業、企業さんも、全体で考えて町

の発展につながればと思います。 

   続きまして、教育長へ再々質問をさせていただきます。 

   生涯学習全般について、特に図書館の活用、Ｆ－ＲＥＩとの連携

の様々なお話がございました。ただ一方で、私も聞き取りをしたと

ころ、やはり予算が一番ないので、なかなか生涯学習教育全般に対

しても充実できないのではないかというような考えが浮かびました。

そこで再々質問をさせていただきます。教育長はお考えの施策等を

進める上で、一番ネックとなっているのは予算なのでしょうか。お

考えをお伺いいたします。 

   最後に第３の質問事項、町内の振興策について再々質問させてい

ただきます。 

   どのような経緯で50％のプレミアム商品券になっているのか、そ

して、これまで振興施策がそもそも避難されてしまった事業者を町

内に戻すための取組を中心に考えられていることについて理解いた

しました。その上でお伺いしたいのが、こちらもまた一般財源では

なく特定の財源に基づいているという答弁について、例えば物価高

騰の特別な財源がなければ町では独自でげんき商品券を提供できな

いとなりますと、この継続自体が危ぶまれると思います。つきまし

ては、例えばプレミアム率を減らすなどして、少しでも一般財源等

を基にしてこの施策を継続できないかということについて、どのよ

うなお考えをしているかお伺いいたします。 

   ３回目となりますので、私の再々質問をもって一般質問を終わら

せていただきます。 

○議長（山本幸一郎君） 町長。 

○町長（吉田栄光君） 横字議員の再々質問にお答えをいたします。行

政サービスと財源というような視点の再度のご質問かと思っており

ます。 

   震災前からこの地方の団体にあっては、地方交付税が措置されて

おります。その考え方の一つとしては、人口と面積でありました。

今現在当町はどういう状況かというと、７割強が国・県からの交付

金で賄っていただいて、特異的に進んでいるところであります。そ
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の一方で、先ほど申し上げた平時のような考え方からすれば、今現

在町民の多くの方々が住民票を持ったまま避難をしていただいてい

るような状況であります。これ交付金等を含めた依存財源で我々は

今進めているわけでありますけれども、その状況の中の質問だと解

釈をいたしますが、ある意味金額等、どれだけの税収があればとい

うような金額等は、私は今ここでお話しすることは差し控えさせて

いただきます。ただ言えることは、復興の最中でありますけれども、

公設的な復興事業が多く進んでおりますが、民間投資による税収を

財源とするものが今後、我々の町にとっては必要かと思います。あ

る意味公共的な公設的なものが復興を牽引する初期的なものであれ

ば、今後先ほどから答弁で申し上げているとおり、様々な環境変化

によって民間投資による税収が今後我々は多くなっていく、そうい

った想像をしながら行政サービスを進めていくというような基本な

考えであります。今後どれだけの税収があったらできるのかという

ことは、非常に重いご質問でありますし、あえて今ここでお答えは

できかねません。ご理解をいただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（山本幸一郎君） 教育長。 

○教育長（横山浩志君） では、再々質問についてお答えいたします。 

   予算がネックになっているのかということでございますけれども、

まず予算ではなくてマンパワー不足ということで、現在正職員６名、

応援職員等による業務がちょっと偏っているという現状がございま

す。そこで私が目指している、やはり対話によって新しいアイデア

を生み出すとか新しいイベントの企画とか、そういったところで予

算にかかわらずいいものを生み出していくことが非常に重要になっ

てくるかと思いますので、そのような形で取り組んでいきたいと考

えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（蒲原文崇君） プレミアム付き商品券の一般財源での

執行についてのご質問にお答えしたいと思います。 

   まず、先ほどの答弁のとおり、町の買物環境については非常にま

だまだ厳しい状況であること、これについてはしっかりと国のほう

に求めてまいります。その支援をしていただくというところを求め

ていくというのが肝要かなと思っております。仮に一般財源でやっ

てしまうと、それは解決済みだという形で支援がなくなってしまう

可能性があるということで、これまでも今もしっかりと国に求めて

いるところでございます。その上で先日国の経産省の概算要求の説

明がありました。その中で今回の帰還促進・事業再開支援事業につ
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いて、概算要求の中に盛り込まれている内容になりまして、しっか

りとそういった意味で国のほうには求め続けていきたいと考えてお

ります。 

   以上でございます。 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） 以上で１番、横字史年君の一般質問を終わり

ます。 

   ここで10時25分まで休議いたします。 

（午前１０時１１分） 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） 再開します。 

（午前１０時２５分） 

───────────────────────────────── 

◇佐 藤 勝 伸 君 

○議長（山本幸一郎君） ２番、佐藤勝伸君の質問を許可します。 

   ２番、佐藤勝伸君。 

［２番 佐藤勝伸君登壇］ 

○２番（佐藤勝伸君） 議長のご承認をいただきましたので、一般質問

をさせていただきます。 

   私が議員として活動する中で、町民の皆様と様々な場面で交流す

る機会がありました。その中で寄せられた声のうち、特に重要と考

えられる課題について整理し、今回の一般質問に取り上げさせてい

ただきます。 

   まず、帰還を望む高齢者の不安についてです。 

   多くの方々が地元に戻りたいという強い思いを持っている一方で、

最大の懸念は健康面にあります。現在の避難先は都市部にあり、医

療機関が充実しているため、安心して生活できている状況です。し

かし、地元には十分な医療体制が整っていないという不安があり、

この医療機関の格差が帰還への決断を妨げております。少しでもこ

の差を縮めることが、帰還促進の鍵になると考えます。また帰還さ

れたとしても、元気なうちは自立した生活が可能ですが、いずれ介

護が必要になる可能性があります。地元に介護施設が整備されてい

ない場合、再び町外へ移らざるを得なくなり、せっかくの帰還が一

時的なものになってしまいます。これは町の持続的な人口定着にも

影響を及ぼす重要な課題です。 

   次に、子育て世帯からの要望についてです。 

   保健師による支援体制への不安や、乳幼児用品の不足といった声

が寄せられております。特にドラッグストアなどの生活必需品を扱



- 88 - 

う店舗が町内に少ないため、ネット通販や……。 

○議長（山本幸一郎君） 質問中大変すみません。内容が一問一答なの

で、先ほどの答弁をいただいてから次に進んでいただいていいです

か。 

○２番（佐藤勝伸君） すみません、質問１で一括という意味にはなら

ないんですか。 

○議長（山本幸一郎君） 暫時休議します。 

（午前１０時２８分） 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） 再開します。 

（午前１０時２８分） 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） 答弁者は。 

   休議します。 

（午前１０時２９分） 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） 再開します。 

（午前１０時３０分） 

───────────────────────────────── 

○２番（佐藤勝伸君） 質問事項１、町の医療、福祉体制の充実につい

て。 

   ①住民の安心と健康のため、医療福祉サービスの現状と課題につ

いて、町の認識をお伺いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（松本幸夫君） ご質問にお答えいたします。 

   医療につきましては、平成29年３月に浪江国民健康保険浪江診療

所を開設し、内科及び外科の診療を開始しました。その後整形外科、

小児科の診療科目の追加、訪問診療の開始、民間調剤薬局の進出、

小児科オンライン診療の開始など医療体制の充実を図ってまいりま

した。しかしながら、専門診療科については町外の医療機関にかか

らなければならない状況にあるため、引き続き町内の医療体制の充

実に努めてまいります。 

   次に、町内での福祉、介護サービスにつきましては、福祉関連事

業所が１事業所、介護関連事業所が５事業所でサービス等を提供し

ておりますが、利用するサービスによっては町外の事業所を利用し

ている状況にあります。課題としましては、今後増加するサービス

利用者に対し、そのニーズ等を分析しながら、適切なサービスを提

供できる体制づくりであると考えており、引き続きこれらの課題の
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解決に向け取り組んでまいります。 

   以上でございます。 

○２番（佐藤勝伸君） では、②。 

   医療分野では施設数、配置、アクセス、急患対応、医療従事者確

保、非常事態医療、予防医療などの現状と今後の計画についてお伺

いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（松本幸夫君） ご質問にお答えいたします。 

   町内の医療施設につきましては、医科診療所が１、歯科診療所が

２、調剤薬局が１となっております。なお、現在浪江町内に医療機

関を設置したい旨の問合せを１件受けており、先方の意向と町内の

状況のマッチングを行っている状況です。アクセスにつきましては

正確な数字を把握しておりませんが、浪江診療所に来院される方と

しましては、自家用車の利用が最も多いと思われます。また、自家

用車がないなど移動手段が限られている方は、デマンドタクシーな

どを利用をされているようです。緊急対応につきましては、浪江診

療所は一次医療機関として対応が限られておりますので、重篤な患

者につきましては、近隣の医療機関と連携して、受入れ対応をお願

いしております。医療従事者の確保につきましては、浪江診療所に

おいては常勤医師を中心に非常勤医師、看護師、診療放射線技師、

医療事務などの医療従事者がおり、現在充足しております。不足す

る場合または不足が予想される場合、その都度募集を行い、補充し

てまいります。非常時対応につきましては、浪江診療所も災害対策

本部の指揮下で傷病者の対応等に当たることになりますが、一次医

療機関として対応が限られておりますので、近隣の医療機関、県及

び関係機関と連携して対応してまいります。予防医療につきまして

は、一次予防の事業としてダンベルを使ったロコモはなまる教室や

歩行力アップ事業、自分で血糖セルフチェックなどの実施により、

健康づくりを促進し、二次予防の事業として健康診査やがん検診の

受診促進、働き世代を対象とした特定保健指導などの実施により、

生活習慣病をはじめとした傷病の早期発見と重症化予防を図ってお

ります。今後は双葉郡の中枢を担う県立大野病院の後継医療機関が

設置され、郡内の医療提供体制の再構築が進んでいくと考えられる

ことから、町内の医療体制についても連携を図りながら、よりよい

医療環境づくりを進めてまいります。 

○議長（山本幸一郎君） 暫時休議します。 

（午前１０時３５分） 

───────────────────────────────── 
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○議長（山本幸一郎君） 再開します。 

（午前１０時３６分） 

───────────────────────────────── 

○２番（佐藤勝伸君） 再質問いたします。 

浪江町には現在浪江診療所が設置されていますが、住民の医療ニ

ーズに対して十分な対応ができているとは言えません。特に眼科、

耳鼻科、皮膚科などの専門診療科に対する需要が高く、住民は南相

馬市など町外クリニックに通院せざるを得ない状況です。そのため

通院にかかる時間、経済的負担が大きく、生活の質にも影響を及ぼ

しております。浪江町の第三次基本計画においては、広域連携の推

進が掲げられていますが、その具体的な内容について住民としては

詳しく知りたいと考えております。もし町内で専門クリニックの整

備が難しいのであれば、交通網の整備や移動支援などにより通院の

負担の軽減を図るなど、総合的な対策を講じていきたいものですが、

どうお考えでしょうか。 

○議長（山本幸一郎君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（松本幸夫君） 令和11年度以降になりますが、大熊町

のほうに県立大野病院が設置されることとなりますので、そちらの

ほうとの連携を強化していきたいと考えてございます。その際につ

きましても、交通機関に関しても整備がまだされていないところも

ございますので、その辺を含めてまた検討を進めていきたいと思っ

ております。 

   以上でございます。 

○議長（山本幸一郎君） ２番、佐藤勝伸君。 

○２番（佐藤勝伸君） では、具体的な話というのはまだないというこ

とでよろしかったでしょうか。 

○議長（山本幸一郎君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（松本幸夫君） 今現在においては、具体的なお話はご

ざいません。 

○議長（山本幸一郎君） ２番、佐藤勝伸君。 

○２番（佐藤勝伸君） ３番目。福祉分野では高齢者施設、障害者施設、

子育て支援サービスなどの現状と今後の計画についてお伺いいたし

ます。 

○議長（山本幸一郎君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（木村順一君） ご質問にお答えいたします。 

   介護関連施設につきましては、令和４年７月に開所したふれあい

福祉センター内に通所介護施設を設置しまして、平成29年３月の一

部避難指示解除から約５年が経過した時期に、介護サービスを提供
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することができました。今後の計画については、住民のニーズを把

握し、町内での最適な介護サービスを提供するため、次期介護保険

事業計画を策定してまいります。 

   次に、障害者支援については、ふれあい福祉センター内にＮＰＯ

法人コーヒータイムが事業所を設置しております。また二本松市内

にはＮＰＯ法人コーヒータイム及びＮＰＯ法人アクセスホームさく

らが事業所を設置しています。そのほか町内で障害をお持ちの方の

施設利用にあっては、近隣の事業所によりサービスが提供されてお

ります。今後の計画につきましては、郡内に児童発達支援センター

の整備が検討されているように、広域的な支援体制を継続するため、

引き続き関係市町村や事業所との連携を強化していきたいと考えて

おります。 

   次に、子育て支援サービスについて、子育て支援、家賃補助、出

産祝い金、乳幼児医療等の９事業と役場内の浪江町こども家庭セン

ターやふれあいげんきパークにおいて、専門職による子育て相談事

業を実施しております。また親子の触れ合いや親同士の交流のため、

子育てサロンを実施しております。今後の計画については、ファミ

リーサポートセンター事業の充実や、浪江町こども計画に沿った子

育て支援事業の実施を図ってまいります。 

   以上です。 

○議長（山本幸一郎君） ２番、佐藤勝伸君。 

○２番（佐藤勝伸君） 今後介護の必要な人数の推移の把握と、こちら

が整備する予定、このような数字の整合性というのは取れているん

でしょうか。 

○議長（山本幸一郎君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（木村順一君） ご質問にお答えします。 

   今現在、第９期の介護保険事業計画ということで、その計画の人

数やサービス提供の量に基づいて、介護サービスが提供されていま

す。今後は10期の事業計画、令和９年度からですか。来年策定時期

になりますけれども、そちらのほうで事業量を把握しながら、人口、

サービス提供者の量も把握しながら計画を進めていくことになりま

す。 

   以上です。 

○議長（山本幸一郎君） ２番、佐藤勝伸君。 

○２番（佐藤勝伸君） では、４番目にいきます。 

   包括ケアシステムの実現のための体制に対する現状及び今後の計

画についてお伺いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 介護福祉課長。 
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○介護福祉課長（木村順一君） ご質問にお答えいたします。 

   地域包括ケアシステムは、重度な介護状態となった場合でも、住

み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、住ま

い、医療、介護、予防、生活支援が一体となり、支援体制を構築す

る仕組みとされております。地域包括ケアの実現に向けた機関とし

て地域包括支援センターを浪江町社会協議会へ委託し、総合相談、

権利擁護、介護予防支援など各種事業を関係機関と共に実施してお

ります。今後についても介護保険事業計画の策定、実施を通して、

地域の自主性や主体性に基づき地域の特性に応じた地域包括ケアシ

ステムを構築してまいります。 

○議長（山本幸一郎君） ２番、佐藤勝伸君。 

○２番（佐藤勝伸君） 分かりました。以上で質問を終わります。 

○議長（山本幸一郎君） 以上で２番、佐藤勝伸君の一般質問を終わり

ます。 

   ここで昼食休憩のため一時まで休憩といたします。 

（午前１０時４３分） 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） 再開します。 

（午後 １時００分） 

───────────────────────────────── 

◇佐々木   茂 君 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君の質問を許可します。 

   ８番、佐々木茂君。 

［８番 佐々木茂君登壇］ 

○８番（佐々木茂君） ８番、佐々木茂です。議長の許可が出ましたの

で、一般質問をさせていただきます。 

   質問は一問一答でお願いをいたします。 

   まず、今回の広報なみえで町長の言葉がありました。今度は山に

目を向けようかなという感じで、非常に心強く私は思っておりまし

た。この町の歴史というのをしっかり考えていった場合、やはり海、

山、川、歴史文化、伝統、人間という一つのコミュニティ、一つの

地域社会をつくる一番大事なものの一つには、山があって川があっ

て海があるという。これがやっぱり一次産業の基本的な流れだと私

は考えております。どれが大事かといって、もうやっぱり我々が生

きていくためには水が必要だと。水を蓄えるのは山であると。その

山が、皆さんが車で福島に行ったりいろいろする中で、非常に荒れ

ていると。高速に乗っても谷津田から南に行くときは道路の両サイ

ド、木が枯れています。福島に向かうと家老あたりから大体椚平、
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ここまで非常に枯れ始めているということで危惧をしておりました

ので、今回の一般質問で森林についての皆さんと同じような共有し

たい、考え方を持ちたいなと、このように考えております。 

   一昨年、町長と議長と県の土木部のほうだと思いますけれども、

国県道の支障木、何とかしてくれということで陳情に行かれたよう

に思います。その支障木に対して、伐採について、どのように町は

対応されたのか、もう一度確認のためにご質問をいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 建設課長。 

○建設課長（宮林 薫君） ご質問にお答えいたします。 

   国県町道の支障木については、職員や町復興事業協同組合のパト

ロールに加えて、町民の皆様や町内事業者からの情報提供を受け、

直接現地を確認した上で、直営での支障木の伐採、町復興事業協同

組合へ委託して伐採するなどの対応を行っております。また県や町

内の関係機関との協議連携により、国道、県道の道路状況について、

建設課に加え、町防犯パトロールや津島支所と情報共有を図り、国

や県に対し定期的に情報提供を行い、対応しております。 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木茂君） 防犯パトロールとか、前は見守り隊というかそ

ういう形で町に情報の提供を呼びかけたことがあるということで、

発言がありました。本当にそうかなと私は思っています。これを町

の役場で一々対応するには、非常に人が必要なの。なぜかというと

地権者があるわけです。国であり県であり民間の地権者。一つ一つ

確認をとって立会いのもとにどこまで切っていいのかどうか、これ

を確かめていく必要があるものですから、膨大な人件費と費用がか

かっていくものだろうと私は考えております。しかし県は114号線

については、これ当然委託しているわけです。維持管理まで、自分

たちで全てやっているわけですから、当然、例えば私たちが道路を

通ったときどれが枯れているのか、冬場なんか特に葉が落ちていま

すからどれが枯れているのか、どれが危ないのか分からないですよ

ね。ということは、そういう問題についてどのように今後対応して

いくのかということで、町内で対策、町道でもいいです。支障木に

対する対策会議が開かれたのかどうか、確認のためにお答えいただ

きたいと思います。 

○議長（山本幸一郎君） 建設課長。 

○建設課長（宮林 薫君） ご質問にお答えいたします。 

   特段県と国との対策会議については実施をしておりません。 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木茂君） していないという発言でありましたけれども、
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私はこの町は国有林が多いんですよね。特に大柿から西に向かうと、

道路の両サイドは国有林のところも非常に多いと。今道路工事やっ

ていますから、そう強くは営林署に対して要請とか要望とかできな

いんだろうと思いますけれども、私は町道でさえも竹が道路にかか

っておったり、そういうところが非常に多いように見受けています。 

   あと、私は津島にいろんな、全国からいろんなお客様がバスでい

らっしゃいます。当然私は説明をするためにガイドになって、大型

バス、中型バスでちょうど村の中をご案内するんですが、バスで走

ることができません。なぜかというと支障木で引っかかるからです。

やはりそれは地権者の問題なのか、町で協力してやっていただける

のかどうかよく分かりませんけれども、非常に困っています。です

から、小さい車で来てくれとそう言うんですが、その人たちに私ら

はいっぱい来てほしいんですよ。放射能災害の現状というものを、

全国の方々に見ていただきたい。そしてできれば請戸小学校も見て

いただきたい。さらにご飯を食べるならいこいの村ということで使

っていただきたいなと。だから複合的にこの町が少しでも前進する

ように、役場一体、町民一体となって今進めようとしているわけで

すから、その一つの力になればいいなというふうに私自身は考えて

おるんですけれども、そうしたことで何とかこの支障木について、

真剣に取り組んでいただきたいなと思います。今私が仮住まいして

いるところも、町道に小さな支障木があります。勝手に切ることが

できないものですから、困ったなというふうに思います。 

   ですから、本当に仕事が忙しい中申し訳ないのだけれども、パト

ロールの方々と協力して、何か箇所づけにちょっと地図に落として

いただいて、一つ一つ潰していくようにぜひお願いしたいなと、こ

のように考えております。 

   さらに、現在平場と言われるこの、私酒田のほうに仮住まいして

おりますけれども、やっぱり松くい虫のためにアカマツが非常に真

っ赤になっているところが非常に多いと見受けております。確かに

この放射能災害によって、森林の手入れ、これが遅れていることも

事実です。さらに森林環境税を使った間伐とか伐採も遅れているの

も事実であります。しかし私たちは1,000円払っているんですよ、

年間。遅れるのはしようがないとしても、遅れる理由が地権者側か

ら、いやうちやらなくてもいいよというのであれば飛ばせばいいだ

けの話で、どういう理由で遅れているのか、それをちょっとお聞か

せいただきたいと思います。 

○議長（山本幸一郎君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（大浦龍爾君） ご質問にお答えいたします。 
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   現実問題、浪江町内には１万6,300ヘクタールほどの森林があり、

その多くは帰還困難区域となってございます。その上で先頃、福島

森林再生事業のほうで、可能な範囲で地区をゾーニングした中でや

っておる状況なんですが、今議員おただしの内容も含めて、正直遅

れているというところは認識としてはございます。 

   以上、よろしくお願いします。 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木茂君） 私は多分地権者の問題もあるんだろうと認識し

ています。うちはそんなに手入れなんかすることないよという人た

ちもいると思います。そういう人は飛ばしていくしか方法がありま

せんので、やっぱり森を守ることは大事なんですけれども、ただ、

果たして放射能を浴びた杉が価値があるかどうかというのは後でま

た出します、出てきますけれども、そういう問題もはらんでおりま

すので、しっかりこの防除のためには一旦伐採しか方法ないんじゃ

ないかと私は考えています。それを燻煙処理して中の虫まで殺すと

いうのは今までやっていましたけれども、もうビニールシートで包

んでまで、燻煙までできるだけの人材がいない。人手もない。私も

こういう質問は本当につらいんですけれども、ぜひともそうした対

策会議でも開いて、できるところからやっていただきたいなという

ふうに考えています。 

   あと、ナラ枯れ病。これは本当にひどい話で、どんどんいってし

まいます。これだと阿武隈山地、津島までいくのも間もなくだろう

と思っています。小倉沢の辺ももう既に入っています。それで今ひ

どいのはコナラだそうです。林業家の人に聞きました。一番ひどい

のはコナラ。これからナラ、クヌギ。こういうふうに一番大事な森

林を守る、阿武隈山地の植生というんでしょうか、その中心の木な

んですけれども、それにうつっていくんだろうということがありま

す。さらに心配するのは、バラ科の木ですね。梅や桜とか、そうい

うのに穴を空けるカミキリムシがいるそうですね。埼玉のほうでは、

あるところでは１匹50円かな、町で買い上げるとかいうことで、子

供たちの小遣い稼ぎということでやっていただいて、協力していた

だいているというところもあるようですけれども、そうした我々が

考えられない自然の猛威というか脅威というんですか、こういうも

のにやっぱり我々はさらされているんじゃないかと。今日は熊の話

はしたくないんですけれども、熊だってもともといるわけじゃなか

ったんですよ。私たち、皆さんも同じなんですが、山の中にあるお

墓参りするとき、ちょっと熊なんか怖くて、鉄砲でも持っていくん

ならいいんですけれども、そういうちょっと怖さがあります。どこ



- 96 - 

にいるか分からない。こういうことがありまして、そうした対策を

検討してなければ、これからどういうふうにして。例えば、農林水

産課には林野庁からも職員が来ているわけですから。その人を窓口

にして、クヌギの対策とかそういうものを今後やるのかどうか、そ

れについてをお伺いします。 

○議長（山本幸一郎君） 成井副町長。 

○副町長（成井 祥君） 今ほどのご質問についてお答えいたします。 

   定期的に林野庁とは意見交換を行っておりますけれども、抜本的

な、今ほどお話ありました病害対策について、現在検討までは進ん

でいない状況にございます。しかしながら、年に１回でありますけ

れども、県やあるいは林野庁、そして浜通りの市町村が集まる対策

会議なんかもありますので、そういった課題につきまして共有しな

がら、今後の対策についてしっかり協議しながら、検討に結びつけ

てまいりたいと思います。先ほど農林課長が答弁しましたとおり、

当町の森林、町全体で７割でありますけれども、ほとんど９割が帰

還困難区域に所在しております。これまで当町といたしましては、

国に対し帰還困難区域の森林の管理の在り方について、たび重ねて

要望してまいりました。そうした中で、今般森林の帰還困難区域に

おける作業基準というのが、今現在作業が進められておりますので、

そういった国における議論や国、それから周りの市町村とも協議し

ながら、そういった対策について今後検討を進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木茂君） ありがとうございました。また山の枯れがひど

いということで、やっぱり喫緊の課題だろうとは思っております。

改良ぐらいやったとしても、その対策に対して学者とか、そういう

林業家とかいろいろな方々のご意見をいただきながら、やっぱり少

しずつ着手していかないと、考えている間にどんどん広がっていく

と。そんな悠長なことで山なんか守れませんよ。私はそう思ってい

ます。ですから、何とか皆さんのお知恵を拝借しながら、山を守る

ための努力をしていただきたいと思っておりますので、よろしくお

願いします。 

   次に、風力発電。 

   こちらからも見えるようになりました。プロペラが見えるような

状況になりまして、いつの間にか建っておりましたけれども、この

風力発電所の建物、風車の状況というのに対しては地上権というの

が果たして設定されているのかどうか、それについてお聞きしたい
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と思います。 

○議長（山本幸一郎君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（蒲原文崇君） ご質問にお答えします。ご質問の意図

としては風力発電所上空の飛行制限等に関することと思いますので、

その観点からご答弁させていただければと思います。 

   一般的な航空法上での飛行運用が適用され、特に風力発電施設上

空だからといった飛行制限はありません。風力発電上空についての

空中権までの設定はされていないということでございます。ただし、

安全性の観点から、通常の飛行については積極的な付近の飛行は避

けるものということにされていると伺っております。 

   以上でございます。 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木茂君） 分かりました。風力発電施設がいいとか悪いと

かいう判断は、私はいたしません。というのは、実は風力発電所の

低周波の問題、これ我々が考えている一般のご用学者の言っている

ような話ではないようなことも、実は聞いております。前にも私、

一般質問で野生の鳥、鳥の飛行ルートに当たるんではないかという

話をさせていただいたことがありますけれども、分かりませんとい

う、そういう答えなんでしょうけれども、一部には影響があるんだ

ろうと私は思っています。さらにこの風力発電所施設の周りで、私

たちは大規模な火災を三穂田林道で、昔の話なんですけれども、経

験をしている。同じくこの風力発電の施設は一部、片側の一部が浪

江町に入りますけれども、あとは葛尾分だと言えば葛尾分なんです

が、大規模な山林火災の場合、水は多分大柿ダムからヘリコプター

でくんで、そして空中から散布するんだろうと私は思いますけれど

も、その場合、風力発電所があるがためにヘリコプターが飛ぶ区域

の確保ができなければ、なかなか消火がしづらいのではないのかと

思っております。こういう問題は、本当はこういう意見でも話して

いただきたかったんですけれども、このままもしかして延焼とかそ

ういう問題が起きた場合、その責任は事業者なのかどうのこうのと

いう話になるんですが、それについてちょっとご意見をいただきた

いと思います。 

○議長（山本幸一郎君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（蒲原文崇君） ご質問にお答えいたします。 

   まず、風力発電施設上空のヘリコプターの飛行については可能で

ございます。また、より火元近く、低空で飛ぶ必要がある場合は、

航空法上では上空150メートル以下を飛行する場合は地権者の許可

が必要とされているんですけれども、山火事のような緊急時におい
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ては承諾なく飛行することも可能であり、水や消火剤の散布につい

ても可能となってございます。また風力発電施設の管理路が山間部

に整備されておりますので、通常の山林火災では難しい地上からの

消火活動に供することが可能と考えておりまして、この点について

は広域消防のほうとも事業者と連絡を取りまして、ゲートの鍵もも

う既に渡してあるということを聞いております。事業者の責任の件

につきましては、空域の確保や消火が可能となっておりますので、

そのことによる事業者責任はないということになっております。 

   以上でございます。 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木茂君） 非常に分かりやすい説明でありがとうございま

す。また風力発電所の立地したところ、工事内容とか概要とか、そ

れは多分現地調査されて、多分消防とか確認はされているのかと思

いますけれども、なぜこういう問題を出してきたかというと、大船

渡の火災を見てきました。山肌が非常に荒れていました。ただ草が

ちょっと最近生えてきたように思います。あの時も全国からという

か東日本のヘリコプターが現地に向かって、空から水をまいたりい

ろんな消火剤をまいたり、そういうのをテレビにも報道されており

ましたけれども、私は浪江町というのは本当に森林が豊かな町であ

るということを基本に考えますと、どうしてもそういう面で対策と

か準備だけはしておかなければならないのかなと、そのように思っ

ていましたので、ぜひとも皆さんの頭の中に入れていただきたいと

思っております。 

   続きまして、苅野財産と津島財産区の森は放射能災害によってで

も健全に維持されているのかどうか。これについてもお聞かせいた

だきたいと思います。 

○議長（山本幸一郎君） 総務課長。 

○総務課長（戸浪義勝君） ご質問にお答えをいたします。 

   苅野財産区及び津島財産区の森林は、大部分が帰還困難区域であ

ることから、現在は手入れ等活動ができない状況となっております。

現在は管理外として現地確認を実施しているのみでございます。 

   以上です。 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木茂君） 実はこの問題は、特に苅野財産区なんですが、

先人が一生懸命山を手入れして植林をした結果、杉林が形成された

わけですけれども、私が１期のときに質問したことがある。いつ木

を切るんだと。伐採期にかかっているんだけれども、実は原木が安

くて、立木が安くて売れないんだという話を聞いたことがあります。
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それ以来更新があったのかないか、ちょっと確認のためお聞かせく

ださい。 

○議長（山本幸一郎君） 総務課長。 

○総務課長（戸浪義勝君） 苅野財産区分収林の更新の件でありますが、

伐期につきましては平成28年４月11日に平成38年、令和８年まで伐

期を変更しているということで情報がございます。 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木茂君） 杉でも松でも植林した木は、約80年から100年

で伐期に入るんですけれども、切り遅れると木の価値が下がってし

まいます。特に杉などは中に芯枯れといって空洞ができる可能性が

あります。ですから、いいときに切らないと次の更新、例えば20年

遅れてしまいましたよね。ということは、20年遅れたということは、

後80年で元に戻るかというと今切っておかないと。80年後の財産区

はできないわけですよ。価値がないものになってしまいます。そう

いうことをしっかり考えていかないと駄目なので、山は更新しなく

ちゃいけないんですよ。どんなことがあっても。でないと、我々は

豊かな森をつくるなんていう話にはならないんだろうと思います。 

   紺野議員からも今日賠償額の話もありました。それで、この津島

財産区、苅野財産区の森林資源において約１ヘクタール当たりどの

ぐらいの単価で賠償されているか、後学のために教えていただきた

いと思います。 

○議長（山本幸一郎君） 総務課長。 

○総務課長（戸浪義勝君） ご質問にお答えをいたします。 

   苅野財産区及び津島財産区の賠償手続については、先月より東京

電力ホールディングス株式会社との協議を開始したところでござい

ます。今年度は請求時に提出が必要となります証憑資料等の整理を

行い、次年度の請求書提出に向けて取り組んでおります。賠償額の

単価については東京電力ホールディングスの案内文、公共財物にお

ける立木の賠償についてに示されている単価を基に算定することと

なっており、人工林の場合は時価相当額として、人工林単価平米当

たり100円掛ける対象地面積。１ヘクタールとしますと100万円。天

然林の場合は時価相当額としまして、天然林単価で平米当たり30円

掛ける対象地面積。１ヘクタールですと30万円となる予定でござい

ます。 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木茂君） 私が知っているのは完全な針葉樹林、松でも杉

でもいいです、であれば100万円ですか、１ヘクタール。あと混林

の場合は70、あと雑木の場合は30、このように聞いております。で
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すから、手続に入ったということでは非常に喜ばしいんですけれど

も、うまくいくように私祈っておりますので、頑張っていただきた

いと思います。 

   やっぱり木は100年と先ほど申しましたけれども、そのぐらいで

伐採しないとよい柱がつくれない。取れない。あとまさ目の通った

板材も取れない。ですから、やっぱりこの震災で伐期を逃して価値

のないものになったものは、早急に私はどんどん伐採をして、さら

に植林をするべきだと考えています。 

   質問にはないんですけれども、やっぱり今度は杉を植えるときは

花粉の少ない、杉花粉症にならないような杉を、やはり町として奨

励して、積極的に植栽に当たるように推進をしていただきたい、こ

のように考えております。ですから、この価値の創出というものを

私は考えた場合、いくら賠償金もらったって、切って持っていけと。

国も東電もこれ東京へ持って帰れと、このぐらい言いたい。そして

きれいに植林をし直して、100年後の子孫に、その我々の財産を継

承してもらいたいな、常にこういう気持ちを私は持っています。で

すから、皆さんにそういうことを言っても大変なんでしょうけれど

も、そういう気持ちだけは心の中に入れて、忘れないで行政に励ん

でいただきたい、仕事に励んでいただきたい、このように思ってい

ます。 

   あと、私飯舘村あたりで活躍されている環境科学者、糸長浩司先

生っていらっしゃるのですが、先日お話を２時間半、３時間ぐらい

聞いてきたのですが、今の放射線、セシウムが森林の場合どこに行

ってしまったんだろう。そうしたら、杉の木だけだそうですね。一

番悪いのは。芯まで放射線が入っている。建材よりも芯のほうが線

量が高いところもあるんだというお話を聞きました。ですから、杉

だけは厄介だぞという話も聞いてきました。そういう話を聞いてい

るかどうか、確認をさせていただきます。 

○議長（山本幸一郎君） 総務課長。 

○総務課長（戸浪義勝君） ご質問にお答えをいたします。 

   杉の芯の放射能が高いというのを聞いているかということでござ

いますが、林野庁の資料で、森林における放射性物質の動態という

資料がございます。こちらによりますと、杉における部位別の放射

性物質濃度の分布状況につきましては、葉や枝、樹皮と比べて樹木

内部の芯材は低い濃度で推移しているという調査結果が出ていると

いうことで資料を拝見しております。 

   以上です。 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君。 
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○８番（佐々木茂君） それはそういう話で通しているからそういう話

であって、杉なんか輪切りにしてみれば測れば分かることなので、

先生方によってはその測り方が違うからこうなってくるのかなとい

う考え方をしていますけれども、一律にそうだという確信を持った

発言はこれからなるべくしないようにお願いしたいと思っています。 

   それでは、続きまして２番目に入ります。ちょっと時間かかって

いるんですが、町営牧場についてお聞かせいただきたいと思います。 

   何回も一般質問をさせていただいています。有機物の除去は浄化

槽である程度除去するのは可能なんですが、消毒液等の無機物、こ

れについてはどのように除去するのか。中和させるのか。そういう

技術とかそういうものがあったらお答えいただきたいと思います。 

○議長（山本幸一郎君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（大浦龍爾君） ご質問にお答えいたします。 

   本施設から排出される排水において、無機物につきましては固液

分離の際に固形化し、除去してございます。その上でございますが、

浄化設備により法律が定める基準値以下まで浄化されたものを放流

しておるんですが、そういった無機物についてはアンモニア系のも

のであったりとか、そういったものもこの浄化設備の中には脱硫装

置などもございまして、基準値以下にして敷地外に放流ということ

をする予定でございます。 

   以上、よろしくお願います。 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木茂君） 分かりましたけれども、より注意を払って、運

営する業者に対してはしっかりと監督の責任があるものと考えてや

っていただきたいと思います。私が心配しているのは三枚岩、棚塩

の海岸ですが、ここに汚れた水、汚水の放流を考えているようです

が、誰がいつ汚染状況調査を行うのか。これについての答えがなか

ったんですよ。業者が行うのか、町が行うのか、漁協が生態調査を

行うのか、県がまた行うのか。それをもう一度確認のためにご説明

いただきたいと思います。 

○議長（山本幸一郎君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（大浦龍爾君） ご質問にお答えいたします。 

   本施設からの排水については、施設南側より用排水路を通して海

へ放流する予定でございまして、運営管理者が毎月１回、当該排水

の水質検査を実施して、あくまでも法律に定めている基準値以下で

あることを確認する運用となってございます。 

   以上、よろしくお願いします。 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君。 
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○８番（佐々木茂君） 月１回というお話がありました。ぜひお願いを

したいと思います。また汚染水によって海の変化があった場合、要

するに海水のＢＯＤ濃度が高過ぎるというか、こういう場合、飼育

の中止など、またその場合の対策というのはどのように考えている

のか、お聞きしたいと思います。さらに、中止するしない、海洋汚

染の問題が起きた場合、設置責任者である町長の責任になるのかな

らないのかも教えていただきたいと思います。 

○議長（山本幸一郎君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（大浦龍爾君） ご質問にお答えいたします。 

   環境関連法令の規定に従って排水をするための浄化設備を導入し

てございまして、基本的には影響が出ないと認識しておりますが、

万が一汚染等の影響が発生した場合、被害等の原因をしっかりと検

証して、本施設によるものかを調査いたします。また、本施設は町

が設置し民が運営する公設民営の施設となっております。適切な維

持管理、処理施設の稼働も含めまして、今後、運営管理者と賃貸借

契約を取り交わす予定でございます。したがいまして、施設稼働後

の海洋等への影響につきましては、一義的には運営管理者の責任と

の認識でございますが、町といたしましては、法令を遵守した排水

処理施設による適切な処理について、定期的に確認して、必要な指

導を行ってまいりたいと考えてございます。 

   以上、よろしくお願いします。 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木茂君） 安心をしました。いい答弁でした。 

   それで、次に牛が太陽の光をあまり浴びないような形での密室飼

いというんですか、施設で一生終わるわけなんですが、そうした牛

乳は健全な牛乳と私は言えるのかどうかというような問題があるん

だろう思います。ただ今回の場合に限らず、鶏にしてもケージ飼い、

豚にしても今はもう施設の中で飼われていると、生産されていると

いう状況なので、牛だから駄目だというつもりはございませんが、

今わけの分からない人ということは失礼な言い方なんですが、動物

愛護の団体みたいなものが、今豚とか鶏のケージ飼いについてもい

ちゃもん、いちゃもんと言っては失礼なんですが問題提起をされて

いるように聞いています。そうした牛の密室飼いなどについては、

そういう予想があるかどうか、お聞きします。 

○議長（山本幸一郎君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（大浦龍爾君） ご質問にお答えいたします。 

   本施設におきましては、伝染病防止の観点も踏まえて、閉鎖環境

での飼育ではありますが、牛のストレス軽減や健康状態の向上のた
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め、フリーストールと呼ばれる牛をつながない方式を導入してござ

います。牛舎内を自由に動けること、清潔かつ快適な寝床といった

動物の健康的な飼育環境を確保するアニマルウェルフェアの観点か

らも問題ないという認識でございます。 

   以上、よろしくお願いします。 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木茂君） ありがとうございます。今私が心配しているの

は、よくテレビでもやるんですが、北海道の牧場が非常に苦戦をし

ています。多頭飼いの施設ほど苦戦をしているという状況にありま

す。それはなぜかというと、世界情勢が戦争ばっかりやっているも

のですから、飼料の価格が安定していないということで、それが直

接経営に影響しているというふうに言われておりまして、浪江では

そんな2,100頭とか2,000頭という牛を飼って、飼料倒産するんじゃ

ないかと私は大変心配しているんですよ。そうした飼料の安定的な

供給、多分塩釜港あたりから運んでくるのかと思います。あそこに

は飼料基地がありますから、だからあそこかなと思ってはいるんで

すけれども、そうした飼料が高騰したり、例えば入ってこなくなっ

たりする可能性もあるんですが、それに果たして耐え得るべき施設

なのかどうか、それについてお聞かせください。 

○議長（山本幸一郎君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（大浦龍爾君） ご質問にお答えいたします。 

   改めまして本施設を運営する会社では、自給飼料も含めた生産を

するということで伺っております。また飼料作物に限らず、輸入資

材等については高騰というような状況は伺っておりまして、ただ一

方で、福島県内において生乳生産においては、令和３年度に県が計

画しました令和12年度までに県内における目標生産乳量というもの

が年間10.4万トンのところ、令和３年度実績で約6.7万トンと不足

しておる状況です。そういったことも含めて、絞った生乳について

は改めて今回その販売先は東北生乳販連というところが全量買取り

であるという、出口のほうもあるということ。ただ議員おっしゃっ

たように、資材の高騰については、私ども役場としても注視してま

いりたいと考えてございます。 

   以上、よろしくお願いします。 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木茂君） ありがとうございます。よろしくお願いします。 

   続いて、カントリーエレベーターの経営状況についてお聞きしま

す。 

   現在、カントリーエレベーターでは、食糧にする米と飼料にする
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米、普通は私は別々に区別しなきゃならないと考えておるんですが、

どのように扱っているのかお聞かせください。 

○議長（山本幸一郎君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（大浦龍爾君） ご質問にお答えいたします。 

   主に町内の飼料用米の品種は、主食用米との併用が可能な天のつ

ぶと、専用品種であるふくひびきが作付されてございます。乾燥調

製及び貯蔵の工程においては、別の品種の米が交ざってしまうコン

タミには細心の注意を払って管理してございます。なお、天のつぶ

については併用可能ということで申し上げましたが、区別した管理

ではないところなんですが、必要数量を飼料用米として出荷してい

るという状況でございます。福島さくら農業協同組合が運営してい

る苅宿のカントリーエレベーターでは、令和６年産の天のつぶの荷

受け乾もみ重量が798.3万トン、そのうちの約237トンを飼料用米と

して出荷してございます。その割合は29.7％となっております。ま

た、株式会社舞台ファームが運営している棚塩カントリーエレベー

ターでは、令和６年度の飼料用米の取扱いはないという状況でござ

います。 

   以上、よろしくお願いします。 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木茂君） それでは、棚塩と苅宿のカントリーエレベータ

ーの稼働率など分かったら教えてください。 

○議長（山本幸一郎君） 暫時休議します。 

（午後 １時４２分） 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） 再開します。 

（午後 １時４３分） 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（大浦龍爾君） 苅宿カントリーエレベーターの稼働率

については、44.8％でございます。 

   また、先ほど私答弁した中で発言の訂正をお願いしたいんですが、

令和６年度の天のつぶの荷受け乾もみ重量798.3万トンと私申し上

げてしまったみたいですが、こちら798.3トンでございました。お

わびの上訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。 

   以上、よろしくお願いします。 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木茂君） ２つあって、当初からこのカントリーエレベー

ターの運営にはちょっと米の生産量が少ないんじゃないかという中
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で、強行されて２つ造ったのだろうと聞いておりました。その２つ、

指定管理者ということで選定されていると思いますが、経営状況に

ついていまだに町の補助がどのぐらい入っているのか、分かってい

る範囲で結構ですから教えてください。 

○議長（山本幸一郎君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（大浦龍爾君） ご質問にお答えいたします。 

   まずカントリーエレベーターの設置の設計の思想ではありますが、

震災前の水稲作付面積1,250ヘクタールの約４分の３、75％ぐらい

をクリアできるようにということで、あと基本スペックが300ヘク

タールの処理能力があってマックス450、それを足して900ヘクター

ルということでやってございました。その上で、ご質問いただいた

赤字の状況でございますが、実際苅宿及び棚塩のカントリーエレベ

ーターは、単年収支ではいずれも赤字となっている状況でございま

す。その上で、町からの補助につきましては、当初の施設使用賃貸

借契約にて、維持管理費用は施設運営管理者が負担することとして

おり、これまで両カントリーエレベーターとも町の補助は入ってご

ざいません。 

   以上、よろしくお願いします。 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木茂君） 次に移ります。私のふるさと昼曽根橋について

お聞きしたいと思います。 

   昨年から撤去するというようなうわさ話を聞いておりまして、今

年の３月、行政区に建設課長含めて撤去の説明にまいりました。私

は本当にやるんだろうかという気持ちでおりましたのですが、３月

の定例議会で新年度の予算に入っているというような話を聞いたも

のですから、私は仕方なく、ほかは賛成だったんですがこの件があ

るものですから反対させていただきました。大変町長にも皆さんに

も失礼なことをしたなとは思っていますけれども、大昼行政区とし

ては反対をしています。その後の対応、３月に説明あって以来反対

だということで、町としての対応についてお聞かせいただきたいと

思います。 

○議長（山本幸一郎君） 建設課長。 

○建設課長（宮林 薫君） 質問にお答えいたします。 

   インフラは生活の基盤を支える重要なもので、道路、橋、上下水

道、公共施設など様々なインフラが私たちの日常生活を支えており

ます。しかしながら、これらのインフラは時間とともに老朽化し、

その維持管理が求められております。近年全国各地で道路陥没事故

が起こるなど、インフラの健全性を保つことがますます重要になっ



- 106 - 

てきております。浪江町では橋梁が292橋あり、全ての橋梁が事後

保全型の修繕を行う場合、約72億円が見込まれており、予算の確保

が重要な課題となっております。町としてもこのような背景と地元

説明会でのご意見を踏まえ、今般昼曽根橋に関する意向調査を実施

する予定としております。本調査では、地域の皆様から昼曽根橋の

利用状況、今後の維持管理に対する期待や懸念事項などを把握して、

持続可能な運営を図るための基礎資料と考えており、引き続き地域

の皆様の意見等をしっかりと伺いながら、丁寧な対応を図ってまい

ります。 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木茂君） 改築するお考えはございますか。お聞かせくだ

さい。 

○議長（山本幸一郎君） 建設課長。 

○建設課長（宮林 薫君） ご質問にお答えします。 

   昼曽根橋の改築については、今後の意向調査の結果、帰還する方

のご意見、利用状況を参考に総合的に判断してまいります。 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木茂君） 今後の利用状況等を勘案してというお話が出ま

した。実は、大昼地区は原発事故によって人が住めないような行政

区になりました。皆さんもご存じだと思います。線量が一番高かっ

た地区の一つでありまして、ある学者さんや環境省の人に言わせれ

ば、100年か150年は戻れないのかもしれないよという覚悟だけはし

ておいてくださいねと言われています。昼曽根橋というのは、矢具

野バイパスってトンネルができた、それで利用頻度が減ったんだろ

うと思いますけれども、実は昼曽根橋から大柿の入り口まで、これ

は国から町に払い下げられた道路です。我々矢具野地区、昼曽根地

区はお互いに行き来していますから、生活道路としての役目があり

ました。今人が住んでいないのは誰のせいでこうなっているのか、

そんなの皆さん分かるだろうと思います。国や東京電力が事故を起

こしたから、我々が住めなくなって生活道路として使えなくなった

わけです。続いての質問もありますけれども、昼曽根橋というのは、

皆さん歴史分かりますか。どういうふうにしてできたか。多分分か

らないんだろうと思います。実は114号線、昔の富岡街道、これを

改築したいという意向を県も国も持っていました。当時は馬車道と

言われた砂利道だった。しかし、昼曽根に大正元年に発電所、今の

東北電力の前身、福島電燈という会社が昼曽根に発電所を造りたい

ということで、用地提供の代わりに富岡街道の昼曽根橋が造られた

わけです。それで建築が進み工事が進んで、これは昼曽根に佐々木
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４軒ありますけれども、４軒の用地提供によってできた橋です。そ

うした歴史があって、我々は生活の一つとして使わせていただきま

した。人はなかなかこう住めないような状況になりましたけれども、

帰りたいという方も中にはいらっしゃいます。それは365日そこに

住めるかどうか、それは分かりませんけれども、費用対効果の話を

されても困ると私は思います。それと、生活道路をなぜ壊さなくち

ゃいけないかという話もありますけれども、当然昼曽根発電所には

電源立地交付金という約200万円ぐらいが町に来ていたんです。こ

れは町村合併によって、町は濡れ手に粟の資金を得たわけですよ、

一般財源として。皆さん知っているだろうと思います。私はこれを、

人が住めなくなった昼曽根であるけれども、橋の改築を通して希望

の光を与えてほしいなという気持ちがあります。さらに、大昼から

小伝屋までのいろんな施設とは言いません、道路の整備とかそうい

うものにも、使ってみてはいかがかなと思っており、実は議長のお

やじさん、私が１年生議員のときに、茂君よ、このお金は昼曽根を

含めた津島のために使うお金なんだから心配するなと、そういう質

問をするなというふうに私は言われました。大変ありがたいお話だ

と思って今日まで来ております。しかし、私の導線に火をつけたの

は、生活道路の一つであるこの橋の撤去です。大昼地区というのは、

道路から１センチずれただけでも民地です。ほぼ半分は私と隣の家

の土地です。壊すのだって私の許可を取らないと壊せない。私の目

の黒いうちは壊させませんから。だから、そういうことがあります

ので、ぜひともそうしたお金を改築ということを通してお願いした

いと考えておるんですけれども、お願いはしちゃいけないというこ

となので、ぜひその方向で検討していただきたいと思っていますの

で、お答えください。 

○議長（山本幸一郎君） 建設課長。 

○建設課長（宮林 薫君） ご質問にお答えします。 

   これまで道路にかかる橋梁は生活道路として整備されてきました

が、迂回路の状況、利用状況などを参考に、インフラを持続可能な

形で次の世代へ引き継げるよう慎重に判断してまいります。 

   次に、福島県市町村電源立地地域対策交付金については、発電用

施設の周辺地域における公共用の施設整備その他住民の生活の利便

性の向上及び産業の振興に寄与する事業を促進することにより、地

域住民の福祉の向上を図り、もって発電用施設の設置及び運転の円

滑化に資するため交付されます。当町は東北電力の水力発電施設、

昼曽根、請戸川の２つが設置されており、水力発電所施設周辺地域

交付金相当部分の交付対象となっております。福島県市町村電源立
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地地域対策交付金の交付限度額は、市町村に存する水力発電施設の

電力量に応じ算定されますが、町内の水力発電施設２か所による算

定額は最低保障額の440万円が交付限度額となっております。福島

県市町村電源立地地域対策交付金は昼曽根発電所のみで算定され、

交付されるわけではございませんので、全額を大昼行政区の活動の

ために交付する考えはございません。 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木茂君） では、次に移らせていただきます。 

   太陽光発電施設のパネルの今後の取扱いについてなんですが、30

年代、あと５年以上するとどんどん劣化で廃棄する時代が来ると、

この間新聞にも書いてありました。それで今まで私がお聞きしてい

たのは、発電施設の電気の売却について一定額を積み立てるという

か、それを控除した形で料金を支払っているというお話もお聞きし

ました。今、太陽光パネルの処分場がない。廃棄物に含まれる有害

物質の取扱いや不法投棄による環境汚染、大変心配されます。鉛や

ヒ素、ガリウム。こうしたなかなか厄介な物質が非常に残っている

ということも言われております。その中で、太陽光パネルの責任は

製造者責任じゃないんだよ、使用者責任でもないだよと、今うやむ

やになって国では早く整理しようということで検討されているよう

に聞いております。当町においても太陽光パネルの施設があちこち

できました。あるところは草も刈らないでぼうぼうとしているとこ

ろもあります。これは酒井のほうにあったかと思います。私はやっ

ぱり施設を管理する、何のために造っているのかさっぱり分からな

いような会社まであるわけで、そうした行政の指導も必要なのかな

と思っています。先人が残した田んぼを太陽光パネルで埋め尽くす

なんていうのは、もう私は人生としてこんな恥ずかしい思いはした

くない。恥ずかしいとも思っている。そういうことで、この取扱い

について対策というのは今後どのようにして考えていくのか。簡単

で結構ですからお願いします。 

○議長（山本幸一郎君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（蒲原文崇君） ご質問にお答えいたします。 

   議員おただしのとおり、2030年度以降より本格的な太陽パネルの

廃棄が想定されます。電気事業者による再生可能エネルギー電気調

達に関する特別措置法、いわゆる再エネ特措法の中では、再生可能

エネルギー発電事業計画において、処分費用の積立てや処分方法に

ついて具体的に明記しておく必要があり、一定以上の規模の太陽光

発電については外部に処分費用をためることが義務化されていると

ころでございます。しかし、住宅用の太陽光発電設備などの小規模
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の太陽光発電には適用されず、処分費用の積立てがなされていない

ケースもございますが、今般福島県のほうで太陽光パネルのリサイ

クルに対する補助制度を構築し、福島県が認定した処理業者に依頼

する場合、処理費用の一部を補助する取組を始めたところでござい

ます。浪江町としても町内での太陽光パネルが役目を終えた後、適

切に処理されるよう設置者に対して指導をしていきたいと考えてお

ります。 

   以上でございます。 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木茂君） 時間がなくなってきまして、もう一つ聞いてお

きましょう。 

   浪江町では景観条例ということで、この間決めたと思いますけれ

ども、太陽光パネルの設置なんていうのはもうやめるべきだと私は

考えています。例えば耕作放棄地とかそういう場合は別として、優

良農地と言われる農振地域における太陽光のパネルの設置なんてい

うのは、もう言語道断と私は考えておりますので、それを拒否する

こともできないようなシステムになっておりますけれども、町とし

て今後この対策をどのようにし、知恵を絞ってやっていくのかどう

かもお聞きしたいと思います。 

   最後の質問になりますけれども、地方公務員法の違反についての

質問なんですが、ちょっと時間がないものですから、この１問で私

の一般質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうござ

います。 

○議長（山本幸一郎君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（蒲原文崇君） お答えいたします。 

   浪江町は令和２年度にゼロカーボンシティを宣言して以来、再生

可能エネルギーの普及、促進に注力してまいりました。ただ最近の

異常気象にもありますように、地球温暖化対策は喫緊の課題である

と考えており、再生可能エネルギーの普及も重要な事項と認識して

いるところでございます。一方で、先人たちより引き継いだ自然環

境を守ることも非常に重要なことでありますので、再生可能エネル

ギー設備と現状の自然環境との共生を検討していく必要があると考

えております。今後再生可能エネルギーの設備開発を進める上で、

防災や自然環境を守るためのガイドラインを策定することを検討し

てまいりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 以上で８番、佐々木茂君の一般質問を終わり

ます。 

   ここで資料格納のため暫時休議します。 
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（午後 ２時０２分） 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） 再開します。 

（午後 ２時０４分） 

───────────────────────────────── 

◎日程の追加 

○議長（山本幸一郎君） 町長から提出された認定第３号 浪江町公共

下水道事業会計決算の認定について訂正したいとの申出がありまし

た。認定第３号訂正の件を日程に追加し、追加日程第１として日程

を追加し、直ちに議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 異議なしと認めます。 

   認定第３号訂正の件を日程に追加し、追加日程第１とし日程を追

加し、直ちに議題とすることに決定しました。 

   ここで、資料格納のため暫時休議します。 

（午後 ２時０５分） 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） 再開します。 

（午後 ２時０６分） 

───────────────────────────────── 

◎認定第３号訂正の件 

○議長（山本幸一郎君） 追加日程第１、認定第３号訂正の件を議題に

します。 

   町長から訂正理由説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 認定第３号 浪江町公共下水道事業会計決算の

認定について事件の訂正請求についてご説明いたします。 

   ９月９日ご提出申し上げました認定第３号 浪江町公共下水道事

業会計決算の認定につきまして、令和６年度浪江町公共下水道事業

会計決算書内に誤りがあったため、事件の訂正を請求するものであ

ります。 

   訂正の内容につきましては、住宅水道課長に説明をさせます。大

変申し訳ございませんでした。 

○議長（山本幸一郎君） 住宅水道課長。 

○住宅水道課長（金山信一君） 訂正の内容について説明させていただ

きます。 

   訂正請求書の２枚目、正誤表をご覧ください。 

   令和６年度浪江町公共下水道事業会計決算書の記載におきまして、



- 111 - 

７ページ、正しくは当年度純利益1,044万8,683円、繰越利益剰余金

ゼロ円と表記すべきところを、当年度純利益を空白とし繰越利益剰

余金に1,044万8,683円と誤って表記してしまいました。誠に申し訳

ございませんでした。訂正いたしますとともにおわびを申し上げま

す。 

○議長（山本幸一郎君） お諮りします。ただいま議題となっておりま

す認定第３号訂正の件を許可することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 異議なしと認めます。 

   よって、認定第３号訂正の件を許可することに決定しました。 

───────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（山本幸一郎君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

   本日は散会します。 

   ご苦労さまでした。 

（午後 ２時０９分） 



令和７年 ９月１１日（木曜日）  常任委員会 

令和７年 ９月１２日（金曜日）  常任委員会 

令和７年 ９月１３日（土曜日）  休 日 

令和７年 ９月１４日（日曜日）  休 日 

令和７年 ９月１５日（月曜日）  休 日 

令和７年 ９月１６日（火曜日）  休 会 



９ 月 定 例 町 議 会  

（ 第 ３ 号 ）  
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令和７年浪江町議会９月定例会 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

令和７年９月１７日（水曜日）午前９時開議 

 

日程第 １ 認定第 １号 決算の認定について 

日程第 ２ 認定第 ２号 浪江町水道事業会計決算の認定について 

日程第 ３ 認定第 ３号 浪江町公共下水道事業会計決算の認定につ 

             いて 

日程第 ４ 議案第６０号 双葉地方広域市町村圏組合規約の一部改正 

             について 

日程第 ５ 議案第６１号 浪江町帰還・移住等環境整備交付金基金条 

             例の一部改正について 

日程第 ６ 議案第６２号 浪江町税特別措置条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第６３号 浪江町特定復興産業集積区域における町税 

             の課税免除に関する条例の一部改正につい 

             て 

日程第 ８ 議案第６４号 工事請負契約の締結について（産学官連携 

             施設建築工事） 

日程第 ９ 議案第６５号 工事請負契約の締結について（産学官連携 

             施設電気設備工事） 

日程第１０ 議案第６６号 工事請負契約の締結について（産学官連携 

             施設機械設備工事） 

日程第１１ 議案第６７号 工事請負契約の締結について（さけ採捕施 

             設整備工事） 

日程第１２ 議案第６８号 工事請負契約の締結について（野菜等集出 

             荷貯蔵施設等敷地造成工事） 

日程第１３ 議案第６９号 物品購入契約の締結について（復興海浜緑 

             地（多目的広場）什器物品購入） 

日程第１４ 議案第７０号 自動車事故に伴う損害賠償額の決定及び和 

             解について（追認） 

日程第１５ 議案第７１号 損害賠償額の決定及び和解について（追認） 

日程第１６ 議案第７２号 調停の申立てについて 

日程第１７ 議案第７３号 令和７年度浪江町一般会計補正予算（第３ 

             号） 

日程第１８ 議案第７４号 令和７年度浪江町国民健康保険事業特別会 

             計補正予算（第１号） 
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日程第１９ 議案第７５号 令和７年度浪江町国民健康保険直営診療施 

             設事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２０ 議案第７６号 令和７年度浪江町介護保険事業特別会計補 

             正予算（第１号） 

日程第２１ 議案第７７号 令和７年度浪江町後期高齢者医療特別会計 

             補正予算（第１号） 

日程第２２ 議案第７８号 令和７年度浪江町公共下水道事業会計補正 

             予算（第１号） 

日程第２３ 諮問第 ２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めるこ 

             とについて 

日程第２４ 同意第 ６号 特別功労者の決定について 

日程第２５ 報告第 ５号 令和６年度浪江町一般会計継続費精算報告 

             書について 

日程第２６ 報告第 ６号 令和６年度浪江町水道事業会計継続費精算 

             報告書について 

日程第２７ 報告第 ７号 一般財団法人福島なみえ勤労福祉事業団の 

             経営状況報告について 

日程第２８ 報告第 ８号 一般社団法人まちづくりなみえの経営状況 

             報告について 

日程第２９ 委員会の閉会中の継続審査又は調査の申し出について 
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出席議員（１２名） 

  １番  横 字 史 年 君    ２番  佐 藤 勝 伸 君 

  ３番  鈴 木 幸 治 君    ４番  山 本 幸一郎 君 

  ５番  紺 野   豊 君    ６番  武 藤 晴 男 君 

  ７番  紺 野 則 夫 君    ８番  佐々木   茂 君 

  ９番  佐々木 勇 治 君   １０番  半 谷 正 夫 君 
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───────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（山本幸一郎君） おはようございます。 

   ただいまの出席議員数は12人であります。 

   定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前 ９時００分） 

───────────────────────────────── 

◎議事日程の報告 

○議長（山本幸一郎君） 本日の議事日程は、タブレット端末の格納の

とおりです。 

───────────────────────────────── 

◎認定第１号の質疑、討論、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第１、認定第１号 決算の認定について

を議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑は会計ごとに行います。 

   令和６年度浪江町一般会計歳入歳出決算について、質疑ありませ

んか。 

   ３番、鈴木幸治君。 

○３番（鈴木幸治君） ３番、鈴木でございます。 

   確認しますけれども、一般会計の決算でよろしいんですよね。 

○議長（山本幸一郎君） 令和６年度浪江町一般会計歳入歳出決算です。 

○３番（鈴木幸治君） あまりいないんで、ちょっと勘違いする。 

   それでは、令和６年度決算の中の一般職員時間外手当額総額につ

いてお伺いをいたします。 

   私は、令和６年度の時間外手当額は大幅に減するというふうに予

想をしておりました。令和５年度の時間外手当額は5,376万2,193円、

そして令和６年度の時間外手当額は総額ですけれども、4,342万271

円です。令和５年度との対比で1,034万1,922円の減でございます。

また、令和4年度の対比で申し上げますと1,560万4,662円の減です。 

   （１）として、令和５年度の対比1,034万1,922円の減をどのよう

に受け止めて、どのように評価しているかを副町長にお伺いいたし

ます。 

   それと、２つ目として、私なりに考えている減額の要因がありま

すけれども、この場では差し控えたいと思います。令和６年度の時

間外に対して管理等を含めてどのような是正を行ってきたか伺いま

す。 

   ２点目に、主要な施策77ページの水産振興事業の中の水産業情報

発信業務委託2,449万1,700円の委託先と業務委託内容をお伺いいた
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します。 

   それと、これはどこでもいいということではないんですが、22ペ

ージに定額運用基金の状況及び基金現在高の内訳の単位として、62

ページ、上水道事業補助金の内訳の単位が記載されておりません。

決算の資料ですから、この辺の単位についてはきちっと記載するべ

きかなというふうに考えております。 

   以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（山本幸一郎君） 山本副町長。 

○副町長（山本邦一君） それでは、ご質問にお答えします。 

   時間外手当の削減についてどう評価しているのかということでご

ざいますが、時間外勤務手当については原則町単独財源としており

ますので、時間外勤務手当の減少については、最終的には好意的に

捉えているところでございます。 

   ただ、時間外手当そのものについては職員数にも影響します。職

員数がある程度担保されていると、一定程度１人当たりの時間外が

少なくなるということもございますので、その関係もあるかと思い

ます。 

   また、時間外勤務手当の削減につきましては、職員のワークライ

フバランスの均衡保持に寄与するとともに、業務パフォーマンス向

上につながることも期待しております。 

   以上でございます。 

○議長（山本幸一郎君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（大浦龍爾君） 水産業情報発信業務の内容、委託先の

ご質問についてお答えいたします。 

   まず、こちらの支出の大きなものは３つございまして、請戸もの

の情報発信業務になります。こちらはサッポロビールに委託してお

りまして、事業の内容といたしましては産地訪問、ＰＲ動画の作成

や国内や海外の会食イベント等、インフルエンサーによる拡散とい

った内容でございます。 

   ２つ目が請戸ものの魅力発信業務、こちらについてはいわき市の

福島マーケティング＆リサーチインフォメーションという会社にな

りまして、道の駅のイベントですとか、いこいの村フルコースイベ

ント、あとは販売促進グッズの作成、はっぴやのぼり、クリアファ

イル、こういったものを作成してございます。 

   そして、３つ目がＰＲレシピ動画の製作であるとか、既存のパン

フレットの校正ということで、町内業者のプラン・ヴィーという会

社になってございます。 

   以上、よろしくお願いいたします。 
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○議長（山本幸一郎君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（吉田厚志君） それでは、質問の３点目の主要な施策

の成果の単位が抜けている箇所があるということのご質問でござい

ます。 

   すみません、単位が抜けておりまして、大変申し訳ございません

でした。単位も含めまして、内容につきましてもしっかり見やすく

分かりやすくなるように精査をいたしまして、今後改善してまいり

たいと考えております。 

○議長（山本幸一郎君） ３番、鈴木幸治君。 

○３番（鈴木幸治君） ただいま答弁をいただきましたけれども、私ち

ょっと聞き逃した可能性があるんで、時間外手当の減に伴って令和

６年度の時間外勤務に対しての管理を含めてどのような是正を行い

ましたかというのをもう一度ちょっと具体的にお願いしたいと思い

ます。 

○議長（山本幸一郎君） 山本副町長。 

○副町長（山本邦一君） 失礼いたしました。 

   発災から14年目を迎えているものの復興はまだ道半ばの状態でご

ざいます。職員は通常の業務に加えて、復興業務を担っている状況

でございます。町復興を成し遂げるためには、やはり長い期間を要

しまして、長期戦を見据えた労務管理も必要になるものと考えてお

ります。 

   先ほど発言いたしましたが、職員のワークライフバランス均衡保

持のため、第２、第４の水曜日をノー残業デイとして位置づけまし

て、17時45分までの退庁を促しているところでございます。 

   これらの結果、職員についても時間外についての意識の変化が生

まれ、削減につながっているのではないかと考えているところもご

ざいます。 

   いずれにせよ庁内研修を通じて、職員個人のスキルの向上により、

時間外労働時間が削減されているのではないかとも考えているとこ

ろでございます。 

   以上でございます。 

○議長（山本幸一郎君） ３番、鈴木幸治君。 

○３番（鈴木幸治君） ただいま答弁をいただきました。 

   令和５年度との対比でさえ、1,034万円何がしの時間外総額が減

されているわけです。これは大変望ましいというふうに個人的にも

考えております。ただ、私の６月の一般質問の中で時間外が多い要

因は何ですかというような質問をさせていただきました。そのとき

は、私は申し上げませんでしたけれども、やはりこのように令和
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６年度の決算がこのような成果を見ることは、やはり振替休日、そ

してまたは代休制度が適切に運用されていたのかなというふうに考

えるところでございます。1,000万円という金は決して少ない金で

はございません。そういうように職員がやはり是正をして、町民の

ため、一生懸命残業をなさっても、なるべく合理的にやってきたと

いうような成果だというふうに受け止めています。 

   そして、その浮いた、減額された分はぜひ来年度の予算でも一般

町民の支援のために使っていただければありがたいというふうに思

って、私の質問を終わります。 

   以上でございます。 

○議長（山本幸一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

   ９番、佐々木勇治君。 

○９番（佐々木勇治君） 主要な施策の成果の27ページ、町長への手紙

なんですけれども、これ決算書で説明していただきたくて、どこに

載っているのか分からないので、お願いします。 

   そして、その下「広報なみえ」、これ予算が3,114万8,000円だっ

たんですけれども、実際は2,834万7,162円で、差が280万円程度あ

るんですけれども、この要因は何なのか。 

   32ページ、新春交歓会なんですけれども、予算書で委託料が47万

5,990円で、８万5,135円の差はどこなのか、お伺いします。 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） 暫時休議します。 

（午前 ９時１２分） 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） 再開します。 

（午前 ９時１３分） 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） 総務課長。 

○総務課長（戸浪義勝君） それではまず、決算書の成果27ページ、町

長への手紙の事業費6,510円につきましては、こちらは町民の皆様

から寄せられました町長への手紙の料金受取人払いの通信料になり

ます。 

   内訳を申し上げますと、65件のうち郵送されたものが54件ござい

まして、こちら25グラムまでが通常の料金プラス手数料が20円で

104円かかります、これが24通、あと50グラムまでが94円プラスし

まして20円の手数料で114円掛ける３件で、あとは10月１日に料金

が改定されておりまして、50グラムまでが110円の郵便料をプラス

しまして郵便の手数料で26円かかりまして136円、こちらの合計が
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6,510円になりまして、98ページの通信運搬費になります。 

   以上です。 

○議長（山本幸一郎君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（吉田厚志君） ２番目の「広報なみえ」の予算と決算

額の差についてのご質問にお答えいたします。 

   こちらの主要な施策の成果上は2,800万円ということでまとめて

おりますが、こちらの中には「広報なみえ」発行に関するそれに必

要な旅費や需用費、役務費、委託料、こういったものの合算となっ

ております。「広報なみえ」につきましては、最終の３月号が決ま

るのが大分年度末のほうになっておりまして「広報なみえ」の発行

するページ数などによっても支出する予算のほうは変わってくるも

のですから、「広報なみえ」の発行に間に合うように多めに余分に

残しておくということをしております。なので、予算額から決算の

差というもので差額が生じているものでございます。 

   以上です。 

○議長（山本幸一郎君） 総務課長。 

○総務課長（戸浪義勝君） それでは、新春交歓会の支出の内容につい

てお答えをいたします。 

   まず、歳出でございます。 

   109ページの自治振興費、款２項１目８の自治振興費の中の報償

費の中の一番下、出演者謝礼というようなことで５万円がございま

す。こちらは太鼓の演奏をしていただきました謝礼の５万円でござ

います。また、消耗品としまして、名刺の用紙ほか演台用の生花、  

紅白幕ということで３万5,135円、あと新春交歓会の会場設営費と

しまして47万5,990円となりまして、合計56万1,125円となります。 

   答弁は以上です。 

○議長（山本幸一郎君） ９番、佐々木勇治君。 

○９番（佐々木勇治君） 町長への手紙なんですけれども、これ印刷代

というのはどこに含まれているとかが分かれば、分からないのであ

ればそれで構いませんけれども、通信費しかないのであれば。印刷

もかかっていると思うんですけれども、何で印刷代を取っているの

かお伺いします。 

○議長（山本幸一郎君） 総務課長。 

○総務課長（戸浪義勝君） 印刷代につきましては、自前でやっており

ますので、通常のコピー用紙、あとは印刷機の使用料で賄っており

まして、そこは個別には出ておりません。 

   以上です。 

○議長（山本幸一郎君） ほかに質疑ありませんか。 
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   11番、松田孝司君。 

○11番（松田孝司君） 主要な施策から何点か質問したいと思います。 

   まず、33ページの浪江町行政区活動補助金、これ30行政区となっ

て大体６割ぐらいしか使っていないと思うんですけれども、もう少

し使い勝手のよい方法を考えるとか、有効に使ったらと思っていま

すが、どう考えていますか。 

   あと、42ページ、敬老祝い金支給事業、100歳以上なんですけれ

ども、あと支給額は祝い金一律なのかどうか。金額、中身はいいで

す。 

   あと次の43ページ、緊急通報システム事業、これの現在何件ぐら

い通報があって、どういう課題があるのか、教えてください。 

   あと、46ページの高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業、

これは多分町内だけだと思いますけれども、フレイル状態、特にこ

れ最近使われる言葉だと思うんですけれども、フレイルとは、私の

考えでは健康な状態が介護認定を受ける前の状態かなと思っていま

した。現実に読んでしっかりみんな分からないと思うんですね。こ

ういうのを具体的に何か示してほしいと思っています。 

   以上です。 

○議長（山本幸一郎君） 総務課長。 

○総務課長（戸浪義勝君） それではまず、施策の成果33ページの浪江

町行政区活動補助金のご質問についてお答えいたします。 

   補助金につきましては、これまで継続事業として各行政区の区長

の皆様にご案内をしてきたところでありまして、行政区活動の維持、

推進に努めているところでございます。 

   使い勝手よくというようなことでのご意見もいただいていました

けれども、昨年度から今年度につきましては補助金の額も若干では

ありますが、プラスをさせていただいているところもございまして、

またこれまでも内容につきましては大きな変化はなく、区長の皆様

には十分理解をしていただいているかと思いますけれども、また新

しく区長になられた方につきましても、丁寧に内容のほうを説明さ

せていただいて、活用していただくように勧めていきたいと思いま

す。 

   以上です。 

○議長（山本幸一郎君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（木村順一君） ページ42ページ、敬老祝い金支給事業

の金額はよろしいと言われたんですけれども、金額は一律ではあり

ませんで、上から80から84歳の方には7,000円、85歳から89歳の方

には8,000円、90歳以上の方には１万円ということで一律ではござ
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いません。 

   あと、43ページ、緊急通報事業のほうは、答弁調整をお願いしま

す。 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） 答弁調整のため、暫時休議します。 

（午前 ９時２１分） 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） 再開します。 

（午前 ９時２２分） 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（木村順一君） 緊急通報システム、昨年は安否確認の

ための通報１件と救急車要請１件の合計２件ございました。 

   今後の課題ですけれども、こちらのほうが皆様に浸透はしてきて

はいるんですけれども、週１回の元気コールということで、別の形

でこちらから確認を行っている部分もありますので、今後とも広め

ていきたいということでございます。 

   以上です。 

○議長（山本幸一郎君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（松本幸夫君） フレイルにつきましては、加齢に伴う

心身の機能の低下といったもの、あと外出の機会が減ったこと、食

事の量が少なくなったなど、年齢とともに生じる衰え、そういうも

のでございます。大きな原因につきましては、生活習慣病など、あ

とは疾病などの重症化によるもの、加齢に伴う心身の変化などによ

るものでございます。 

   今年度から、町内の健康診断の際にこういったものの状況を確認

するための検査等も行っておりますので、引き続き続けていきたい

と思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（山本幸一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

   ２番、佐藤勝伸君。 

○２番（佐藤勝伸君） ２番、佐藤です。 

   28ページのところ、主要な施策の成果、ここにデジタルコンテン

ツを活用した魅力発信事業ということなんですけれども、実はあち

こちで魅力、例えば67ページの農業ＰＲのところ、77ページの水産

事業振興ということで、発信をあちこちでやっております。28ペー

ジはデジタルコンテンツを活用した魅力発信事業ということで、こ

れは統一できないものなんでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（山本幸一郎君） 企画財政課長。 
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○企画財政課長（吉田厚志君） ご質問にお答えします。 

   確かに魅力発信事業それぞれで今現在それぞれの課で、それぞれ

で所管する業務を発信している状況でございます。こちらにつきま

しては内部でも町長のほうからなるべく統一をして、同じ方向性で

みんな統一といいますか、同じ方向性で持つように発信をできない

かという指示をされているところです。 

   こちらの発信の方向につきましては、やり方として組織的なもの

を含めて今後検討していきたいと考えております。 

   以上です。 

○議長（山本幸一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） ないようなので、次に、令和６年度浪江町文

化及びスポーツ振興育成事業特別会計歳入歳出決算について質疑あ

りませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   次に、令和６年度浪江町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

について質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   次に、令和６年度浪江町国民健康保険直営診療施設事業特別会計

歳入歳出決算について質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   次に、令和６年度浪江町工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算

について質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   次に、令和６年度浪江町介護保険事業特別会計歳入歳出決算につ

いて質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   次に、令和６年度浪江町財産区管理事業特別会計歳入歳出決算に

ついて質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   次に、令和６年度浪江町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算に

ついて質疑ありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   以上で、認定第１号 決算の認定についての質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより認定第１号 決算の認定についてを採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、認定第１号は原案のとおり認定されました。 

───────────────────────────────── 

◎認定第２号の質疑、討論、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第２、認定第２号 浪江町水道事業会計

決算の認定についてを議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより認定第２号 浪江町水道事業会計決算の認定についてを

採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、認定第２号は原案のとおり認定されました。 

───────────────────────────────── 

◎認定第３号の質疑、討論、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第３、認定第３号 浪江町公共下水道事

業会計決算の認定についてを議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより認定第３号 浪江町公共下水道事業会計決算の認定につ

いてを採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、認定第３号は原案のとおり認定されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第６０号の質疑、討論、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第４、議案第60号 双葉地方広域市町村

圏組合規約の一部改正についてを議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第60号 双葉地方広域市町村圏組合規約の一部改正

についてを採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第６１号の質疑、討論、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第５、議案第61号 浪江町帰還・移住等

環境整備交付金基金条例の一部改正についてを議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第61号 浪江町帰還・移住等環境整備交付金基金条

例の一部改正についてを採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第６２号の質疑、討論、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第６、議案第62号 浪江町税特別措置条

例の一部改正についてを議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第62号 浪江町税特別措置条例の一部改正について

を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第６３号の質疑、討論、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第７、議案第63号 浪江町特定復興産業

集積区域における町税の課税免除に関する条例の一部改正について

を議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第63号 浪江町特定復興産業集積区域における町税

の課税免除に関する条例の一部改正についてを採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第６４号の質疑、討論、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第８、議案第64号 工事請負契約の締結

について（産学官連携施設建築工事）を議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第64号 工事請負契約の締結について（産学官連携

施設建築工事）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第６５号の質疑、討論、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第９、議案第65号 工事請負契約の締結

について（産学官連携施設電気設備工事）を議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 
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   ３番、鈴木幸治君。 

○３番（鈴木幸治君） 契約金とか委託先についての質問ではございま

せん。私の経験したことを申し上げます。 

   実は、この業務の請負者である浪江電設さんの車が浪江のコンビ

ニの身障者のマークのところに、いきなり入ってばしっと止めます。

町からのこういうような工事を請負している業者がそのようなこと

であってはならないというふうに思っていますので、関係はござい

ませんけれども、ひとつ町のほうから注意をしていただきたいとい

うふうに思います。 

   以上です。 

○議長（山本幸一郎君） 成井副町長。 

○副町長（成井 祥君） ご質問にお答えいたします。 

   今、鈴木議員のほうからご指摘ありました件につきましては、そ

ういったご指摘があったというふうな事実に関しまして、事業所の

ほうに我々のほうからしっかりと伝えながら、事実であるならばそ

ういった点がないように我々のほうからもしっかりと伝えてまいり

たいというふうに思います。 

   以上でございます。 

○議長（山本幸一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第65号 工事請負契約の締結について（産学官連携

施設電気設備工事）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第６６号の質疑、討論、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第10、議案第66号 工事請負契約の締結

について（産学官連携施設機械設備工事）を議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第66号 工事請負契約の締結について（産学官連携

施設機械設備工事）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第６７号の質疑、討論、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第11、議案第67号 工事請負契約の締結

について（さけ採捕施設整備工事）を議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第67号 工事請負契約の締結について（さけ採捕施

設整備工事）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第６８号の質疑、討論、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第12、議案第68号 工事請負契約の締結

について（野菜等集出荷貯蔵施設敷地造成工事）を議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第68号 工事請負契約の締結について（野菜等集出

荷貯蔵施設等敷地造成工事）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第６９号の質疑、討論、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第13、議案第69号 物品購入契約の締結

について（復興海浜緑地（多目的広場）什器備品購入）を議題とし

ます。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木 茂君） 入札についてなんですが、大体99％台で推移

しているかと思っています。大分注意はしているんですが、物品購

入の場合五十何％で落札されています。ということは、町が見立て

るということなんでしょうか。品物とこの落札された業者との品質

というのは同等のものなのか、それともまた別の同等に近いものな

のか、そこのところが分かりませんので、教えていただきたいと思

います。 

○議長（山本幸一郎君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（長岡秀樹君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

   物品の購入につきましては、仕様書と同等のものと認識しており

ます。 

○議長（山本幸一郎君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木 茂君） 同等のものと認識しておるということは、同

等のものでない可能性もあるという考え方でよろしいのかというこ

とですね。町としては大体こういったものというか、ある程度の指

定をしてくるんだろうと思います。それに対する値決めなので、経

費的に私は問題ないのかどうか、確認のためにお答えいただきたい
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と思います。 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） 暫時休議します。 

（午前 ９時４４分） 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） 再開します。 

（午前 ９時４５分） 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（長岡秀樹君） ご質問にお答えいたします。 

   納入される物品については、仕様書と同等のものと認識しており

ます。 

   以上です。 

○議長（山本幸一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第69号 物品購入契約の締結について（復興海浜緑

地（多目的広場）什器備品購入）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第７０号の質疑、討論、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第14、議案第70号 自動車事故に伴う損

害賠償額の決定及び和解について（追認）を議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（山本幸一郎君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第70号 自動車事故に伴う損害賠償額の決定及び和

解について（追認）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第７１号の質疑、討論、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第15、議案第71号 損害賠償額の決定及

び和解について（追認）を議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第71号 損害賠償額の決定及び和解について（追

認）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第７２号の質疑、討論、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第16、議案第72号 調停の申立てについ

てを議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（山本幸一郎君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第72号 調停の申立てについてを採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第７３号の質疑、討論、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第17、議案第73号 令和７年度浪江町一

般会計補正予算（第３号）を議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第73号 令和７年度浪江町一般会計補正予算（第

３号）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第７４号の質疑、討論、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第18、議案第74号 令和７年度浪江町国

民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 討論なしと認めます。 
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   討論を終わります。 

   これより議案第74号 令和７年度浪江町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第１号）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第７５号の質疑、討論、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第19、議案第75号 令和７年度浪江町国

民健康保険直営診療施設事業特別会計補正予算（第１号）を議題と

します。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第75号 令和７年度浪江町国民健康保険直営診療施

設事業特別会計補正予算（第１号）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第７６号の質疑、討論、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第20、議案第76号 令和７年度浪江町介

護保険事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（山本幸一郎君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第76号 令和７年度浪江町介護保険事業特別会計補

正予算（第１号）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第７７号の質疑、討論、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第21、議案第77号 令和７年度浪江町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第77号 令和７年度浪江町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第７８号の質疑、討論、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第22、議案第78号 令和７年度浪江町公

共下水道事業会計補正予算（第１号）を議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（山本幸一郎君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第78号 令和７年度浪江町公共下水道事業会計補正

予算（第１号）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎諮問第２号の質疑、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第23、諮問第２号 人権擁護委員の推薦

につき意見を求めることについてを議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   お諮りします。本件に対する意見は適任と認めるとしたいと思い

ます。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 異議なしと認めます。 

   よって、諮問第２号に対する意見は適任と認めるとすることに決

定しました。 

───────────────────────────────── 

◎同意第６号の質疑、採決 

○議長（山本幸一郎君） 日程第24、同意第６号 特別功労者の決定に

ついてを議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより同意第６号 特別功労者の決定についてを採決します。 

   採決は個別に起立により行います。 

   まず、紺野榮重氏について、同意することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、紺野榮重氏については同意することに決定しました。 
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   次に、玉井康裕氏について、同意することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、玉井康裕氏については同意することに決定しました。 

   次に、宇佐見忠良氏について、同意することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、宇佐見忠良氏については同意することに決定しました。 

   次に、（故）関根俊二氏について、同意することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（山本幸一郎君） 起立全員であります。 

   よって、（故）関根俊二氏については同意することに決定しまし

た。 

   以上、同意第６号については、原案のとおり同意することに決定

しました。 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） ここで10時15分まで休憩いたします。 

（午前 ９時５９分） 

───────────────────────────────── 

○議長（山本幸一郎君） 再開します。 

（午前１０時１５分） 

───────────────────────────────── 

◎報告第５号の質疑 

○議長（山本幸一郎君） 日程第25、報告第５号 令和６年度浪江町一

般会計継続費精算報告書についてを議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   以上で、報告第５号を終わります。 

───────────────────────────────── 

◎報告第６号の質疑 

○議長（山本幸一郎君） 日程第26、報告第６号 令和６年度浪江町水

道事業会計継続費精算報告書についてを議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   以上で、報告第６号を終わります。 

───────────────────────────────── 

◎報告第７号の質疑 

○議長（山本幸一郎君） 日程第27、報告第７号 一般財団法人福島な

みえ勤労福祉事業団経営状況報告についてを議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   １番、横字史年君。 

○１番（横字史年君） １点だけお伺いいたします。 

   こちら令和６年度も残念ながら赤字ということでありますが、

徐々に収支改善が見込まれていくということで、いつ頃、黒字に転

換する予定なのかと、もし何かあればお伺いしたいです。 

○議長（山本幸一郎君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（蒲原文崇君） ご質問にお答えいたします。 

   令和６年度につきましては、決算の報告をさせていただいたとお

り若干の赤字となってございます。今現在本館の２階から４階の客

室部分、17部屋のほうの改修工事を行っております。こちらの改修

工事が終われば、宿泊者数も増えるという見込みがありますので、

令和８年度、来年度からは改善が見込まれるんじゃないかというこ

とで考えております。 

   以上でございます。 

○議長（山本幸一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   以上で、報告第７号を終わります。 

───────────────────────────────── 

◎報告第８号の質疑 

○議長（山本幸一郎君） 日程第28、報告第８号 一般社団法人まちづ

くりなみえの経営状況報告についてを議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   以上で、報告第８号を終わります。 

───────────────────────────────── 
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◎委員会の閉会中の継続審査又は調査の申し出について 

○議長（山本幸一郎君） 日程第29、委員会の閉会中の継続審査又は調

査の申し出についてを議題とします。 

   各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長並びに議会報編集

特別委員会委員長から、タブレット端末の格納した申出書のとおり、

閉会中の継続審査又は調査の申出があります。 

   お諮りします。各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査

又は調査に付することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本幸一郎君） 異議なしと認めます。 

   よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査または

調査とすることに決定しました。 

   以上で、今期定例会に付された事件は全て終了しました。 

───────────────────────────────── 

◎町長挨拶 

○議長（山本幸一郎君） ここで、町長から発言を求められております

ので、これを許可します。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 今期定例会が閉会されるに当たり、一言ご挨拶

を申し上げます。 

   議員各位におかれましては、去る９月９日の本定例会開会以来、

終始ご熱心にご審議をいただき、提案いたしました全ての議案につ

いてご賛同いただきましたこと、厚く御礼を申し上げます。 

   このたび上程させていただいた議案は、全て重要なものでありま

す。中でも議案第64号から第66号の産学官連携施設に係る工事請負

契約の締結についてでありますが、令和８年度中の供用開始に向け、

産学官連携の中核となる施設を整備するものであります。供用開始

後は、Ｆ－ＲＥＩをはじめ企業や大学と連携し、新産業の創出や地

域課題などの解決を目指すとともに、農業振興、災害科学及び水素

エネルギーなどに関する研究開発に取り組むことで、浜通りの創造

的な復興、活性化につないでまいる考えであります。 

   また、議案第68号 野菜等出荷貯蔵施設等敷地造成に係る工事請

負契約の締結についてでありますが、町の農業振興と地域経済の安

定、発展を支える重要な取り組みであります。鮮度保持の機能を持

たせ、加工が必要な農産物を受け入れる集荷の拠点として整備し、

生産者が生産に注力できるような環境を整備することで、営農再開

に向けた不安を解消するとともに、町の帰還者増加及び意欲ある農

業者の営農再開を促進するものと考えているところであります。 
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   続きまして、このたびの一般質問でも教育、医療、介護、福祉サ

ービスに関すること、産業振興に関すること、そのほか今後のまち

づくりにおける重要課題について提案を含め多くのご質問をいただ

きました。 

   そして、町長就任から３年が経過したことを踏まえ、今後の復興

づくりや私の施政方針をはじめ町の将来についてのご質問をいただ

いたところであります。 

   いずれの質問も、今後の復興とまちづくりにおける重要課題であ

り、先人より受け継いできたこの浪江町をしっかりと次の世代に継

承していくためにも、様々な課題を着実に解決をしてまいります。 

   町の復興に当たっては、まだまだ課題が山積する状況であります

が、議員各位のご理解、ご協力の下、しっかりと町民福祉の向上と

復興の達成を目指し、全力で尽くしてまいる考えであります。 

   結びに、昼夜の寒暖が激しくなってまいりました。議員各位にお

かれましては健康にご留意の上、ご自愛をいただき、今後ますます

ご精励をいただくことをお願い申し上げて、閉会の挨拶といたしま

す。 

───────────────────────────────── 

◎閉会の宣告 

○議長（山本幸一郎君） 以上をもって、本日の会議を閉じます。 

   これをもって、令和７年浪江町議会９月定例会を閉会します。 

（午前１０時２３分） 
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